
平成17年9月29日

新計画策定会議（第33回）
資料第1号

「原子力政策大綱（案）」に対する意見募集に
いただいたご意見への対応(案）

（改訂版）

　
　０．共通理念
　１．安全の確保
　２．平和利用の担保
　３．人材の育成・確保
　４．原子力と国民・地域社会の共生
　５．原子力発電
　６．核燃料サイクル
　７．放射線利用
　８．放射性廃棄物の処理・処分
　９．原子力研究開発の推進
１０．国際的取組の推進
１１．原子力の研究、開発及び利用に関する活動の評価の充実
１２．その他

　○本資料は、いただいたご意見を事務局がまとめたものである。
　○章、項、ページの番号は、意見募集を行った原子力政策大綱
     （案）による。



 0.共通理念

（いただいたご意見）
Ｎｏ 区分 ご意見の概要 ご意見への対応 意見番号

0-1 名称変更
「長期利用計画」から「原子力政策大
綱」に名前を変更した理由を明らか
にすべき。

策定会議は、名称変更について大綱（案）に記載されている「２００１年１月
の中央省庁再編により、内閣府に属することとなった原子力委員会には、
原子力行政の実施を担う各省庁に対し、基本的な施策の方向を示す役
割が期待されていると考えられることから、原子力委員会の役割等に鑑
み、より相応しいものとして「原子力政策大綱」とした。」との事務局からの
説明を適切としました。

E043,E296,
E377,E815,
F075,F157,
F230,F231,
F255,〒
081,ご136

0-2 意見の反映

・今回の意見募集及び「ご意見を聴
く会」の結果を十分原子力政策大綱
に反映させるべき。

今回の意見募集及び「ご意見を聴く会」でいただいたご意見については、
全て新計画策定会議に資料として提出され、それを基に議論を行うことと
しています。会議資料は全て公開されます。なお、「新計画の構成」に対
する意見募集では、頂いたご意見は新計画策定会議に資料（新計画策
定会議（第２９回）資料第１号）として提出され、それを基に議論を行いまし
た。

E117,E189,
E852,F024,
F265,F282,
〒158,ご
035,ご053,
ご095,ご
110,ご167,
ご172

0-3 委員構成

・新計画策定会議の委員の構成に
偏りがあるのでないか。
・「はじめに」の委員構成に関する記
述は、新計画策定会議第1回資料第
2号のそれと比べると明らか後退して
いる。

新計画策定会議の委員は、新計画策定会議第１回資料第２号にあります
ように、調査審議に広く国民の意見を反映させるため、原子力委員会が、
地方自治体、有識者、市民／NGO等、事業者、研究機関から、学術分
野、性別、地域のバランス、原子力を巡る意見の多様性の確保に配慮し
て選んでいます。なお、「はじめに」の委員構成に関する記述は、新計画
策定会議第1回資料第2号のそれと、表現振りは違いますが、趣旨は同じ
です。「はじめに」では、資料第2号の記述振りを平易にしました。

E487,E504,
E556,E632,
E836,E968,
F016,F081,
F139,F156,
F199,F217,
〒43,〒
179,〒180,
ご070,ご221

0-4
原子力政策
大綱案に対
し反対

策定会議では、委員相互で議論を
図ることなく、未消化のままで多数決
で結論づけられており、議論を尽くし
たという民主的な結論がえられてい
ないのでないか。十分な時間を掛け
て議論をやり直すべきでないか。

・新計画策定会議の委員は、新計画策定会議第１回資料第２号にありま
すように、調査審議に広く国民の意見を反映させるため、原子力委員会
が、地方自治体、有識者、市民／NGO等、事業者、研究機関から、学術
分野、性別、地域のバランス、原子力を巡る意見の多様性の確保に配慮
して選んでいます。なお、原子力委員も構成員となっています。
・策定会議は、昨年６月から、これまでに３１回開催されました。その他小
委員会、ＷＧは合わせて９回開催され、総審議時間は１００時間を越えて
います。更に「長計についてご意見を聴く会」もこれまで２１回開催すること
により、策定会議委員が放射線利用や研究開発などを始めとする専門家
等の話を知る機会としました。
・策定会議においては、事前に委員に会議用資料を送付し目を通しても
らうことにより、委員が資料内容について事前に検討する時間を設けまし
た。これにより、会議での時間は委員相互の議論に時間を当てることがで
き、会議時間の節約を図ることができました。
・策定会議での審議は、意見の多少ではなく、意見の相互批判の過程を
踏まえて意見を取りまとめることを基本方針として論点整理を行い、原子
力の各論点ごとに「中間とりまとめ・論点整理」として取りまとめ、議論の蓄
積を図りました。これを基に原子力政策大綱（案）が作成されました。
・「新計画の構成」に対する意見募集では、頂いたご意見は新計画策定
会議の資料（新計画策定会議（第２９回）資料第１号）として公表し、それを
基に議論を行いました。今回の意見募集の結果も同様に、新計画策定会
議に資料として提出され、それを基に議論されることとなります。

E589,E591,
E592,E593,
E692,E763,
E764,F003,
〒10

0-5
現状分析が
不十分

・現状分析をしっかり行った上で「原
子力政策大綱」を作成すべき。現状
分析が十分されていないのでない
か。
・多角的な視点での検討が必要では
ないか

原子力政策大綱（案）は、原子力に関係の深い有識者のみならず、学界、
経済界、法曹界、立地地域、マスメディア、非政府組織等の各界の有識
者を構成員とし、原子力委員も委員として参加する新計画策定会議にお
いて審議してとりまとめられたものです。策定会議は３１回を数えた他、技
術検討小委員会（計６回）、国際問題に関するワーキンググループ（計３
回）開催しており、その審議においては、様々なテーマ毎に現状分析と今
後の課題が、多様な背景を有する委員の有する多角的な視点から検討さ
れ、「中間とりまとめ」あるいは「論点の整理」としてとりまとめられました。原
子力政策大綱（案）は、それらを整理、体系化して、とりまとめられていま
す。

E116,E124,
E126,E150,
E202,E479a
,E792,E855
,F027,F183
,F184,F196
,F222,F240
,ご071,ご
088,ご139

0-6
内閣府の行
政機関とし
ての役割

・原子力委員会がなぜ原子力政策
大綱を作る必要があるのか。原子力
利用の推進に関しては、経済産業省
と文部科学省が担当しているのでな
いか。内閣府としては、規制機関とし
ての「原子力安全委員会」の機能を
強化し、規制行政に専念することを
まとめるべきでないか。
・原子力委員会の役割を明確にすべ
き。

策定会議は、原子力委員会の役割、原子力政策大綱（案）の内容につい
て「２００１年１月の中央省庁再編により、内閣府に属することとなった原子
力委員会には、原子力行政の実施を担う各省庁に対し、基本的な施策の
方向を示す役割が期待されていると考えられる。このような状況から、原子
力政策大綱は、原子力に関する施策の基本的考え方を明らかにし、各省
庁における施策の企画・推進のための指針を示すとともに、原子力行政に
関わりの深い地方公共団体や事業者、さらには原子力政策を進める上で
相互理解が必要な国民各層に対する期待を示すものである。」と整理して
います。

E238,E905,
F154
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 0.共通理念

Ｎｏ 区分 ご意見の概要 ご意見への対応 意見番号

0-7

原子力政策
大綱の国の
政策への反
映

「原子力政策大綱」を国のエネル
ギー基本計画に適切に反映すべき。

原子力政策大綱は、原子力委員会及び原子力安全委員会設置法に基
づき、原子力利用に関する政策に関することを決定することを所掌事務と
する原子力委員会が、原子力に関する施策の基本的考え方を明らかに
し、各省庁における施策の企画・推進のための指針を示すものです。

E267

0-8
原子力政策
大綱案に対
し賛成

・原子力委員会は大綱が制定された
後も、この大綱の理念が現実に実行
されるよう、率先して行動すべき。
・原子力政策大綱に基づき、関係行
政機関が具体的な施策を立案・実施
されることを望む。

策定会議では、「原子力委員会は、関係行政機関の原子力に関する施策
の実施状況を適時適切に把握し、関係行政機関の政策評価の結果とそ
れに対する国民意見も踏まえつつ、自ら定めた今後１０年程度の期間を
一つの目安とする原子力の研究、開発及び利用に関する政策の妥当性
を定期的に評価し、その結果を国民に説明していくこと」と整理していま
す。原子力委員会は、この趣旨を生かしていきます。

E104,E312,
E359,E420,
E453,E455,
E505,E597,
E713,E788,
F121,F259,
〒012,〒
070,〒074,
ご093,ご
164,ご201,
ご247

0-9 改定周期

・原子力政策大綱は１０年程度の計
画となっているが、5年ごとに見直す
べきでないか。
・極めて早いスピードで変化する国
際情勢、国際関係を考えると、状況
に応じて、もっとすばやい改定を行う
など、大綱が足かせにならないよう十
分な注意と柔軟性が求められる

原子力政策大綱（案）は、国内外の情勢を展望して、今後１０年程度の期
間を一つの目安とした計画となっています。原子力委員会は、今後、原子
力政策大綱の改定については、計画的に一定期間ごと等に改定するとい
うのではなく、適宜適切に状況判断をして、必要に応じ見直しを行いま
す。

E537,E812,
F051,F055,
F056,F057,
F058,F059,
F060,F062,
F085,F112,
F192,F210,
F255,ご038

0-10 温度差
国の政策と事業者側の温度差が出
ないようにするための配慮をすべき。

原子力政策大綱案は、「国や事業者等は原子力の研究、開発及び利用
がその目的を達するために、原子力に関する施策の企画、推進に当たっ
ては、多面的・総合的に取り組むことが求められている。このためには、国
と事業者等は原子力の将来展望を共有し、協力・協調して取り組むことが
求められる。また、国はその政策に関し評価することが求められ、評価を
受けその政策の改善活動に努めること」としており、これを踏まえて、国は
常に政策の効果を考えていくこととなり、事業者との将来展望の共有が図
られることが期待されます。

E037

0-11 情報公開
前提条件の一つに「情報公開」も入
れるべき

新計画策定会議は、情報公開についても議論し、国や事業者等の情報
公開については、「原子力の研究、開発及び利用に関する活動の円滑な
実施のためには国民の信頼が不可欠である。そのためには安全確保のた
めの活動の透明性の確保が重要との認識に基づき、国、事業者及び研究
開発機関は、安全管理の取組や発生した異常事象を公開することが重要
である。」と整理しています。

E853

0-12
学術の進歩
への貢献

原子力の研究、開発及び利用は学
術の進歩には貢献しない

○例えば、原子力の基礎・基盤研究は、新しい技術概念の原理を実証し
て技術革新にシーズを提供するとともに、人類共通の財産である新しい知
識の獲得にも貢献しており、また、こうした技術開発を支える加速器や研
究用原子炉といった大型研究開発施設は、ライフサイエンスやナノテクノ
ロジー・材料等の分野に対しても、欠くことのできない研究手段を提供して
きています。また、放射線は学術の分野で様々な方法で利用されており、
原子力に係る活動は学術の進歩に従来より貢献しています。

E705

0-13
原子力開
発・利用の
縮小

原子力の推進を前提として、国民の
理解と信頼を得ようとする基本方針
がおかしい。

原子力委員会は、国会の立法に基づき「原子力の研究、開発及び利用に
関する国の施策を計画的に遂行し、原子力行政の民主的な運営を図るた
め、内閣府に置かれる」ものですから、原子力の研究、開発及び利用の計
画的推進に必要な施策を審議・決定する責任をおっています。１－２－４
に整理したとおり、原子力の研究、開発及び利用を進めるために、国民と
地域社会の理解と信頼が必要です。

E768

0-14
原子力政策
の長期維持

国は、原子力政策の長期持続をす
べき。

策定会議では、ご意見と同趣旨のご発言を含む議論を経て、関連する政
策の基本的方向性を「今後数十年にわたる我が国における原子力の研
究、開発及び利用に関係する国内外の情勢を展望して、情勢変化が激し
い時代を迎えている我が国社会においては短期、中期、長期の取組を合
理的に組み合わせて推進することが重要との認識に基づき、今後１０年程
度の期間を一つの目安とした」と整理しております。

ご014
ご２０４
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 0.共通理念

（具体的な修正意見）
Ｎｏ 該当箇所 ご意見の概要 ご意見への対応 意見番号

0-15 （６頁６行目）

P6に6行目から「原子力関係者
は、・・・切望する。」の箇所で「原子
力関係者は」と「原子力委員会は」と
主語が二つになっているので、分か
りやすいように修正してほしい。

この文章は、原子力委員会は原子力関係者に切望するという意味です。
主語が２つあるわけではありません。

ご１２８

0-16
6ページ7行
目

優位性を過信することなく、」のあと
に　「その認識を国民各層と共有す
るように努める。そして、」を挿入。

原子力関係者への記載であり、国民各層への理解については２－４－３
学習機会の整備・充実」に記載しております。

E297

0-17
6ページ下
から10行目

「・・・国民・地域社会の共生」→「・・・
国民・地域社会との共生」
理由：
（26-30ページ）２－４．原子力と国
民・地域社会の共生の意味だと思う
ので。

原子力との共生を記載しているものであり、「・・・国民・地域社会との共生」
に修正いたします。

E298

0-18 7頁2行目
「その特長を一層伸ばし」は「その良
い特長を一層伸ばし」とすべき

○「特長」という言葉自体に優れた点という意味が含まれています。 E841

0-19 7頁7行目

基本的目標の４において、新計画の
構成（案）に示されたものに「公共の
福祉」が加筆され、「社会的受容性」
よりも「公共の福祉」が優先するとの
印象を受ける。元に戻すべき

○「．．．社会受容性はもとより、公共の福祉．．．」としており、社会受容性
の扱いについて変わったところはありません。

E884

0-20 4頁3行目

「将来におけるエネルギー資源を確
保し」というが、既に資源獲得競争は
激化しており、それが喫緊の課題で
あることを記載すべき

○策定会議は、ご意見と同趣旨のご発言を含む議論を経て、「世界的に
は、発展途上国を中心とする経済成長と人口増加によりエネルギー需要
は大幅に増加するため、化石燃料の需給の逼迫及び価格の上昇が予想
されており、化石燃料を巡って世界で資源獲得競争が激化する可能性が
ある。」と現状を整理しています。

E910,E911

0-21 6頁
原子力の研究、開発及び利用の目
的である「エネルギーの安定供給」を
基本的目標に記載すべき

○第１章の基本的目標に「将来におけるエネルギー資源を確保し」という
表現で記載しています。

E424

0-22 6頁
核燃料サイクルの確立や事業環境
の整備を１－１基本的目標に織り込
むべき

○基本的目標では、原子力の研究、開発及び利用を推進し、人類社会の
福祉と国民生活の水準向上などの目的を達成するための基本的目標を
示しています。核燃料サイクルや事業環境の整備は、目標達成のための
取組の一つであり、以降の適切な章に記載しています。

E738,〒85

0-23 7頁7行目

基本的目標の「公共の福祉」の後に
「地方の主権の観点からその意見を
尊重し」と挿入。国の福祉のために
地方の福祉が犠牲になるようなことが
ないようにするため

○公共の福祉は国民全てに係るものであり、国民と地方の住民で区別し
ていません。

E875

0-24 はじめに

４ページ、３行目、「厳に平和の目的
に限り安全の確保を前提に」の後ろ
に「ウランを親核種とすることを廃止
し、親核種はトリウムを用い」を挿入
するべき。
理由：ウランを親核種とするかぎりプ
ルトニウムとの関連を断ち切ることは
出来ず、「平和利用」という概念は現
実味を持たないので、トリウム熔融塩
炉による原子力利用の路線を敷くべ
き。

「はじめに」の冒頭の文章「我が国における原子力の研究、開発及び利用
は、（中略）現行の長期計画は２０００年１１月に策定されたものである。」は
我が国の原子力の研究、開発及び利用の目的を原子力基本法から引用
して説明し、それを受けて原子力委員会が9回にわたり原子力長期計画を
策定してきた経緯を説明しているものであり、その主旨を踏まえればご提
案の修文案は採用できません。

E001
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 0.共通理念

Ｎｏ 該当箇所 ご意見の概要 ご意見への対応 意見番号

0-25 １－１．

基本的目標に以下を追加すべき。
「５．当面の国家政策としては以上の
様になるが、今後数年内に原発メー
カーを中心とする企業集団が形成さ
れ、第３または第４世代と言うべき原
発産業形成に立ち上がるのを期待し
たい。国家は支援を惜しまないであ
ろう。一例としては、トリウム利用の道
を拓く熔融塩炉線が考えられる。此
れは核冷戦と共に抑圧されたが故
に、今こそ核兵器廃絶の先頭に立つ
我国に相応しいものである。」

１－１．の「基本的目標」は、今回の策定会議の審議全体を踏まえて記載
しております。

E694

（その他ご質問等）
Ｎｏ ご意見への対応 意見番号

0-26

原子力の研究、開発及び利用は、多大な投資を必要とする先端的な巨大
技術に関わるものを含み、原子力以外の分野の科学技術研究や多様な
一般産業活動にも支えられて、国民の理解の上に展開されるものです。
そのため、各省庁への施策の指針のみならず、各方面への期待も合わせ
て示しています。この期待に沿った取組がなされるよう、原子力と国民・地
域社会の共生に向けて「国、事業者に対して、広聴活動、広報や対話の
活動を進めるべき」という基本的考え方に則り、原子力委員会において
も、原子力政策大綱について、国民により広く周知されるよう努力してまい
ります。

E296

0-27

原子力の研究、開発及び利用がその目的を達成するためには、広範な知
恵と知識などを結集して様々な取組を行っていく必要があります。その知
恵と知識などについて「知」と表現しています。注釈は特に必要なしと整理
しています。

E943,F186

0-28

○策定会議は、ご意見と同趣旨のご発言を含む議論を経て、原子力政策
大綱（案）の１－１「基本的目標」に「１．原子力の研究、開発及び利用に
関する活動を進めるに当たっては、安全の確保、その活動を平和の目的
に限ること、発生する放射性廃棄物を適切に管理・処分すること及び国
民・地域社会との共生を実現していくことが前提条件であり、そのための
仕組みが整備され、維持されなければならない。そこで、これらを確実に
する仕組みの健全性を絶えず注意深く見直し、その働きを国民の期待す
る水準に維持する。」としています。そして、それぞれの項目についての今
後の取組の基本的方向性を、２－１「安全の確保」、２－２「平和利用の担
保」、２－４「原子力と国民・地域社会の共生」及び３－３「放射性廃棄物の
処理・処分」にそれぞれ記載し、さらに第６章にその活動の評価を行うべき
ことを記載しております。

F248

0-29
○原子力委員会として、この原子力政策大綱が国民により広く周知される
よう努力していきます。

E171

0-30

○原子力基本法は、「原子力委員会は、原子力の研究、開発及び利用に
関する事項（安全の確保のための規制の実施に関する事項を除く。）につ
いて企画し、審議し、及び決定する。」としていますので、原子力委員会
は、できるだけ国民のご意見を聞きつつ、この責任を果たしてまいります。

E681

0-31

原子力政策には国民各層の多様な意見が反映されるべき、という観点か
ら、原子力政策大綱(案）は原子力委員会自体で策定するのではなく、原
子力に関係の深い有識者のみならず、学会、経済界、法曹界、立地地
域、マスメディア、非政府組織等の各界の有識者を構成員とし、原子力委
員も委員として参加する新計画策定会議を設置してとりまとめています。
審議においては、原子力に批判的な委員から原子力技術や原子力推進
体制のもつ問題点の指摘がなされ、大綱（案）にはそうしたご意見も踏まえ
た今後の取組の基本的方向性が取りまとめられています。また、エネル
ギーと原子力発電の観点から他のエネルギー源との比較についても審議
され、その結果として「１－２－５．」に「我が国としては、省エネルギーを進
め、化石エネルギーの効率的利用に努めるとともに、新エネルギーと原子
力をそれぞれの特徴を生かしつつ、最大限に活用していく方針、いわゆる
エネルギー供給のベストミックスを採用するのが合理的」と記載し、さらに
「はじめに」にも、「原子力関係者は、原子力施設には危険性が潜在する
ことを片時も忘れず、また、原子力技術の優れた潜在特性にとらわれてそ
の優位性を過信することなく、優れた他者と性能を競い合い、切磋琢磨
し、必要に応じ躊躇することなくそのあり方を変革していくことにより、国民
の負託や期待に将来にわたり応えていくことを原子力委員会は切望す
る。」と記載しました。

E330

原子力政策は外部からの評価を受けるべきだが、
大綱（案）には、そのような外部の評価や批判を受
けていることへの意識は、なきに等しい。原子力政
策大綱そのものが、原子力政策内部の立場に
立って書かれたものであるから、とうてい他のエネ
ルギーとの比較等の相対的、客観的評価に耐え
得るものではなく、単に自画自賛に終始している
のではないか。

大綱が決定した際は国民によく周知してほしい

原子力政策は国民投票で決定すべき

ご意見の概要

施策の基本的考え方のみならず、地方公共団
体、事業者、国民各層への期待を示しているが、
それは何故か。期待することによって何が変わる
のか。期待通りにならなかった場合、どうするの
か。

ここで言う「知」とは「知恵」なのか「知識」なのか
「知覚」なのか等、「知」となると広い意味となりす
ぎるため、分かりやすさの観点から適切な表現に
すべき

基本的目標に示す前提条件について、国民側と
してはまず安全性こそ絶対です。その安全性を考
えるのに、国民の側として、地球規模では平和利
用限定、放射性廃棄物を適切に管理・処分するこ
とが課題で、地域の課題として国民・地域社会の
共生と考えます。放射性廃棄物を適切に管理・処
分については根源的に国民の望む安全性とは対
極にある課題と言わざるを得ず、また、国民・地域
社会の共生は現時点ではかなり詳細・明確な情
報提示や誠意ある検討機会を設けて一歩ずつの
合意を築いていくべきだと思います。
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１．安全の確保

（いただいたご意見）
No 区分 ご意見の概要 ご意見への対応 意見番号

1-1
原子力は安全が大前提であり、安全
対策にしっかり取り組んでいくべき。

E366,E588
F135,F136,
F260
ご72,ご187

1-2 原発事故は起こしてはならない。 E647

1-3
原子力政策は過去から安全確保を
大前提としていたことを強調すべき。

〒78

1-4

原子力は安全が大前提であり、今後
も安全対策にしっかり取り組んでいく
べき。
補償体制を示すべき。

〒146

1-5

我が国の原子力発電においては、
操業開始以来30年以上、原子力災
害が一件も発生していない事実も明
確に記載すること。

E472

1-6

他産業と比較して、原子力の安全性
を明確にしてほしい。
大綱に、原子力の安全性を具体的
に示したデータ等を添付してほし
い。

F122

1-7

安全のため、国も事業者の安全確保
の責任を果たすべき。
原子力委員会が官民の役割を明確
にするため働きかけてほしい。

○策定会議は、ご意見と同趣旨のご発言を含む議論を経て、安全に関す
る国・事業者の取組の基本的方向性を2-2-1(1)「国・事業者等の責任」で
整理しています。
○策定会議は、ご意見と同趣旨のご発言を含む議論を経て、原子力委員
会の今後の取組の基本的方向性を「原子力委員会は、関係行政機関の
原子力に関する施策の実施状況を適時適切に把握し、関係行政機関の
政策評価の結果とそれに対する国民意見も踏まえつつ、自ら定めた今後１
０年程度の期間を一つの目安とする原子力の研究、開発及び利用に関す
る政策の妥当性を定期的に評価し、その結果を国民に説明していくことと
する。」としています。

E354
E569
E603
F224
〒052
ご087
ご105

1-8

原子力委員会が「安全」の問題を扱
うことの難しさは承知しているが、こ
の問題にはやはり正面から向き合う
べき。

「はじめに」で示しましたように、原子力政策大綱（案）は、ご指摘の点につ
いて、策定会議での、ご意見と同趣旨のご発言を含む議論を経て、「我が
国における原子力の研究、開発及び利用が一連の事故・不祥事により国
民の不安や不信を克服できていない現実を厳しく見据え、国民の期待に
応えるとはどういうことかをはじめとする原点からの議論を進めた」としてい
ます。いただいたご意見の対象である１－２－１は現状認識を述べており、
国民の信頼はまず第一に安全の確保が前提となる旨を示しております。さ
らにどの取組よりも先んじて、「安全の確保」の取組について２－１において
示しています。

E381

○ご意見の通り原子力発電において原子力災害は発生してはいません
が、労働災害は発生しており、また、燃料加工工場で放射線による死傷を
伴う事故が発生しています。そこで、策定会議は、ご意見と同趣旨のご発
言を含む議論を経て、１－２－１「安全確保を前提とした原子力の研究、開
発及び利用に対する国民の信頼」に現状の認識をまとめています。
○安全性データの添付については、原子力政策大綱は「原子力に関する
施策の基本的考え方を明らかにし、各省庁における施策の企画・推進の
ための指針を示すとともに、原子力行政に関わりの深い地方公共団体や
事業者、さらには原子力政策を進める上で相互理解が必要な国民各層に
対する期待を示す」ものであり、具体的事項を記述するものではありませ
ん。
○安全確保の活動のため、利用できるリスク情報を活用することが効果的
であり、策定会議は、ご意見と同趣旨のご発言を含む議論を経て、このた
めの取組の基本的方向性を２－１－１（３）「リスク情報の活用」に整理して
います。

○原子力施設による公衆や作業者への健康リスクが十分低く抑制されて
いることが原子力の研究、開発及び利用の前提条件です。この事に関して
策定会議は、ご意見と同趣旨のご発言を含む議論を経て、「事業者等は、
施設の設計、建設、運転に当たって、「人は誤り、機械は故障する」ことを
前提に多重の防護を用意する深層防護の考え方を採用して、放射性物質
の放散による災害リスクを抑制し、安全を確保することについて第一義的
責任を有している。」と整理しています。
○近年発生した一連の事故を厳しく見据えた内容としています。また、原
子力の研究、開発及び利用を持続的に発展させていくためにも、原子力
分野の職場が魅力のあるものであることが肝要としています。
○事故が発生した場合の賠償については、 原子力損害賠償制度が定め
られています。
○原子力政策大綱は、「原子力に関する施策の基本的考え方を明らかに
し、各省庁における施策の企画・推進のための指針を示すとともに、原子
力行政に関わりの深い地方公共団体や事業者、さらには原子力政策を進
める上で相互理解が必要な国民各層に対する期待を示す」ものでありま
す。また、「関係行政機関の原子力に関する施策の実施状況を適時適切
に把握し、関係行政機関の政策評価の結果とそれに対する国民意見も踏
まえつつ、自ら定めた今後１０年程度の期間を一つの目安とする原子力の
研究、開発及び利用に関する政策の妥当性を定期的に評価し、その結果
を国民に説明していくこととする。」ことを原子力委員会の役割として示して
います。

2-1-1安全
対策
(2)国・事業
者の責任
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１．安全の確保

No 区分 ご意見の概要 ご意見への対応 意見番号

1-9

国は事業者に原子力施設の「災害リ
スク」の具体的内容（災害評価）を明
示させるべきである。また、これは原
子力発電の是非を判断する基礎知
識となります。

○原子力施設は、十分な安全解析・安全評価を実施しています。原子力
施設建設にあたっては、一般公衆には放射線障害または放射線災害を与
えぬことを大前提としており、原子炉の立地条件は極めて重要な要素とし
て十分な配慮を払っている。すなわち、原子炉立地審査指針に基づき原
子炉事故による災害評価としては最悪の場合には技術上発生し得るかも
しれない事故（重大事故）およびそれを上回る仮想上の事故（仮想事故）
について一般公衆の放射線による被ばくを評価しており、これらの事故が
万一発生した場合にも当該敷地境界に人が居続けたとしても放射線障害
または災害を被ることはなく、また、その事故による国民遺伝線量に与える
影響は問題ないと判断されています。
○安全目標策定に関連して災害リスクの算定事例が公開されており、その
一部は防災訓練のシナリオ作り等に活用されています。
○策定会議では、ご意見と同趣旨のご発言を含む議論を経て、このため
の今後の取組の基本的方向性について「必要な情報理解力（リテラシー）
を身につけたいと考える国民に対して、生涯学習の仕組みの一部としてそ
の機会が提供されている」とし、「これにも一層の工夫が関係者に求められ
ている。」としています。

E706
〒208

1-10
原子力の安全性に不安であり、原子
力を減らし、自然エネルギーをもっと
推進していくべき。

E227
F045
E551

1-11
安全確保の「人は誤り、機械は故障
する・・・」という前提条件が、安全確
保と矛盾しているのではないか。

E374
E666
E503
F220
ご26

1-12
安全に問題があるので、
原子力利用は中止する方向へすす
めるべき。

E656
Ｆ171
〒115
〒150
〒209
ご100

1-13
国内・国外の原子力発電所の事故
についても分析と対策の記述を追加
すべき。

国内・国外の原子力発電所の事故の分析と対策については、原子力安全
委員会や規制行政庁によって個別のケースについて行われており、それ
らは各種報告書等にまとめられ、公表されております。したがって、ご意見
にある事項については、重複を避ける意味からも記載しておりません。策
定会議は、ご意見と同趣旨のご発言を含む議論を経て、そのための取組
の基本的方向性を２．１「安全の確保」において、これまでの事故の教訓を
踏まえた対応を含め、今後行うべき安全確保のための取組を示しておりま
す。

E507

1-14
大綱の中に、安全に関して具体例、
詳細の情報などが書かれた具体的
な計画とすべき。

○原子力政策大綱（案）は原子力基本法の定めるところに従って、「原子
力に関する施策の基本的考え方を明らかにし、各省庁における施策の企
画・推進のための指針を示すとともに、原子力行政に関わりの深い地方公
共団体や事業者、さらには原子力政策を進める上で相互理解が必要な国
民各層に対する期待を示す」ものとしましたので、ご指摘の具体的内容を
記述してはありません。

F014
ご012

2-1-1安全
対策
(2)国・事業
者の責任

○策定会議では、ご指摘の点について、ご意見と同趣旨のご発言を含む
議論を経て、「原子力施設による公衆や作業者への健康リスクが十分低く
抑制されていることが原子力の研究、開発及び利用の前提条件とし、事業
者等は、施設の設計、建設、運転に当たって、「人は誤り、機械は故障す
る」ことを前提に多重の防護を用意する深層防護の考え方を採用して、放
射性物質の放散による災害リスクを抑制し、安全を確保することについて
第一義的責任を有している。」として、故障が直ちに被害の発生をもたらす
ことのないシステムの実現とその性能の維持を求めています。
○太陽光や風力等の新エネルギーは、分散して利用が可能であるという
特徴を有するが、エネルギー密度が小さく、経済性や供給安定性に課題
が存在します。今後の基本的方向性について原子力政策大綱（案）は、新
エネルギーと原子力をそれぞれの特徴を生かしつつ、最大限に活用して
いく方針、いわゆるエネルギー供給のベストミックスを採用するのが合理的
としています。
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１．安全の確保

No 区分 ご意見の概要 ご意見への対応 意見番号

1-15 規制行政組織を分離・独立すべき

安全対策について、策定会議は、ご意見と同趣旨のご発言を含む議論を
経て、原子力政策大綱（案）１－２－１に「一連の点検で発見された（中
略）。国民の信頼回復へ向けて努力することが求められている。　」と現状
認識を整理しました。また、ご意見と同趣旨のご発言を含む議論を整理し
た２－１－１(1)に「国は、２００１年に原子力安全・保安院を経済産業省の中
に独立した組織として整備した。また、原子力発電所における不適切な事
業者の行為等を踏まえ、原子力に関する国民の信頼を回復するため、２０
０２年度には原子炉等規制法を改正し、規制行政庁が実施する後続規制
活動の実施状況を監視・監査する原子力安全委員会の機能を強化し、２０
０３年度には新たな検査体制の導入等の安全規制体系の見直しを行うな
ど、行政資源を適正に配置し、より効果的で効率的にこれらの活動を行う
ための努力を重ねてきている。今後とも規制行政に対する国民の信頼を回
復し、維持していく観点から、こうした改革が全体として有効に機能してい
るかについて、継続的に関係者と意見交換を行い、検証を行っていくこと
が重要である。」と追記しました。

E571
E626
F284
〒051
〒214
ご020,ご
063,ご072,
ご236

1-16
行政組織を簡素化をして、施策の内
容が効果的で効率的で時間浪費と
ならないよう見直すべき

国の取組の効果・効率性については、策定会議でのご意見と同趣旨のご
発言を含む議論を経て、そのための取組の基本的方向性を２－１－１（１）
「国・事業者等の責任」に整理しています。この中には、時間的要素も含ま
れます。

E721

1-17

　国は、過度の安全規制を排し合理
的、効率的なものとすべき。また、規
制の合理化・高度化が必要でない
か。

E062,E166,
E169,E234,
E247,E263,
E266,E280,
E423,E481,
E512,E609,
E714,,E512
F032,F221
ご142,ご
144,ご189

1-17a
　設備利用率を上げるのは危険では
ないか。

F221

1-17b
国は、安全確保の仕組みの整備に
不断に努力することの重要性を記載
すべき

策定会議は、ご意見と同趣旨のご発言を含む議論を経て、そのための取
組の基本的方向性を２－１－１（１）に「国は、最新の知見を踏まえた科学
的かつ合理的な規制を実施していくことを指針として、このための科学技
術的基盤を高い水準に維持するため、（中略）取組の方法や規制法制の
あり方について改良・改善を図っていくべきである。なお、国は、原子力発
電所（中略）継続的に関係者と意見交換を行い、検証を行っていくことが
重要である。」と整理しています。

〒50

1-18
安全規制や基準の決定においては
国際的な動向や考え方を取り入れる
べき。

策定会議は、ご意見と同趣旨のご発言を含む議論を経て、そのための取
組の基本的方向性を２－１－１（２）において「安全確保は世界共通課題で
あることや規制活動の国際調和の重要性を踏まえ、国際間で新知見や教
訓を共有することが重要であり、それらに基づく国際組織における安全基
準や規格作成のプロセスに十分な数の国の専門家を参加させ、国内の経
験や知見を国際社会と共有して、国際的な安全基準や規格と我が国の考
え方とを整合的なものとしていくこと等にも積極的に取り組むべきである。」
としています。なお、放射性廃棄物処理処分に関する安全規制や基準の
決定において具体的な国際的動向や考え方を取り入れることについて
は、原子力安全委員会の所掌です。

E272
E287

1-19

医療分野についてのみ「複数の法的
規制の重畳」が触れられているが，
原子力発電においても同様である。
医療分野に限定せず，原子力利用
全般に関してユーザーが利用しやす
い法令体系に見直していただきた
い。

ご指摘の点については、１－２－１に示すように「国は、安全審査の基礎を
なす安全審査指針類について、個別事項の技術的な見直しとともに、指
針類全体の体系的な整備を、関係学協会等との連携を図りつつ、計画的
に実施している。」ところですが、策定会議は、ご意見と同趣旨のご発言を
含む議論を経て、これに関する取組の基本的方向性を２－１－１（１）に「国
は、最新の知見を踏まえた科学的かつ合理的な規制を実施していくことを
指針として、このための科学技術的基盤を高い水準に維持するため、原子
力安全委員会の定める「原子力の重点安全研究計画」を踏まえて原子力
安全研究を着実に進める一方で、国内外に存在する規制活動の品質監
査機能を効果的に活用するなどにより自らのあり方を評価し、取組の方法
や規制法制のあり方について改良・改善を図っていくべきである。」と整理
しています。

E459

　策定会議は、ご意見と同趣旨のご発言を含む議論を経て、その取組の
基本的方向性を２－１－１（１）に「国は、最新の知見を踏まえた科学的か
つ合理的な規制を実施していくことを指針として、このための科学技術的
基盤を高い水準に維持するため、（中略）取組の方法や規制法制のあり方
について改良・改善を図っていくべきである。」としています。
　原子力の高度利用について,策定会議は、ご意見と同趣旨のご発言を含
む議論を経て、その取組の基本的方向性を３－１－２（２）「今後の取組」
に、「電気事業者には、（中略）保守管理技術の高度化にも取り組み、安全
性と安定性に優れた原子力発電を実現していくことを期待する。さらに、出
力増強、定期検査の柔軟化や長期サイクル運転による設備利用率向上と
いった高度利用に関しても、定期検査の柔軟化を実現できる検査技術
や、安全余裕の適正化のために高度化された安全評価技術を、欧米にお
ける経験も踏まえて安全確保の観点から十分に評価・検証した上で採用
することにも取り組むことを期待する。国は、こうした事業者の創意工夫に
基づく取組の提案に積極的に耳を傾け、リスクを十分に抑制しつつ実現で
きるかどうかを厳格に評価して判断を下していくべきである。」としていま
す。

2-1-1安全
対策
(2)国・事業
者の責任
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１．安全の確保

No 区分 ご意見の概要 ご意見への対応 意見番号

1-20
原子力施設建設時のチェックを厳し
くすべき。

ご41

1-21

近年発生した異常事象や事故には
この取組の品質保証システムが十分
に機能していないのではないか。

E539,E964
F114,〒79
〒145,ご
040

1-22
従来技術の軽視や空洞化が目立つの
で、電力業界や原子炉関連諸施設の従
来技術の維持が必要である。

少子高齢化の進展、人口減少により熟練した技術を有する技術者・技能
者が大量に現役を退くことに加えて、原子力発電所の建設機会が減少し、
既設の原子力発電所の運転、保守等が中心業務となりつつあること及び
国と民間の原子力に関する研究開発投資が近年、減少傾向にあることか
ら、次世代において原子力の研究、開発及び利用を支える人材を維持し
ていくことについて懸念が表明されています。策定会議は、ご意見と同趣
旨のご発言を含む議論を経て、「将来にわたって原子力に関する広範囲
の活動を持続し、さらにそこで新しい可能性を切り拓いていくためには、引
き続き優れた人材を確保していくことが重要である。」と現状を認識し、この
ことに関する取組の基本的方向性を２－４「人材の育成・確保」に記載して
います。

F209

1-23
大綱で労働者被ばくの問題を詳しく取り
扱うべき

E605
F173
F203
F286
ご147
ご224

1-24
労働者については、新しく厳しい基
準を設けてほしい。また、放射線教
育、影響の教育をきちんとずべき。

ご25

1-25

昨今のデータ改ざん、虚偽報告、隠
蔽体質の露呈により、原子力利用に
関わることへの魅力が低下している
ことこそが問題であり、これが人材の
質の低下を招くことを、現状として認
識すべき。

F100
ご148

1-26
原子力業界の体質の抜本的改革の
具体策の提示が国民理解への早道
でないか。

E594

○一連の事業者の不適切な行為、事故、施工等は、当該事業者はもとよ
り、国の安全規制行政の有効性に対する国民の信頼を損ねました。そこ
で、策定会議は、ご意見と同趣旨のご発言を含む議論を経て、「国は安全
規制体系等の見直しを行い、一方、事業者はこれらの事故・事象に対する
深い反省に基づいて安全確保に対する取組のあり方の見直しを行い、こ
れを基にして、法令の遵守、品質保証体制の改善、情報公開等に取り組
んできている。」と現状を認識し、この事に関する基本的方向性を２－１－１
「安全対策」に整理しています。また、「国は、学協会や産業界等での検討
状況も参考に、安全基準や安全規制に係る様々な変更についての検討の
際にもリスク情報を活用し、また、その活用範囲を広げていくことが適切で
ある。」として、国と事業者には「こうした取組のあり方を国内外の経験を踏
まえて常に評価し、こうした取組について国民に説明するとともに多様な意
見に耳を傾けて対話を重ねることにより、国民の信頼回復へ向けて努力す
ることが求められている。」と整理しています。

2-1-1安全
対策
(2)国・事業
者の責任

○策定会議は、ご意見と同趣旨のご発言を含む議論を経て、このことに関
する取組の基本的方向性を「我が国の原子力発電は、設備利用率や作業
者の被ばく線量低減の実績において欧米の後塵を拝している。この状況
に鑑み、電気事業者には、日本原子力技術協会等を通じて国内外の技術
情報の共有・活用を図りつつ、経年変化の技術的評価を基に計画的に適
切な保守・保全活動を行ない、安全確保に係る性能指標において世界最
高水準を達成することを目標に掲げて保守管理技術の高度化にも取り組
み、安全性と安定性に優れた原子力発電を実現していくことを期待する。
さらに、出力増強、定期検査の柔軟化や長期サイクル運転による設備利用
率向上といった高度利用に関しても、定期検査の柔軟化を実現できる検
査技術や、安全余裕の適正化のために高度化された安全評価技術を、欧
米における経験も踏まえて安全確保の観点から十分に評価・検証した上
で採用することにも取り組むこと」と整理しています。なお、定期的に公表さ
れる従業員の被曝線量統計やトラブル事例の報告にから現在のところ、被
ばく管理が事業者にて適切になされていると解することができます。
○原子力政策大綱は、「原子力に関する施策の基本的考え方を明らかに
し、各省庁における施策の企画・推進のための指針を示すとともに、原子
力行政に関わりの深い地方公共団体や事業者、さらには原子力政策を進
める上で相互理解が必要な国民各層に対する期待を示す」ものであり、具
体的事項を記載するものではありません。
○なお、原子炉施設等の従事者の被ばく線量管理は,原子炉等規制法,放
射線障害防止法及び労働安全衛生法に基づいて、従事者の受ける線量
が許容被ばく線量を超えないよう原子炉施設設置者等の責任において実
施されており、ご指摘の教育については、放射線障害防止法等でその実
施が定められています。

一連の事業者の不適切な行為、事故、施工等は、国の安全規制行政の有
効性に対する国民の信頼を損ねました。策定会議は、ご意見と同趣旨の
ご発言を含む議論を経て、「国は安全規制体系等の見直しを行い、一方、
事業者はこれらの事故・事象に対する深い反省に基づいて安全確保に対
する取組のあり方の見直しを行い、これを基にして、法令の遵守、品質保
証体制の改善、情報公開等に取り組んできている。」としています。

2-1-1安全
対策
(2)国・事業
者の責任
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１．安全の確保

No 区分 ご意見の概要 ご意見への対応 意見番号

1-27
日本では地震が多く、大災害につな
がる恐れがあることから原子力発電
を行うべきでない。

E016,E451,
E554,E680,
E845,E846
F010,F011,
F083,F119,
F120,F138,
F161,F180,
F201,F208,
F223,F254,
F262,F270
〒015,〒
018,〒117,
〒118,〒
149,〒206,
〒207,〒
210
ご073,ご094

1-28
地震PSAの手法を導入して、地震国
として評価対策をするべき。

E851

1-29
地震に伴って発生する津波に関して
原発の安全性を再検証する必要が
ある。

E849

1-30
原子力発電所の設計計算書を公開
すべき

E667

1-31
原発震災時の経済面の被害を含む
被害想定を公表するべき。

E958

1-32 浜岡原子力発電所を停止すべき
E876
E881
E892

1-33
アスベスト問題を教訓として、再処理
に当たっては周辺をもっと調査すべ
き

再処理施設周辺においては、環境放射線モニタリングを実施しています。 ご135

1-34
絶対に安全な施設は作れない。きち
んとしてもできないことがあることを正
直に書くべき

F240

1-35

これまでに国の判断には何度も誤り
があった。事業者の提案などに対し
て評価し判断する時には、第三者機
関の判断も必要と考えます。

F273

1-36

原子力は他の施設とは比べものにな
らない潜在的危険性がある。このこと
について、前回長計には記載があっ
たが大綱案には言及がないので明
記すべき。

ご指摘の点について、策定会議は、ご意見と同趣旨のご発言を含む議論
を経て、「原子力委員会は、今後の我が国の原子力の研究、開発及び利
用が原子力政策大綱に示す、目指すべき基本目標、今後の取組における
共通理念及び基本的考え方を踏まえることを期待する。なお、その際、原
子力関係者は、原子力施設には危険性が潜在することを片時も忘れ
ず・・・（略）・・・原子力委員会は切望する。」としています。

F158
ご150

○策定会議は、ご意見と同趣旨のご発言を含む議論を経て「事業者等
は、施設の設計、建設、運転に当たって、「人は誤り、機械は故障する」こと
を前提に多重の防護を用意する深層防護の考え方を採用して、放射性物
質の放散による災害リスクを抑制し、安全を確保することについて第一義
的責任を有している。」としています。
○また、国民の信頼回復について、策定会議は、ご意見と同趣旨のご発
言を含む議論を経て、そのための取組の基本的方向性を「今後とも規制行
政に対する国民の信頼を回復し、維持していく取組が重要である。国は、
引き続き最新の知見を踏まえた科学的かつ合理的な規制を実施していく
ことを指針として、このための科学技術的基盤を高い水準に維持するた
め、原子力安全委員会の定める「原子力の重点安全研究計画」を踏まえ
て原子力安全研究を着実に進める一方で、国内外に存在する規制活動
の品質監査機能を効果的に活用するなどにより自らのあり方を評価し、取
組の方法や規制法制のあり方について改良・改善を図っていくべきであ
る。」と整理しています。

○原子力安全委員会立地審査指針により、原子炉の原則的立地条件は、
「どこに設置されるにしても、事故を起こさないように設計、建設、運転及び
保守を行わなければならないことは当然」としています。さらに、原子力安
全委員会耐震設計審査指針の基本方針において、「原子力発電所は発
電用原子炉施設は想定されるいかなる地震力に対してもこれが大きな事
故の誘因とならないよう十分な耐震性を有していなければならない」とされ
ており、原子力発電所はこれを踏まえて設計されています。策定会議は、
ご意見と同趣旨のご発言を含む議論を経て、「原子力発電所の耐震安全
性を審査する際に用いる耐震設計審査指針については、耐震安全性に対
する信頼性の一層の向上には不断の努力が必要であることから、積極的
な対応が求められており、最新知見等に係わる情報の収集･整理に基づく
同指針の高度化に向けた検討が鋭意進められている。」として、国と事業
者には、「こうした取組のあり方を国内外の経験を踏まえて常に評価し、こう
した取組について国民に説明するとともに多様な意見に耳を傾けて対話を
重ねることにより、国民の信頼回復へ向けて努力することが求められてい
る。」としています。
○策定会議は、ご意見と同趣旨のご発言を含む議論を経て、地震に関す
るリスク情報の活用について「国は、国内外において大きな地震が相次い
だこと等から、原子力施設の地震リスクについて国民の関心が高まってい
ることに留意するべきである。」としています。
○原子力政策大綱は「原子力に関する施策の基本的考え方を明らかに
し、各省庁における施策の企画・推進のための指針を示すとともに、原子
力行政に関わりの深い地方公共団体や事業者、さらには原子力政策を進
める上で相互理解が必要な国民各層に対する期待を示す。」ものであり、
被害想定、設計計算書の公開等の個々の具体的事項を記載するもので
はありません。

2-1-1安全
対策
(2)国・事業
者の責任
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１．安全の確保

No 区分 ご意見の概要 ご意見への対応 意見番号

1-37

2-1-1安全
対策
(2)安全文化
の確立・定
着と運転管
理の継続的
改善

「安全文化」の確立・定着を図るため
に、倫理意識の重要性を大綱に示
し、国が積極的に取り組むべき。
放射線安全と一般安全に対して同
等に取り組むべき

○策定会議は、安全確保に係る今後の取組の基本的方向性を「事業者等
は、施設の設計、建設、運転に当たって、「人は誤り、機械は故障する」こと
を前提に多重の防護を用意する深層防護の考え方を採用して、放射性物
質の放散による災害リスクを抑制し、安全を確保することについて第一義
的責任を有している。」とし、さらに、近年発生した異常事象や事故にはこ
の取組の品質保証システムが十分に機能していないことに起因したものが
少なくないことより、「事業者等は、その根本原因分析に基づき、再発防止
対策を確立するとともに、法令の遵守を徹底し、品質保証システムに絶え
ざる改善を加え、これらについての説明責任を果たす観点からの情報公
開を行う等の取組を強化する必要がある。」としています。
○また、策定会議は、ご意見と同趣旨のご発言を含む議論を経て、倫理意
識の重要性に係る今後の取組の基本的方向性を、組織文化の重要性に
着目して、「安全文化を維持発展させていくことによって、安全確保の実績
を積み上げ、我が国の原子力研究、開発及び利用全般の安全確保に対
する国民の信頼の確立に努めることが重要である。」としています。
○安全対策について、策定会議は、ご意見と同趣旨のご発言を含む議論
を経て「原子力施設による公衆や作業者への健康リスクが十分低く抑制さ
れていることが原子力の研究、開発及び利用の前提条件である。」とし、一
般安全についての取組の基本的方向性を「事業者等においても、環境安
全や労働安全衛生の分野でもリスク情報の活用が求められていることを踏
まえて、これらの分野を含む安全確保のための活動に対してリスク情報も
活用して、安全確保のための取組がより一層効果的でしかも効率的なもの
になるように、創意工夫していくべきである。」と整理しています。

E145
E216
E290
E942
ご161

1-37a
トップマネジメントぐるみで不祥事を
起こした会社に、どうやって安全文
化を定着させるのか。

策定会議は、ご意見と同趣旨のご発言を含む議論を経て、１－２－１に示
した、事業者の不適切な行為、重大な配管破損事故等が事業者への国民
の信頼を損ねたこと等の現状認識を踏まえ、そのための取組の基本的方
向性を、２－１－１（１）に国・事業者の責任を明らかにし、（２）において、
「事業者等においては、管理する経営層（トップマネジメント）が、組織全体
において安全確保のための活動を最優先する『安全文化』を確立・定着に
取り組むことが必要である」としています。

〒147

1-38

リスク情報活用の際、安全基準や安
全規制を明確化し，その際、必要な
評価手法の標準化および審査指針
の策定が必要でないか。

安全確保のためのリスク情報の活用について、策定会議は、ご意見と同趣
旨のご発言を含む議論を経て、そのための取組の基本的方向性を「国は、
学協会や産業界等での検討状況も参考に、安全基準や安全規制に係る
様々な変更についての検討の際にもリスク情報を活用し、また、その活用
範囲を広げていくことが適切である。」と整理しています。また、その際に必
要な評価手法の標準化等については２－１－１（２）に「最新の知見を踏ま
えて、安全基準を遵守しつつ、最も効果的で効率的な安全確保のための
活動を計画・実施し、その結果について評価し、更に改善すべき点が無い
かどうかを、必要に応じて外部の有識者の意見も踏まえて、常に見直して
いくべきである。」として、「国の規制組織においても、安全文化に則り、安
全確保の観点から様々な課題について注意深く評価して、その重要度に
見合った対応を行うべきである。」としています。

E033
E337
〒053
ご18

1-39

「安全基準や安全規制にリスク情報
を活用」する政策は導入すべきでは
ない。「リスク情報の活用」による安全
基準や安全規制の緩和は行うべき
ではない。

策定会議は、ご意見と同趣旨のご発言を含む議論を経て、リスク情報の活
用に関する取組の基本的方向性を「学協会や産業界等での検討状況も参
考に、モデルに基づく評価であることの限界に留意しつつ、安全基準や安
全規制に係る様々な変更についての検討の際にもリスク情報を活用する
など、その活用範囲を広げていくことが適切である。」とし、また事業者にお
いても、「環境安全や労働安全衛生の分野でもリスク情報の活用が求めら
れていることを踏まえて、これらの分野を含む安全確保のための活動に対
してリスク情報も活用して、安全確保のための取組がより一層効果的でし
かも効率的なものになるように、創意工夫していくべきである。」と整理して
います。

E545

1-40

リスク情報の活用について、今後ど
のような方向性で進めるべきか具体
的な内容を示し、進捗状況をチェッ
クする仕組みを明示すべき。

E838

1-41

安全性の程度をリスクベースの考え
方を用いて提示すべき。
規制項目は原子力安全上必要な項
目に限定すべき。

F249

1-42

原子力事業者がリスク情報を保安活
動に取り入れるためには、規制が介
入する明確な基準を設け、行政の過
剰な介入を排除できる仕組みを構築
すべき

E746

○一連の事業者の不適切な行為、事故、施工等は、国の安全規制行政の
有効性に対する国民の信頼を損ねました。策定会議は、ご意見と同趣旨
のご発言を含む議論を経て、「国は安全規制体系等の見直しを行い、一
方、事業者はこれらの事故・事象に対する深い反省に基づいて安全確保
に対する取組のあり方の見直しを行い、これを基にして、法令の遵守、品
質保証体制の改善、情報公開等に取り組んできている。」としています。
○リスク情報の活用に係る活動について、策定会議は、ご意見と同趣旨の
ご発言を含む議論を経て、そのための取組の基本的方向性を「国は、学
協会や産業界等での検討状況も参考に、安全基準や安全規制に係る
様々な変更についての検討の際にもリスク情報を活用し、また、その活用
範囲を広げていくことが適切である。」とし、また、国と事業者には「こうした
取組のあり方を国内外の経験を踏まえて常に評価し、こうした取組につい
て国民に説明するとともに多様な意見に耳を傾けて対話を重ねることによ
り、国民の信頼回復へ向けて努力することが求められている。」としていま
す。
○進捗状況のチェックについては、ＰＤＣＡ活動を実施していくべきことを
第6章に記載して、それが実施されることを担保しています。

2-1-1安全
対策
(3)リスク情
報の活用

10



１．安全の確保

No 区分 ご意見の概要 ご意見への対応 意見番号

1-44
原子力発電の放射線リスクが存在す
ることに触れるべき。

○ご指摘の点について、策定会議は、ご意見と同趣旨のご発言を含む議
論を経て、「原子力施設の設計・建設・運転に当たっては、地震等の自然
現象に対する対策はもとより、設備の故障や誤操作に起因して、内在する
放射性物質が国民の健康に悪影響を及ぼす潜在的危険性（リスク）を抑制
する安全対策と、妨害破壊行為のリスクを抑制する防護対策を確実に整
備・維持する必要がある。」と認識を述べ、それを踏まえて、各種取組の基
本的方向性を示しています。

F111,E568

1-45

高経年化対策を実施するにあたり、
国民的な合意形成が必要ではない
か。その手法を大綱の中に追加すべ
き。

○ご指摘の点について、策定会議は、ご意見と同趣旨のご発言を含む議
論を経て、そのための取組の基本的方向性を「保守管理手法も含めたこ
れら対策の充実のあり方について検討が進められている。国、研究開発機
関、産業界、学界は、この結果を踏まえて、国内外の教訓や知見を注意深
く分析評価し、研究開発を共同して計画・実施し、最新の知見を踏まえた
高経年化対策が推進されるようにするべきである。定期安全レビューにお
いては、過去の知見のない経年劣化事象が発生する可能性にも留意すべ
きである。」としています。また、国民への説明については「国、事業者等
は、安全確保のための活動を的確に実行していることを立地地域や周辺
地域の住民を含む国民に説明し、相互理解の形成に寄与するリスクコミュ
ニケーション活動を行う責任を有する。」としています。
○安全確保に係わる審査指針や技術基準の作成と同様に、国は高経年
化対策のあり方を検討する際にもパブリックコメントにより、国民の意見を得
ています。

〒23
〒116

1-46

大綱案では、既存の発電所につい
て、６０年運転をしてかつ稼働率を上
げることが前提となっており、安全性
に問題があるのでないか。

原子力利用に関しては安全確保を前提としております。その上で、運転期
間に関しては、ご意見と同趣旨のご発言を含む議論を経て、「３０年を超え
る設備の経年劣化現象には研究すべき点が残っているので、国は、この
段階に至る前に、６０年程度の利用を仮定した場合に想定される経年劣化
の影響を適切に評価し、この結果を踏まえ、追加的な監視や補修等を行う
といった追加的保全活動を行うことを高経年化対策として事業者に義務付
けてきた。」としています。現在商業用原子炉施設９基についてこの対策が
実施されています。
また、設備利用率向上等に関する取組の基本的方向性については「定期
検査の柔軟化を実現できる検査技術や、安全余裕の適正化のために高度
化された安全評価技術を、欧米における経験も踏まえて安全確保の観点
から十分に評価・検証した上で採用することにも取り組むことを期待する。
国は、こうした事業者の創意工夫に基づく取組の提案に積極的に耳を傾
け、リスクを十分に抑制しつつ実現できるかどうかを厳格に評価して判断を
下していくべきである。」としています。

E796
E959
F269
〒054
ご193

1-47

長期サイクル運転等に伴う安全評価
技術の高度化を検討していくことが
必要。国の果たすべき役割を明確に
していくことも重要。

ご指摘の点について、策定会議は、ご意見と同趣旨のご発言を含む議論
を経て、そのための取組の基本的方向性を３－１－２（２）において、「電気
事業者には、（中略）保守管理技術の高度化にも取り組み、安全性と安定
性に優れた原子力発電を実現していくことを期待する。さらに、出力増強、
定期検査の柔軟化や長期サイクル運転による設備利用率向上といった高
度利用に関しても、定期検査の柔軟化を実現できる検査技術や、安全余
裕の適正化のために高度化された安全評価技術を、欧米における経験も
踏まえて安全確保の観点から十分に評価・検証した上で採用することにも
取り組むことを期待する。国は、こうした事業者の創意工夫に基づく取組の
提案に積極的に耳を傾け、リスクを十分に抑制しつつ実現できるかどうか
を厳格に評価して判断を下していくべきである。」と整理しています。

E122
E339

1-48
高経年化対策について、研究機関
が何をすべきかもう少し具体的に記
載すべきではないか？

原子力政策大綱は、原子力に関する施策の基本的考え方を示すもので、
具体的施策等を記載するものではありません。ご指摘の具体的対策は、原
子力安全・保安部会の高経年化対策委員会で報告がなされたところであり
ます。なお、原子力政策大綱（案）では、研究開発活動に係る基本的方向
性を述べた４－１に「原子力開発利用の技術に関する基盤を維持し新たな
概念を生み出していく基礎的・基盤的な研究開発活動は、今後とも継続し
ていくべきである」として４－１－１に材料工学について例示しています。

E754

1-49

高経年化対策や廃止措置につい
て、この大綱案にもっと折り込んで取
り組んでいくべきでないか。国は事
業者により適切に対策が進められて
いると考えているのか

E086,E151,
F033,F050,
F076,F212,
ご075,ご
089,ご121,
ご156,ご
157,ご244

1-50
国は発電所の耐久年数を明らかに
すべきである

ご075

○策定会議は、ご意見と同趣旨のご発言を含む議論を経て、このことに関
する基本的方向性を「これまでに、運転開始後30年に至る前に、商業用原
子炉施設９基についてこの対策が実施されており、その経験を踏まえて、
国において、保守管理手法も含めたこれら対策の充実のあり方について
検討が進められている。国、研究開発機関、産業界、学界は、この結果を
踏まえて、国内外の教訓や知見を注意深く分析評価し、研究開発を共同
して計画・実施し、最新の知見を踏まえた高経年化対策が推進されるよう
にするべきである」としています。
○発電所の廃止については、予防保全活動を通じて安全が確保されるこ
とを前提に、電力需給見通しなどを総合的に判断し決定されるものであり、
その時期を予め設定すべきものではありません。

2-1-1安全
対策
(4)高経年化
対策
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１．安全の確保

No 区分 ご意見の概要 ご意見への対応 意見番号

1-51
防災対策にしっかり取り組むべき。 〒151

ご027

1-52
原子力災害対策の充実・強化につ
いて具体的に示すべき。

E753

1-53
国民国土を大災害に巻き込ませぬ
ための防災対策に取り組むべき。

○策定会議は、ご意見と同趣旨のご発言を含む議論を経て、このことに関
する基本的方向性を「原子力災害対策の強化を図るため、国、地方公共
団体及び事業者等は、原子力災害対策特別措置法に規定されるそれぞ
れの責務に応じて、緊急時において必要となる連絡網、資機材及び医療
施設・設備の整備、防災訓練及び研修の実施、周辺住民に対する知識の
普及、オフサイトセンターの整備等を、引き続き、充実・強化していくべきで
ある。」と整理しています。

F212

1-54

国ならびに国の各機関の役割、地域
社会とのリスク・コミュニケーションを
図るための国の責務について具体
化すべき。

〒71

1-55
情報の開示、収集が誰もが検証でき
る体制にすべき

E655

1-56

国も事業者もデータに基づく科学
的、合理的な事を原子力の危険性を
含め積極的に発言し、リスクコミニュ
ケーションの徹底を行うべき。

○策定会議は、安全確保に係る今後の取組の基本的方向性を「事業者等
は、施設の設計、建設、運転に当たって、「人は誤り、機械は故障する」こと
を前提に多重の防護を用意する深層防護の考え方を採用して、放射性物
質の放散による災害リスクを抑制し、安全を確保することについて第一義
的責任を有している。」とし、さらに、近年発生した異常事象や事故にはこ
の取組の品質保証システムが十分に機能していないことに起因したものが
少なくないことより、「事業者等は、その根本原因分析に基づき、再発防止
対策を確立するとともに、法令の遵守を徹底し、品質保証システムに絶え
ざる改善を加え、これらについての説明責任を果たす観点からの情報公
開を行う等の取組を強化する必要がある。」としています。
○策定会議は、ご意見と同趣旨のご発言を含む議論を経て、安全確保の
ための活動に係わるコミュニケーションについての基本的方向性を「国、事
業者等は、安全確保のための活動を的確に実行していることを立地地域
や周辺地域の住民を含む国民に説明し意見交換して、相互理解の形成
に寄与するリスクコミュニケーション活動を行う責任を有する」としていま
す。
○リスク情報の活用について、策定会議は、ご意見と同趣旨のご発言を含
む議論を経て、このことに関する基本的方向性を２－１－１（３）「リスク情報
の活用」に整理しています。

E080,E130,
E133,E162,
E229,E407,
E551,E799,
E940
F035,F043,
F116,F176
〒062,〒
076,〒094,
〒098,〒
148,〒152
ご001,ご
016,ご017,
ご018,ご
025,ご052,
ご086,ご171

1-57

エネルギー利用と放射線利用等の
安全情報について、国は適切な理
解活動を進めるとともに、これらが効
率的に行われる体制を構築すべき。

○策定会議は、ご意見と同趣旨のご発言を含む議論を経て、このことに関
する基本的方向性を「国、事業者等は、原子力の研究、開発及び利用に
関して国民や地域社会が知りたい情報は何か、「原子力をどう考えている
のか、それはなぜなのか」を知るための広聴活動を国民、地域社会との相
互理解を図る活動の出発点に位置付け、それにより得られた意見等を踏
まえて、広報や対話の活動を進めていくべきである。」と整理しています。
○体制構築について、策定会議は、ご意見と同趣旨のご発言を含む議論
を経て、そのための取組の基本的方向性を「国、事業者及び研究開発機
関は、専門家と国民、とりわけ立地地域の住民との間の相互理解活動の担
い手となる、原子力に関する知識やリスクコミュニケーション能力を有する
人材の育成を計画的に行うべきである。」として、さらに、「非営利組織（ＮＰ
Ｏ）がエネルギーや原子力に関する学習機会の提供に向けて自律的な活
動を活発に行うことは重要であるから、国及び地方公共団体はそのための
適切な環境の整備を検討するべきである。」と整理しています。

E156
E949

○策定会議は、ご意見と同趣旨のご発言を含む議論を経て、このことに関
する基本的方向性を「国、地方公共団体及び事業者等は、原子力災害対
策特別措置法に規定されるそれぞれの責務に応じて、緊急時において必
要となる連絡網、資機材及び医療施設・設備の整備、防災訓練及び研修
の実施、周辺住民に対する知識の普及、オフサイトセンターの整備等を、
引き続き、充実・強化していくべきである。」としています。
○原子力政策大綱は、「原子力に関する施策の基本的考え方を明らかに
し、各省庁における施策の企画・推進のための指針を示すとともに、原子
力行政に関わりの深い地方公共団体や事業者、さらには原子力政策を進
める上で相互理解が必要な国民各層に対する期待を示す」ものであり、具
体的事項について記載するものではありません。なお、必要な施策につい
ては、「関係行政機関がそれぞれの所掌する分野において企画・実施・評
価して推進される」としています。

2-1-1安全
対策
(5)原子力防
災

2-1-1安全
対策
(6)安全確保
のための活
動に係るコ
ミュニケー
ション

○策定会議は、ご意見と同趣旨のご発言を含む議論を経て、国、事業者
等は、「安全確保のための活動を的確に実行していることを立地地域や周
辺地域の住民を含む国民に説明し、相互理解の形成に寄与するリスクコ
ミュニケーション活動を行う責任を有する。」としています。
○原子力政策大綱は、「原子力に関する施策の基本的考え方を明らかに
し、各省庁における施策の企画・推進のための指針を示すとともに、原子
力行政に関わりの深い地方公共団体や事業者、さらには原子力政策を進
める上で相互理解が必要な国民各層に対する期待を示す」ものであり、具
体的事項について記載するものではありません。必要な施策については、
「関係行政機関がそれぞれの所掌する分野において企画・実施・評価して
推進される」としています。
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１．安全の確保

No 区分 ご意見の概要 ご意見への対応 意見番号

1-58

国の地方への政策及び安全規制に
関する説明責任が重要
国の規制に関する説明責任を明記
すべき。

○安全確保のための活動に係るコミュニケーションについて、策定会議
は、ご意見と同趣旨のご発言を含む議論を経て、「国、事業者等は、安全
確保のための活動を的確に実行していることを立地地域や周辺地域の住
民を含む国民に説明し、相互理解の形成に寄与するリスクコミュニケーショ
ン活動を行う責任を有する。」としています。
○国の説明責任に関して、策定会議は、ご意見と同趣旨のご発言を含む
議論を経て、「国は、地域社会に対して、規制活動に関して一般的のみな
らず個々具体的にも適宜に説明し、意見交換していくことが重要である。」
としています。

E531

1-59

国、事業者は安全確保に関する広聴・
広報活動が必要ではないか。
INESの尺度以下の事業者が公表する事
象について、共通の尺度を作るべき。
・風評被害が出ないように国は、説明す
べき。

○策定会議は、ご意見と同趣旨のご発言を含む議論を経て、このことに関
する基本的方向性を「国、事業者等は、原子力の研究、開発及び利用に
関して国民や地域社会が知りたい情報は何か、「原子力をどう考えている
のか、それはなぜなのか」を知るための広聴活動を国民、地域社会との相
互理解を図る活動の出発点に位置付け、それにより得られた意見等を踏
まえて、広報や対話の活動を進めていくべきである。」と整理しています。
また、広聴・広報の充実をより明らかにするため、２－５－２に新たに項目を
設けました。
○また、「国は、安全審査の過程における安全審査書の公開と意見募集、
行政処分に係る判断基準の制定・改定時における意見募集という取組を
引続き重視していくべきである。」と整理しています。
○原子力施設などで発生した事故・故障などの影響の度合いを簡明かつ
客観的に判断出来るよう０～７のレベルで示した評価尺度として国際原子
力事象評価尺度（ＩＮＥＳ）があります。レベル０を尺度以下と呼び安全性に
関係ない事象としております。また、事故・トラブル等の情報公開に関し、
ご意見と同趣旨のご発言を含む議論を経て、２－４－１「透明性の確保」に
おいて「原子力の研究、開発及び利用に関する活動の円滑な実施のため
には国民の信頼が不可欠である。そのためには安全確保のための活動の
透明性の確保が重要であり、国、事業者及び研究開発機関は、安全管理
の取組や発生した異常事象を公開することが重要である。その際、異常事
象についての情報は、迅速かつ正確に発信するべきであり公衆や作業者
の健康リスクに対する当該事象の重要度を付すことが望ましい。」としてい
ます。

E364
ご29
ご36
ご170

1-60
立地地域のみならず、消費地の国民
にも安全確保のための活動を実施し
ていることを説明すべき。

　安全確保のための活動に関するリスクコミュニケーションについて、策定
会議は、ご意見と同趣旨のご発言を含む議論を経て、このことに関する基
本的方向性を「国、事業者等は、安全確保のための活動を的確に実行し
ていることを立地地域や周辺地域の住民を含む国民に説明し意見交換し
て、相互理解の形成に寄与するリスクコミュニケーション活動を行う責任を
有する。」としています。

E835

1-61

国と事業者の間で協調して情報発
信や広聴・広報活動を進めていくこ
とにより、税金の無駄遣いを減らせる
のではないか

原子力と国民社会との共生の４－１６に統合しています。 E137

1-62
テロ対策、核物質防護対策に取り組
むべき。

E250
E350
E431
〒119
ご140

1-63
核物質防護のみを突出させ、原子力
を危険視する懸念を惹起すべきでな
い

E828

1-64

核物質保護にかかる秘密保持義務
規定やテロの脅威に対する国際的な
規制強化が必要になること自体、原
子力は本格的に平和なエネルギー
源ではないことを証明している。

テロ対策は経済、交通、エネルギー等あらゆる部門において強化され、あ
るいはその強化に向けて国際的な取組が行われています。

〒153

1-65

安全確保のための「透明性確保の観
点」と核物質防護の「関連情報に秘
密」というのは両立していないのでは
ないか。

策定会議でのご意見と同趣旨のご発言を含む議論を経て、このことに関す
る基本的方向性を「国際的な核物質防護の強化の動きに伴い、関連情報
に秘密を設定することについては、国は、その主旨の周知徹底に努めると
ともに、学識経験者等の第三者に対して秘密の範囲に関する国の確認状
況等を説明し、それが公共の福祉の観点から妥当であるとの評価を得るこ
と等により、その厳格かつ適正な運用に努めることが重要である。」としてい
ます。この方向性は、情報公開による透明性の確保により、国民の信頼を
得るために重要としつつ、これを日本の安全確保という公益の確保と両立
を図るものです。

E797
F131
ご101

2-1-2核物
質防護対策

テロ対策について、策定会議は、ご意見と同趣旨のご発言を含む議論を
経て、「核物質及び放射線源のセキュリティ（以下、「核セキュリティ」とい
う。）のための取組が新たに重要な課題になってきている。この流れを受
け、２００５年４月には核テロ防止条約が採択され、２００５年７月には核物質
防護条約の改正が採択された。」とし、その基本的方向性を「我が国は、そ
の締結に向けて必要な検討を行っていく必要があり、これに基づいて、国
や事業者等は的確な対応に努めるとともに、その制度のあり方について引
き続き改良・改善を図っていくことが重要である。」としています。
有事対策について、策定会議は、ご意見と同趣旨のご発言を含む議論を
経て、「関係法令が整備されたことを踏まえ、国や事業者等が適切な対応
をとるとともに、その実効性を確保する観点から地方公共団体と積極的に
共同していくことが重要である。」としています。
これらは、米国テロ等を契機とした、多面的なテロ対策強化に係る国際的
な取り組みの一環であり、核物質防護のみを突出させ、原子力を危険視す
る懸念を惹起するようなことはありません。

2-1-1安全
対策
(6)安全確保
のための活
動に係るコ
ミュニケー
ション
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１．安全の確保

No 区分 ご意見の概要 ご意見への対応 意見番号

1-66
原子力大網での有事は何を想定し
ているかをある程度明確にする必要
がある。

原子力政策大綱は「原子力に関する施策の基本的考え方を示すもので、
具体的施策等を記載するものではありません。有事対策の関係法令（国民
保護法、武力攻撃事態法）には想定が記載されています。

〒24

1-68

戦争やテロの際、原子力発電所を狙
うとその国に大きな打撃を与えること
ができる。放射性廃棄物は何億年と
消えない負の遺産でもあり、原子力
発電所は危険。

○策定会議は、ご意見と同趣旨のご発言を含む議論を経て、このことに関
する基本的方向性を「米国同時多発テロ等を契機として国際的にこれを強
化する動きが高まった。これに対応して原子炉等規制法が改正され、設計
基礎脅威の策定や核物質防護検査制度の導入、核物質防護に係る秘密
保持義務規定の創設等の規制強化が行われた。また、２００５年７月、核物
質及び原子力施設の防護に関する国際的な取組の強化のため、核物質
防護条約の改正がＩＡＥＡで採択され、今後我が国でも、その締結に向け
て必要な検討を行っていく必要がある。これに基づいて、国や事業者等は
的確な対応に努めるとともに、その制度のあり方について引き続き改良・改
善を図っていくことが重要である。有事対策について、関係法令が整備さ
れたことを踏まえ、国や事業者等が適切な対応をとるとともに、その実効性
を確保する観点から地方公共団体と積極的に共同していくことが重要であ
る。」と整理しています。なお有事法制において国民生活に与える影響の
大きな枢要活動に係る対応が定められましたが、原子力施設はその一つ
で全部ではありません。

E112,E854

E4071-67

○核不拡散について、策定会議は、ご意見と同趣旨のご発言を含む議論
を経て、「我が国は、今後も、非核三原則を堅持しつつ、（中略）、国際的
な核不拡散制度に積極的に参加し、ＩＡＥＡ保障措置及び国内保障措置
の厳格な適用を確保していくべきである。」とし、また、「我が国のプルトニ
ウム利用が厳に平和の目的に限っていることについての国内外の理解と
信頼の向上を図るため、利用目的のないプルトニウムを持たないという原
則を示し、プルトニウム在庫に関する情報の管理と公開の充実を図ってき
た。」としています。
○放射線の影響によるDNAへの影響については、放射線影響研究として
広く研究がおこなわれています。その上で、廃棄物処分活動を含む原子
力施設による公衆や作業者への健康リスクが十分低く抑制されていること
が前提条件であり、そのために事業者等は、深層防護の考え方に基づく
安全確保対策を講じ、国は、安全規制により、事業者に災害リスクを抑制
するために必要十分な活動を放射線安全基準に基づいて行わせ、さらに
その確認をし、必要に応じて是正措置を求めます。
○原子力の研究、開発及び利用は、安全の確保を大前提としています。
その取組の基本的方向性を２－１－１安全対策に記述しています。
○米国科学アカデミーの報告書は、ICRPがこれまで勧告している放射線
防護のための「しきい値なしの直線モデル」（LNT仮説）の妥協性を確認す
るものであり、特に新しい知見ではありません。なお、我が国の線量制限体
系はICRPの勧告に基づいており、公衆の線量限度は年間１mSｖとしていま
す。
○巨大地震の対応について、策定会議は、ご意見と同趣旨のご発言を含
む議論を経て、「原子力発電所の耐震安全性を審査する際に用いる耐震
設計審査指針については、（中略）、最新知見等に係わる情報の収集･整
理に基づく同指針の高度化に向けた検討が鋭意進められている。」とし
て、国と事業者には、「こうした取組のあり方を国内外の経験を踏まえて常
に評価し、（中略）、国民の信頼回復へ向けて努力することが求められてい
る。」と現状を認識しています。また、地震に関するリスク情報の活用につ
いて「国は、国内外において大きな地震が相次いだこと等から、原子力施
設の地震リスクについて国民の関心が高まっていることに留意するべきで
ある。」としています。

・米国が核テロ対策を強化する中
で、日本のみが例外として過剰のプ
ルトニウムの蓄積を許すことは許され
ない。
・中国、インドの発展が予想される一
方で原発は放射性廃棄物を後世に
残しDNAを傷つける。
・百万単位の被害者をもたらす潜在
的破壊力を有する原発の利用は、人
間の理性に反する。
・低線量でも発ガンのリスクがあるの
ではないか。
・迫り来る巨大地震に対し、早急に
対応が必要ではないか。

2-1-2核物
質防護対策
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１．安全の確保

（具体的な修正意見）
No 該当箇所 ご意見の概要 ご意見への対応 意見番号

1-68a
24ページ上か
ら2～3行目

「リスクコミュニケーション」の表現が
わかりにくい。

「リスクコミュニケーション」の表現は、最近は、原子力業界のみでなく各業
界や食の安全委員会等の行政機関等で一般的に使われている言葉で
す。なお、ご意見を踏まえて、よりわかりやすい原子力政策大綱（案）にす
るため、用語集に意味を記載します。

E933
E797

1-69

16ページ下
から２行目以
下及び23
ページ15行
目以下及び
同ページ下
から7行目以
下について

｢高経年化｣という極めて特殊な用語
はすべて｢老朽化｣という一般的な用
語にすべき

「高経年化」とは、原子力安全白書等で以前から使用されている一般的な
用語です。
なお、原子力発電所の長期間の供用には、プラントの老朽化が進行し、安
全上の問題が発生するのではないかという漠然とした不安があるかもしれ
ませんが、プラントの供用期間が長期化しても、予防保全対策としての新
材料や新技術を使用した機器への取替えや、既設の機器・構築物に生じ
る経年劣化の状況を点検し、取替、補修を適切に行うことにより、プラント
全体として安全を確保し続けることができるとわかっています。

F134

1-70

１－３－１．安
全の確保
「その組織にお
いて安全文化
を維持発展さ
せていくことに
よって、安全確
保の実績を
積み上げ」

「安全文化」への言及は別の段落で
行い、着実に時間をかけて取り組む
ものであることを強調すべきではない
か？

原子力政策大綱（案）は、「安全の確保が全てに優先されるべきことを徹底
し、その組織において安全文化を維持発展させていくことによって、安全
確保の実績を積み上げ、我が国の原子力研究、開発及び利用全般の安
全確保に対する国民の信頼の確立に努めることが重要である。」とした上
で、２－１－１（２）において今後の取組を述べています。

E751

1-71
22ページ下
から2行目以
下について

"必要十分な安全余裕の下に、適切に
現実的な安全確保のための取組を行う
ことが可能となってきている"という表現
を削除すべきだ。

策定会議は、ご意見と同趣旨のご発言を含む議論を経て、「事業者等は、
施設の設計、建設、運転に当たって、「人は誤り、機械は故障する」ことを
前提に多重の防護を用意する深層防護の考え方を採用して、放射性物質
の放散による災害リスクを抑制し、安全を確保することについて第一義的
責任を有している。」とし、「学協会や産業界等での検討状況も参考に、モ
デルに基づく評価であることの限界に留意しつつ、安全基準や安全規制
に係る様々な変更についての検討の際にもリスク情報を活用するなど、そ
の活用範囲を広げていくことが適切である。」とし、また事業者においても、
「環境安全や労働安全衛生の分野でもリスク情報の活用が求められている
ことを踏まえて、これらの分野を含む安全確保のための活動に対してリスク
情報も活用して、安全確保のための取組がより一層効果的でしかも効率的
なものになるように、創意工夫していくべきである。」と整理しています。これ
について理由を付した反対意見はありませんでした。

F137

1-72
7ﾍﾟｰｼﾞ 1-2
現状認識

｢国民の信頼を失墜する事故・トラブ
ル等｣などと一般的な表現ではなく、
とくに大きな事故については個別に
明記すべき。

事故・トラブルの個別名について原子力政策大綱（案）に記載します。 F160

1-73

2－1－2　核物
質防護対策､ｐ
24下から3行
目、ｐ36（4）末
尾とも関連

以下を太字の様に改定する。
「有事対策について、関係法令を更
に整備し、国や事業者などのが----
-----する。」

原子力政策大綱（案）２－１－２核物質防護対策において言及している、
有事対策について整備された関係法令とは、武力攻撃事態等における国
民の保護のための措置に関する法律（国民保護法）、武力攻撃事態等に
おける我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法
律（武力攻撃事態対処法）等を指しており、原子力政策大綱（案）は、これ
らの法整備を受けて、適切な対応をとること等の取組の基本的方向性を示
しています。

E369

1-74 ２２頁上１６行

「具体的安全基準や検査方法の内
容を定期的に見直し、・・・・常に最新
の科学的知見を反映するものにして
いくべきである。」に「特に米国にお
いては、近年規制に合理的手法を
取り入れ、トラブル件数の低減と稼働
率の向上により経済性向上を達成し
ている。このような安全性の向上と経
済性の向上との両立を図る仕組み作
りを具体化すべきである。」と追加す
べき

策定会議は、ご意見と同趣旨のご発言を含む議論を経て、このことに関す
る基本的方向性を「国内外に存在する規制活動の品質監査機能を効果的
に活用するなどにより自らのあり方を評価し、取組の方法や規制法制のあ
り方について改良・改善を図っていくべきである。」としています。また、ご
指摘の点については、３－１－２（２）「今後の取組」において、「電気事業
者には、日本原子力技術協会等を通じて国内外の技術情報の共有・活用
を図りつつ、（中略）　さらに、出力増強、定期検査の柔軟化や長期サイク
ル運転による設備利用率向上といった高度利用に関しても、定期検査の
柔軟化を実現できる検査技術や、安全余裕の適正化のために高度化され
た安全評価技術を、欧米における経験も踏まえて安全確保の観点から十
分に評価・検証した上で採用することにも取り組むことを期待する。国は、
こうした事業者の創意工夫に基づく取組の提案に積極的に耳を傾け、リス
クを十分に抑制しつつ実現できるかどうかを厳格に評価して判断を下して
いくべきである。」と整理しています。

E400
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１．安全の確保

No 該当箇所 ご意見の概要 ご意見への対応 意見番号

1-75

9ページ9行
目
～国は、安全
審査の基礎
をなす安全
審査指針類
について～

国の安全審査とは何か。用語解説に
でも記載する必要があるのではない
か

安全審査についての位置づけ、役割については、資料の資ー４に「発電
用原子炉安全規制の全体像」に記載されています。

F074

1-76

「２－１－１．安
全対策（２）安
全文化の確
立・定着と運転
管理の継続的
改善
（各論）P２２
ページ１０行～
１２行目

本大綱(案)に共通して言える事で、
文章ばかりでは非常に読みづらくい
（修文）P22「9～16行目」

ご意見の趣旨も踏まえ、適切な表現としました。
E355
〒82

1-77
21ページ17
行目｢しかし
ながら･･･」

(意見)
「しかしながら」では文章の流れがお
かしいので見直すべき。

ご意見の趣旨も踏まえ、適切な表現としました。 F187

1-78
26ページ12
～13行目

「また」で始まる分が連続しており、読
みづらいので見直すべき。

ご意見の趣旨も踏まえ、適切な表現としました。 F189
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２．平和利用の担保

（いただいたご意見）
No 区分 ご意見の概要 ご意見への対応 意見番号

2-1
1-2-2及び
2-2
現状認識

原子力の「平和利用」について記載し
ているが、最近の内外の情勢を考えると
現状にあわないものとなっているのでな
いか。
原子力の平和利用についてしっかりと
示すべき。

策定会議は、ご意見と同趣旨のご発言を含む議論を経て、ご指摘の点につ
いては、「我が国における原子力の研究、開発及び利用は、厳に平和の目
的に限る」ことを前提条件として、1-1に基本的目標を記載し、1-2-2に我が
国の平和利用の利用の担保に関する現状認識、1-2-11に近年の核不拡散
を巡る課題・問題点に関する厳しい現状認識を示しています。これらに基づ
いて、2-2に「我が国は、今後も、原子力利用を厳に平和の目的に限って推
進」していくという方針を示した上で、平和利用の担保に関する今後の取組
の基本的考え方を記載し、さらに5-1では、核不拡散体制の維持・強化のた
めの我が国の取組として、「核軍縮外交を進めるとともに、国際的な核不拡
散体制の一層の強化に取り組んでいく」と記載し、さらに、「我が国は、これら
一連の活動を通じて、核不拡散と原子力の平和利用の両立を目指す観点
から制定された国際約束・規範を遵守することが原子力の平和利用による利
益を享受するための大前提であるとする国際的な共通認識の醸成に国際社
会と協力して取組んでいく」としています。

E047
E407
E513
E587
F002
F171
F202
〒10
ご039
ご055
ご108

2-2 国民への理解活動が重要。 E159

2-3
原子力の平和利用は、安全性の徹底
確保と住民の合意と信頼という民主的
協議を措いて強行すべきではない

F253

2-4
アメリカの「核の傘」から離脱してから発
言しなければ、国際的に理解と信頼を
得ることは出来ない

また、国際的な理解活動について、策定会議はご意見と同趣旨のご発言を
含む議論を経て、2-2や5-2-3などに我が国の原子力平和利用に関する基
本姿勢や原子力利用に関わる情報を国際社会に対して強く発信していく旨
を記載しています。

E816
F233
〒111
〒202

2-5
我が国が原子力の平和利用と再処理を
両立している姿を強調すべき。

策定会議は、ご意見と同趣旨のご発言を含む議論を経て、ご指摘のような我
が国が原子力の平和利用と再処理を両立している現在までの姿を強調する
ことより、むしろ、我が国のプルトニウム利用に関して内外からの厳しい見方
があることを踏まえつつ、2-2に「我が国は、今後も、原子力利用を厳に平和
の目的に限って推進」していくという方針を示した上で、さらに、我が国のプ
ルトニウム利用が厳に平和の目的に限っていることについての国内外の理
解と信頼の向上を図るため、利用目的のないプルトニウムを持たない」という
原則を示すことが適切としました。

ご199

2-6
プルトニウムをどのように利用していくの
か、具体的な計画を示すべき。

プルトニウムの具体的な利用計画は、それぞれの事業者等が作成するもの
ですが、原子力政策大綱(案)では、2-2に「２００３年８月には、原子力委員会
は、プルトニウム利用の一層の透明性確保のための「プルトニウム利用の基
本的考え方」を決定した。今後の六ヶ所再処理工場の稼動に伴って、事業
者等がプルトニウム利用計画をこれに沿って適切に公表することを期待す
る。」と事業者等に対して国が期待するところを記載しています。

E325,
E615
F140, 〒
48
〒154, 〒
172
ご021

2-7

日本の所有するプルトニウムの総量を
明記し、これまでの使用計画の総括・問
題点を明記すべき
プルトニウム需要を数量で試算し、あり
方を議論すべき

なお、我が国の所有するプルトニウムの総量については、毎年発表されてい
る公開資料に記載されていますので、原子力政策大綱(案)には記載してお
りません。また、電力会社のプルサーマル計画が当初計画より遅れている点
については、策定会議でご意見と同趣旨のご発言を含む議論を経て、1-2-
6で最近の進捗とともにその現状認識について記載した上で、 3-1-3(4)軽水
炉によるＭＯＸ燃料利用（プルサーマル）において、その基本的方向性を
「国においては、国民や立地地域との相互理解を図るための広聴・広報活
動への積極的な取組を行うなど、一層の努力が求められる。事業者には、プ
ルサーマルを計画的かつ着実に推進し、六ヶ所再処理工場の運転と歩調を
合わせ、国内のＭＯＸ燃料加工事業の整備を進めることを期待する」と記載
しています。

E608
E612
E657

2-8

はじめに及
び
1-2-2
非核三原則

非核三原則の法制化を提言すべき

策定会議は、ご意見と同趣旨のご発言を含む議論を経て、原子力政策大綱
(案)を作成しています。
なお、我が国の非核三原則を堅持することについては、過去に国会決議さ
れており、平成14年7月には小泉内閣総理大臣より、我が国の非核三原則
は、疑念のない、国民の皆が同意していることであるから、あえて当然のこと
を法制化する必要はない趣旨の国会答弁が行われています。

E704
F130
F172

策定会議は、ご意見と同趣旨のご発言を含む議論を経て、1-2-2の現状認
識に基づき、3-1-3(4)にプルサーマルを着実に推進する旨の基本的な考え
方を記載しており、国民に対する理解活動については「国においては、国民
や立地地域との相互理解を図るための広聴・広報活動への積極的な取組を
行うなど、一層の努力が求められる。」と記載しています。

1-2-2及び
2-2
国内外の理
解と信頼

1-2-2及び
2-2
再処理政策
プルトニウム
利用
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２．平和利用の担保

（具体的な修正意見）

No 該当箇所 ご意見の概要 ご意見への対応 意見番号

2-9 6ページ
第１章で、「その利用が平和の目的に
限る」と記載しているが、利用のみが平
和と読み取れる。

ご指摘のありました1-1の「1.原子力の研究、開発及び利用に関する活動を
進めるに当たっては、安全の確保、その利用を平和の目的に限ること、…」
については、「1.原子力の研究、開発及び利用に関する活動を進めるに当
たっては、安全の確保、その活動を平和の目的に限ること、…」と修正しま
す。

ご117

2-10 6ページ

基本的目標として、放射線利用には人
類の福祉に貢献との記載はあるが原子
力利用にも同じ主旨の文章を入れるべ
き。

ご指摘の点につきましては、1-1の基本的目標の冒頭に、「我が国における
原子力の研究、開発及び利用は、厳に平和の目的に限り、安全の確保を前
提に、将来におけるエネルギー資源を確保し、学術の進歩と産業の振興と
を図り、もって人類社会の福祉と国民生活の水準向上とに寄与することを目
的として推進することとされている。」と人類社会の福祉と国民生活の水準向
上への寄与については、基本的目標の全体にかかる記載にしております
が、放射線利用技術については、「引き続き、(中略) 広範囲に貢献していく
ことができるようにする。」とこれらを強調した目標としています。

ご118

2-11
25ページ
2-2

『兵器目的でも目的があればプルトニウ
ムを持てるとも読めてしまう』ことのない
よう、明確に修文すべき。

2-2は「我が国は、今後も、原子力利用を厳に平和の目的に限って推進し、
…」とし、また、「我が国のプルトニウム利用が厳に平和の目的に限っている
ことについての国内外の理解と信頼の向上を図るため、利用目的のないプ
ルトニウムを持たないという原則を示し、…」としていますので、ご指摘の誤解
はないと考えます。

E163

2-12
17ページ
1-2-11

IAEAによる我が国の原子力活動に対
する『結論』について、本文中に記載す
べき。

IAEAにより我が国の原子力活動に対し、統合保障措置の適用が開始された
ことについては、策定会議においてもご意見と同趣旨のご発言を含む議論
がなされ、我が国の保障措置活動が高く評価されている証左であると認識さ
れています。しかしながら、原子力政策大綱(案)では、そのような現在の評価
に甘んずることなく、むしろ、今後の混合酸化物（ＭＯＸ）燃料の軽水炉利用
（プルサーマル）の実施や六ヶ所再処理工場の本格稼動に当たって、国と
事業者は、平和利用の堅持と国際約束・規範の遵守の重要性を再認識する
とともにこれらを実践する姿を国民や国際社会に明確に示していくことが重
要であるとする現状認識に立って、2-2に平和利用の担保に関する今後の
取組の基本的考え方を記載しています。

E177
E264

2-13
12ページ
1-2-5

用語の統一
「核拡散抵抗性」は、「核不拡散性」に
統一すべき。

"核拡散抵抗性"という用語は、"proliferation resistance"の和訳表現であり、
『核兵器開発を計画する国家または非国家主体が、核爆発装置に直接組み
込むことができる核物質入手の技術的な困難さ』を表現する場合に用いられ
ます。ご指摘の文章においても、技術の特性を示す表現としてこの用語を用
いているため、現状のままとさせていただきます。なお、5-1にも「転用を困難
にする核拡散抵抗性技術の開発等」という表現を記載しています。

E396

2-14
9ページ
1-2-2

原子力二国間協定について記載すべ
き。

策定会議では、我が国とウラン資源供給国並びにウラン濃縮役務供給国と
の間の原子力二国間協定について議論を行い、その結果を踏まえて、1-2-
2では、核兵器不拡散条約（ＮＰＴ）へ加入していること及び国際原子力機関
（ＩＡＥＡ）との包括的保障措置協定及び追加議定書の締結を我が国が結ん
でいる国際約束・規範の一例として記載しています。

E491

2-15

9ページ
1-2-2
25ページ
2-2

我が国の保有するプルトニウムやウラン
濃縮・再処理技術が核兵器製造に利用
できることを記載するべき。

頂いたご意見は、我が国の保有するプルトニウムやウラン濃縮・再処理技術
が、平和の目的以外に転用できる潜在性のあることを十分に認識するところ
から議論を始めよ、という厳しい戒めとしてのご意見と受け止めております。
策定会議においても、国内外からご指摘のような厳しい見方があることを踏
まえた議論を経て、原子力政策大綱(案)をまとめております。

E635

2-16

9ページ
1-2-2
25ページ
2-2
ほか

用語の修正
平和利用という言葉は、あたかも原子
力の利用の中に、積極的に平和に貢献
する分野があって、それを指す言葉の
ような誤解を与えかねない。「平和利
用」を「非軍事利用」又は「民生利用」に
置き換えるべき。

原子力政策大綱(案)の中で「平和利用」という用語を使用している前後の文
脈からみて、ご指摘のような誤解は受けないと考えられますので、現状のま
まの表現とします。

E858
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２．平和利用の担保

（その他ご質問等）
No ご意見への対応 意見番号

2-17

世界のウラン需給予測については、解体核からの供給分を含めて、新計画
策定会議第5回における資料第3号「ウラン資源について」にまとめておりま
すので、ご参照ください。
解体核処理のプロジェクトへの参加については用語解説に追加していま
す。

F029

解体核からの供給は世界のウラン需給に大きく寄与
する程度を示して欲しい。また、用語解説のところで
も良いと思いますが、日本も解体核処理のプロジェク
トに参加している事を示すことで、日本の原子力関
連技術が平和利用に一層貢献していることを示して
欲しい。

ご意見の概要
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３．人材の育成・確保

（いただいたご意見）
No 区分 ご意見の概要 ご意見への対応 意見番号

3-1
大学等の研究機関において、原子
力分野の職場に魅力を取り戻すこと
が肝要。

E136

3-2
社会的な認知や達成感が得られる
仕組みが必要。

E230

3-3
地位、収入等の待遇向上への努力
が重要。また、仕事があることが重
要。

E072
E168
E244
E946

3-4

良いことはニュースで取り上げられ
ず、マスコミに叩かれるばかりでは、
魅力的な職場にならない。原子力分
野に魅力を取り戻すための広聴広報
活動が大事ではないか。医療や放
射線利用の貢献を広く伝えることも
一案。

E168
E406
E422
E442
E844
〒001
ご126

3-5
安全確保に取り組んでいる第一線の
現場の声を聞くべき。

E524
E565

3-6

規制への対応や本大綱の実現のた
めに新たなペーパーワークが必要と
ならぬよう、現場としっかり向き合う仕
組み、OJTを中心とした人材育成を
積み上げることこそが安全文化の構
築につながる。

〒03

3-7
「魅力を取り戻すことが肝要」の表現
は、現場で誇りを持って働いている
方たちへの配慮が足りない

E206

3-8
生き生きとした顔で従事する姿に安
心を感じる。エールを送りたい。

ご176

3-9 倫理を有する等、人材の「質」が必要
E276
E344

3-10
核不拡散の取組基盤強化のため、
国が責任を持って人材を育成してほ
しい。

E497

3-11
人材育成には、世界的価値観を
持った人材を育成すべきである。 〒57

3-12
人材育成が必要な職種を具体的に
示すべき

E070

3-13

閉鎖に向かう原子力施設や核物質
の安全管理の人材確保が重要。核
はあってはならないが、人材確保は
必須

E758,E767,
F264
〒121,〒
155

3-14

原子力の斜陽化が明らかな中で、原
子力推進世代が引退する前に、原
子力の廃棄物をできるだけ少なくし
後の世代に引き継ぐ努力をすべき。

E574

２－３人材
の育成・確
保
魅力的職場
の回復

　策定会議は、ご意見と同趣旨のご発言を含む議論を経て、「人材確保の
ためには職場が魅力のあるものであることが重要との認識に立ち、そのた
めの様々な取組が議論された結果、作業者がその能力を十分に生かして
使命を遂行し、かつ評価によって反省・改善を作り出す「学習のｻｲｸﾙ」が
ある職場とすること、また品質マネジメントを通じて現場の創意工夫を生か
せる職場を実現することが重要である。」としました。
　これを踏まえて、国や事業者においては、待遇の向上を含め、状況に応
じた多様な取組がなされることが重要としています。

２－３人材
の育成・確
保
現場の重視

　ご指摘の、現場を支える人材の重要性、新たな規制制度のための業務
量の一時的な増大については策定会議においても議論され、その結果、
２－３人材確保・育成の項では、現場の創意工夫を行かせる職場の実現
を求め、また２－１－１安全の確保の項においては、その創造的取組を排
除することなく試行できる仕組みの検討や、具体的検査方法の内容の定
期的見直し等を求めています。
　なお、表現の適正化の観点から「原子力分野の職場が魅力のあるもので
あることが肝要であり」と修正しました。

２－３人材
の育成・確
保
求められる
人材

　ご指摘の、世界に通用する人材、核不拡散分野の人材の育成について
は、それぞれ原子力政策大綱（案）の２－３人材の育成・確保、及び５－１
核不拡散体制の維持・強化に記載されていますが、大綱の有する基本的
考え方を示すとの性格から、個々の職種までの記載はしておりません。ま
た、人材の質の問題については、２－３人材の育成・確保において、例え
ば知識・教養を身につけた創造的人材の育成等、質の観点も有した整理
としています。ご指摘の倫理意識については、むしろこれを安全文化の確
立・定着において追求すべきものととらえ、２－１－１（２）に整理していま
す。なお、２－３人材の育成・確保の項に「優れた知見と倫理意識を有した
人材」との記載を追記しました。

20



３．人材の育成・確保

No 区分 ご意見の概要 ご意見への対応 意見番号

3-15
人材確保について本大綱で短期、
中期、長期の具体的ビジョンを示す
必要があるのでないか。

E311

3-16
人材育成、技術の伝承のために、国
は方針を示し、積極的な投資を行う
ことを期待する。

E829
E457
ご206

3-17
リスクの大きな研究開発分野では国
が人材育成を行うことが必要

E283

3-18
国は、高校生レベルからの人材育成
を図るような制度や体系化の整備を
図っていく必要がある。

F049
E548
ご230

3-19
国は原子力の職場の魅力を取り戻
すため、国民の原子力アレルギーを
解消する努力をすべき。

E406

3-20

作業者に対しては協力会社の継続
的な補修業務で人材を育成してい
る。国や地方自治体を巻き込んで新
たな研修施設や資格制度を設けるこ
とは負担を増やしコスト増となる。

E101

3-21

人材確保にあたり最も効果があるの
は、年間を通じた安定雇用と考える。
地元で根を下ろしてくれる新入社員
を育成することは地域の安心につな
がる。こうした取組の有効性について
も記載すべき。.

E457
〒67

3-22
技術者の養成の場においては、原
子力の「危険性」「負の面」について
の情報が与えられることは必須。

E559

3-23
人材の育成は、外部からの支援だけ
でなく、内部でも育成することが重要
ではないか。

E924

3-24

原子力・放射線技術士の原子力シス
テムの安全確保に果たす役割を、原
子力政策大綱において明示すること
により、技術士の「原子力・放射線部
門」新設の趣旨が広く具体的に理解
され、部門新設の目的達成に寄与
するのでないか。

E078,E079,
E131,E146,
E209,E210,
E211,E271,
E277,E278,
E637

3-25
技能資格制度は、一つの評価手段であ
り必須ではい。事業者や協力会社独自
の実態も考慮してほしい。

E356

3-26
人材確保に「女性」という表現がある
が削除すべき

E490

3-27
原子力の研究、開発及び利用の分
野への女性の参加を更に促すような
方策を国や事業者が打ち出すべき

E217

3-28
外国人研究者の確保・育成はその
定着性の観点から外すべきである。

E071

3-29 原子力に若者が参加することが必要 ご031

２－３人材
の育成・確
保
資格制度

　原子力・放射線技術士の有用性については、２－３人材の育成・確保に
記載されております。しかし、同項に記載されている他の資格制度も安全
確保に役割を果たしており、原子力・放射線技術士を特記することはバラ
ンスを欠きます。
　また、２－３の記載を「原子炉主任技術者、核燃料取扱主任者、放射線
取扱主任者、原子力・放射線技術士等、専門的資格を備えた人材が活躍
しており、これらの者が法定の責務を果たすのみならず、優れた知見と倫
理意識を有した人材として活躍する場を広げていくことも重要である。」と
修正しました。
　技能資格制度の活用も含め人材の確保・育成には状況に応じた多様な
取組が重要です。

２－３人材
の育成・確
保
人材の多様
性

　人材の多様性に関して、策定会議は、ご意見と同趣旨のご発言を含む
議論を経て、このことに関する基本的方向性を、「職場が魅力のあるもの
であるために重要な「学習のサイクル」を活性化するために、多様な考え
方を有する人材を適度に維持することが効果的であり、また研究開発機
関における人材の多様性のために若手、女性、外国人等が活躍できる環
境整備が重要としています。なお、国際協調と協力を重視するとの原子力
政策大綱の基本理念に照らして、外国人の育成についても記載すること
は適切です。

２－３人材
の育成・確
保
人材育成の
方策

　地域社会における人材の能力向上について２－３人材の育成・確保に
記載しており、また、安全確保に取り組む者にとって原子力の危険性につ
いて認識すべきことは、原子力政策大綱（案）の「はじめに」にも記載したと
おりです。人材確保・育成のための個々の方策については、それぞれに
おいて状況に応じて取組がなされるべきとしています。

２－３人材
の育成・確
保
国の取組

　人材確保・育成に関する国の役割は、原子力政策大綱（案）の２－３人
材の育成・確保に整理して記載したところです。さらに人材の確保・育成
にも資する原子力に関する学習機会の整備・充実及び国民との相互理解
のための広聴・広報への取組については２－４－１透明性の確保及び２－
４－２学習機会の整備・充実に、研究開発活動を中心とした技術移転等
については、４－３知識基盤の整備に記載しています。

　また、ご指摘の資格制度等を設ける際に不要な負担を招かぬようにする
ために、同項に記載した「状況に応じた多様な取組」を講じる際に、十分
な状況把握が行われることが重要です。
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３．人材の育成・確保

（具体的な修正意見）
No 該当箇所 ご意見の概要 ご意見への対応 意見番号

3-30
9～10ページ
1-2-3

1-2-3のタイトルを「次世代の原子力
の研究、開発及び利用を支える人材
の確保」とすべき

修正します。 E897

3-31

10ページ3行
目
～少子高齢
化の進展、
2007年以降
には人口減
少～

人口減少は、2007年以降ではなく
2005年以降に始まる可能性があるた
め、2007年の表記をやめた方がよい
のではないか。

修正します。 F073

3-32
26ページ 上か
ら19行目

P26 19行目「その成果を反省して」と
の記載より、「その成果を自己評価し
て」との記載がよい

　同項目の前段の「作業者が能力を十分に生かして使命を遂行でき、か
つ、それが評価されることによって反省をつくりだし、さらにその反省が使
命の遂行に反映される、いわば学習のサイクル」と同旨であることから、
「反省」との表現を使っています。

E950
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４．原子力と国民・地域社会の共生

（いただいたご意見）
No 区分 ご意見の概要 ご意見への対応 意見番号

4-1
立地地域の安全確保や安全規制に
係る信頼回復に対して、真に問題意
識を持って慎重に検討すべき

E158,F289
ご061
ご163

4-2

国民は国の原子力政策については
信頼していないことに気づくべき。国
は「信頼回復」の前に、「信頼」を得る
ことがどういうことなのかを知るべき。

E044

4-3
国民の信頼が得られるよう、国・事業
者は努めるべき。

E135
ご074,ご159
ご225

4-4

国民に対する理解促進として、マスメ
ディアが様々な役割を担っているも
のと考える。本大綱に於いてマスメ
ディアの役割や重要性をもう少し強
調すべきでないか。

　マスメディアの在り方に関しては、策定会議におけるご意見と同趣旨の
ご発言を含む議論を踏まえ、その基本的方向性を、「国民、地域社会が原
子力について得る情報はマスメディアを通じたものが多い。そこで、マスメ
ディアには、事実を正確に報道し、その上でその事実に関して様々な見
解があることも伝えることが期待される。」としています。
　また、マスメディアも含めた国民の学習機会の整備・充実のため、「国民
の原子力に関する理解の原点は、国民一人一人が原子力と社会との関
わりについて関心を持ち、日頃からそれぞれに学習努力を行うことにあ
る。」としています。

E032,E068,E08
9,E092,E110,E
119,E139,E142
,E193,E222,E2
62,E306,E349,
E353,E360,E39
5,E417,E429,E
446,E461,E498
,E555,E638,E6
85,E813,E859,
F028,F047,ご
092,ご218

4-5
メディアに正確で公正な報道を担保
するため、電力会社の広告・宣伝を
一切なくすべき

メディアが広告費のために、正確で公正な報道を放棄していることはない
と考えます。

E794

　信頼回復のため、「国は安全規制体系等の見直しを行い、一方、事業
者はこれらの事故・トラブルに対する深い反省に基づいて安全確保に対
する取組のあり方の見直しを行い、これを基にして、法令の遵守、品質保
証体制の改善、情報公開等に取り組んできている」ところです。
　また「国は、安全審査の基礎をなす安全審査指針類について、個別事
項の技術的な見直しとともに、指針類全体の体系的な整備を、関係学協
会等との連携を図りつつ、計画的に実施して」おり、中でも耐震審査指針
については、「最新知見等に係る情報の収集・整理に基づく同指針の高
度化に向けた検討が鋭意進められている」ところです。
　信頼回復の対応については、そのための取組の基本的方向性を、国や
事業者等における一層の安全確保や、「国民に説明するとともに多様な
意見に耳を傾けて対話を重ねることにより、国民の信頼回復へ向けて努
力する」としています。

1-2現状認識
（信頼回復）

1-2-4原子力
と国民・地域
社会の共生
（マスメディア
による正確な
報道）
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４．原子力と国民・地域社会の共生

No 区分 ご意見の概要 ご意見への対応 意見番号

4-6

不安は、知識・学習不足からきてお
り、国民の学習機会の整備、次世代
層を中心としたエネルギー・環境教
育を強化する必要があるのでない
か。

　現在、国や事業者は、地域社会との対話の場を設置したり、人員を地域
に配置するなどして、広聴活動や広報活動を積極的に実施しております。
国民の学習機会の整備については、策定会議におけるご意見と同趣旨
のご発言を含む議論を経て、「国民の原子力に関する理解の原点は、国
民一人一人が原子力と社会との関わりについて関心を持ち、日頃からそ
れぞれに学習努力を行うこと」にあり、国、事業者及び研究機関は、「国民
の原子力とエネルギーに関する生涯学習の機会を多様化し、一層充実す
ることに取り組むとともに、こうした多様な学習機会の存在を国民に広く知
らせることが重要である。」としています。
　なお、「非営利組織がエネルギーや原子力に関する学習機会の提供に
向けて自律的な活動を活発に行うことは重要であるから、国及び地方公
共団体はそのための適切な環境の整備を検討するべきである。」としてい
ます。
　また、次世代層を中心としたエネルギー・環境教育の強化について、
「国は、引き続き、児童生徒の発達段階に応じて、放射線や原子力を含め
たエネルギー問題に関する小・中・高等学校における指導の充実や、エ
ネルギーや原子力に関する教育の支援制度の充実に取り組むことが重要
である。」と整理しています。

E010,E091,E
173,E184,E1
90,E243,E25
1,E265,E269
,E281,E307,
E319,E333,E
403,E428,E4
60,E564,E59
6,E682,E685
,E801,F049,
F107,F124,F
164,F169,F2
05,F238,〒
04,〒08,〒
101,ご032,ご
042,ご043,ご
047,ご061,ご
099,ご169,ご
175,ご190,ご
192,ご196,ご
200,ご201

4-7
 「２－３．人材の育成・確保」と「２－４
－２．学習機会の整備・充実」との繋
がりを記載すべき

ご意見の「小中高で､原子力に興味を持ってもらい､原子力に関する研究
を行っている大学への興味も引き出すことも大切」であることは、将来的な
人材確保の観点から、有用だと理解しています。
　ご指摘の点については、２－３に記載している人材の育成・確保の観点
から各機関が取り組むべき課題を記載することとと整理し、現在の記載と
しております。

E413
E925

4-8
原子力の正しい理解ができるよう優
位点、不利な点含め総合的に学習さ
せるべき

　優位点、不利な点含めた総合的な学習の対応については、策定会議に
おけるご意見と同趣旨のご発言を含む議論を踏まえ、そのための取組の
基本的方向性を、「科学的知見のみならず、学習者が原子力を含むエネ
ルギーを取り巻く諸情勢に関する正確な知識を深められるよう、見解が分
かれる事項についても、様々な視点から幅広く情報を提供することに留意
すべき」とし、また「国は、引き続き、児童生徒の発達段階に応じて、放射
線や原子力を含めたエネルギー問題に関する小・中・高等学校における
指導の充実や、エネルギーや原子力に関する教育の支援制度の充実に
取り組むことが重要である。」と整理してます。

E425,E434
E483,E547,
E560
F107
F124

4-9 原子力教育推進法を制定すべき。
法の制定は、国会の役割です。原子力政策大綱(案）には、原子力に関す
る教育の取り組みの重要性や基本的考え方に関して記載しているところ
です。

E500
E927
ご033

4-10
放射線測定器を学校又は家庭に提
供すべきではないか。

放射線測定装置については、（財）放射線計測協会にて貸し出しを実施
しています。

E215

２－４－２学習
機会の整備・
充実
（教育）
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４．原子力と国民・地域社会の共生

No 区分 ご意見の概要 ご意見への対応 意見番号

4-11

「原子力政策大綱」の作成にあたっ
ては国民全体の問題として国民から
幅広い意見を聴くべきでないか。
国民一人一人に啓蒙活動をすべき。
国民から意見を聴く方法、そのため
の広報のあり方について再検討すべ
き。

原子力政策大綱（案）の作成にあたって国民から幅広い意見を聴くため
に、意見募集を行うとともに、青森、福島、佐賀、福井、東京で「ご意見を
聴く会」を実施し、国民から幅広いご意見をいただいたところです。
　また、全ての都道府県にて原子力政策大綱（案）に対しての意見募集お
よび「ご意見を聴く会」の実施をプレス発表し、インターネットにおいても、
発表してます。また、メール、ＦＡＸ、はがき等によるご意見も受け付けてお
り、会場に来られない方からも意見として受けつけております。
　また、情報公開を出発点とする政策決定過程への国民参画を進める仕
組みはなお発展段階にあると認識し、今後とも必要な取組みの方向性を
「２－４－２．学習機会の整備・充実」に整理したところです。

E035,E040,
E535,E834,
F234,F239,
ご048,ご
051,ご138,
ご183,ご
196,ご191

4-12
原子力政策の決定にあたっては、国
民的議論の仕組みを政策決定プロ
セスに組み込むべきではないか

　原子力政策の決定は、国会から、国会の同意を得て任命された委員で
構成される原子力委員会に付託されています。原子力委員会は、付託さ
れた範囲において国民の意見を踏まえることに最大限に努力する義務が
あると認識しています。
　今回の、原子力政策の基本となる原子力政策大綱においては、原子力
に関係の深い有識者のみならず、学界、経済界、法曹界、立地地域、マ
スメディア、非政府組織等の各界の有識者を構成員とし、原子力委員も委
員として参加する新計画策定会議を設置し、これまで３２回開催（途中、
「長計についてご意見を聴く会」を21回実施するとともに第７回市民参加
懇談会での提案・意見を聴取）し、大綱案を作成した上で、青森県、福島
県、佐賀県、福井県、東京都の５ヶ所で、全て公開の下に開催しました「ご
意見を聴く会」において、直接伺ったご意見等を踏まえて策定する予定で
す。
　また原子力委員会では、政策の策定プロセスにおいて、まず「広聴」を
旨とし、市民参加の拡大をはかり、国民の方々との信頼関係を確立する方
策を市民参加のもとで検討するために、「市民参加懇談会」を設置し、こ
れまで9回開催しました。　これまで、新潟県、東京都、青森県、埼玉県、
福島県、福井県、大阪府において同懇談会を開催し、原子力政策はもと
より、日本のエネルギー政策、需要・供給のあり方、ひいては、日本の生き
方に対するお考えについても、広くご意見を伺いました。今後とも幅広く地
域でご意見を伺っていきます。
　さらに、具体的政策を実施する行政庁の毎年の政策遂行のための予
算、決算、及び関連法案については、国会において審議されています。

〒42

2-4-3国民参
加

（国民参加）
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４．原子力と国民・地域社会の共生

No 区分 ご意見の概要 ご意見への対応 意見番号

4-13

原子力に対する国民、立地地域との
相互理解を図るため、一方的なもの
でなく国が広聴広報活動に取り組ん
でいくべき。また、必要に応じて国民
の期待する水準をフィードバックすべ
き。

国民との相互理解に関しては、策定会議におけるご意見と同趣旨のご発
言を含む議論を踏まえ、「国、事業者等は、原子力の研究、開発及び利
用に関して国民や地域社会が知りたい情報は何か、『原子力をどう考えて
いるのか、それはなぜなのか』を知るための広聴活動を国民、地域社会と
の相互理解を図る活動の出発点に位置付け」ており、「国、事業者等は、
特に電力の供給地と消費地の人々の相互理解のための活動を強化する
など、様々な理解促進活動を引き続き行っていくべき」とし、一方的なもの
ではなく知りたい情報を把握し、その情報に対しての理解促進活動をして
いくべきと整理しています。
　また、原子力委員会として、これまでの新計画策定会議に係る資料、議
事録、論点整理などをホームページに掲示するなど積極的な情報公開を
行ってます。更に、立地地域の相互理解のために、新計画策定の際、策
定委員として関係自治体の首長に参画して頂き、かつ関係自治体首長と
の意見交換を行ってます。原子力政策大綱（案）について意見募集を行う
と共に、青森、福島、佐賀、福井、東京において 「ご意見を聴く会」を開催
し、原子力政策大綱（案）を説明し、ご意見を広く伺うなどしました。
  策定後も「原子力委員会は、関係行政機関の原子力に関する施策の実
施状況を適時適切に把握し、関係行政機関の政策評価の結果とそれに
対する国民意見も踏まえつつ、自ら定めた今後１０年程度の期間を一つ
の目安とする原子力の研究、開発及び利用に関する政策の妥当性を定
期的に評価し、その結果を国民に説明していく」としています。

E017,E019,E06
4,E066,E069,E
074,E084,E086
,E088,E128,E1
32,E157,E172,
E192,E198,E20
0,E212,E224,E
225,E233,E240
,E256,E261,E2
68,E273,E282,
E288,E346,E35
2,E415,E462,E
471,E485,E486
,E499,E529,E5
46,E557,E562,
E671,E709,E74
7,E832,E835,F
001,F013,F015
,F041,F099,F1
29,F247,F248,
F290,〒13,〒
65,〒73,〒
122,〒156,〒
157,ご015,ご
019,ご029,ご
034,ご036,ご
067,ご078,ご
082,ご090,ご
101,ご111,ご
216,ご226

4-14
従来から丁寧に説明していないことを反
省すべき

　ご指摘の点については、「国や事業者等は、地域社会に対して国の原
子力政策や関係施設の安全確保のための活動の内容を取組の早い段階
から丁寧に説明し、対話を重ねることが重要である。」と整理しています。

F142

4-15

発電所見学による原子力に対する理
解・促進活動を積極的に実施するこ
との重要性に鑑み、早期に見学再開
ができる条件づくりを国が実施するよ
うすべき。

核セキュリティの確保については、既に条件を提示しており、見学につい
てはその条件を満たした上での実施となることから、事業者においてその
条件を満たしつつ見学が行える運用方法の検討をすべきであり、策定会
議はご意見と同趣旨のご発言を含む議論を経て、関連する政策の基本的
方向性を「核セキュリティの確保と見学の可能性の確保という二つの要請
を両立させるよう事業者において引き続き努力を期待する。」と整理してい
ます。

E034,E179,
E447
E519,F066
〒026

4-16
広報・広聴活動を国、事業者で協調
して行えば、費用を減らせるのでは
ないか。

国、事業者において求められている役割が違うことから、一概に費用を減
らせるものではないと考えますが、この活動は、国民信頼回復に必要であ
り、ご指摘の点については「それらの活動は効果的で効率的に行われる
必要がある」と整理しています。

E137
E488

4-17

地域の情勢を踏まえ、広聴・広報を
行うべき
パンフレットや大綱案を、その地域の
方言で翻訳し配布・説明すべき

原子力政策大綱（案）では、「国、事業者等は、原子力の研究、開発及び
利用に関して国民や地域社会が知りたい情報は何か、「原子力をどう考え
ているのか、それはなぜなのか」を知るための広聴活動を国民、地域社会
との相互理解を図る活動の出発点に位置付け」ており、十分地域の方が
発信する情報を理解することに努めることとしています。
　なお、方言の使用については、概要資料作成の際の理解しやすさのた
めの提案の一つとして受け止めさせていただきます。

E252

1-2-4原子力
と国民・地域
社会の共生
2-4-4国と地
方の関係
（相互理解）
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４．原子力と国民・地域社会の共生

No 区分 ご意見の概要 ご意見への対応 意見番号

4-18

国は主体的に立地地域との共生に
向けてしっかり取り組むべき。また、
事業者も同様に取り組むべき。

立地地域との共生の重要性に関して、策定会議におけるご意見と同趣旨
のご発言を含む議論を踏まえ、その基本的方向性を、「原子力施設の立
地受入は、地域社会の開発計画の一環として行われることも多いことか
ら、関係者は、立地地域の発展についてのビジョンを理解し、その上で自
らの活動についての理解と協力を得るために相互理解活動を行うことが
重要である。」としています。

E164,E197,E
310,E315,E3
38,E449,E71
5,E716,ご
008,ご014,ご
023,ご044,ご
076,ご125,ご
174

4-19
原子力と共生はできるものではなく、強
制しているのではないか

　原子力との共生の在り方に関して、策定会議はご意見と同趣旨のご発
言を含む議論を踏まえ、その基本的方向性を「関係者は、立地地域の発
展についてのビジョンを理解し、その上で自らの活動についての理解と協
力を得るために相互理解活動を行うことが重要である。」と整理していま
す。そのため、地域振興に生かしていくための取組に対し、「当該地域に
所在する事業者、若しくは広域的な関係のある大学や研究開発機関等
は、その地域の一員であるという自覚のもとに、その有する資源やノウハウ
を広く活用してその企画段階からパートナーとして積極的に参加していく
ことを期待する。」としています。

E046,E214
E274,E575
E817
〒102,〒
159

4-20

国と地方の関係については、国と地
方の責任と権限について、今一歩踏
み込んだ記述をすべき。国民の生
命、財産を保護する責務を有するの
は国ではないか

地方公共団体は、地域住民の生命、財産を保護する責務等を有すること
から、地域住民の立場に立って、事業者の安全確保のための活動やそれ
に対する国の規制活動の把握に努めるなど様々な取組を行っているとこ
ろであり、策定会議はご意見と同趣旨のご発言を含む議論を踏まえ、その
基本的方向性を「地方公共団体には、このような国や事業者の取組がなさ
れていることを大前提として、原子力発電に係る判断・評価の際に、国や
事業者の取組を効果的に活用する等、国と密接な連携を図っていくことを
期待するとともに、地域住民と国と事業者との相互理解が着実に進むよう
適切な措置を講じることを期待する」としています。

E020,E076,E
077,E096,E1
14,E147,E15
3,E220,E257
,E259,E322,
E465,E466,E
523,E640,E7
35,E791,E81
4,F013,F048
,F034,〒31,
ご098

4-21
地方は国のいうことを聞けということ
か

　ここでは、国や事業者に対して「地域社会に対して国の原子力政策や関
係施設の安全確保のための活動の内容を取組の早い段階から丁寧に説
明し、対話を重ねることが重要である」ことや地方公共団体の「取組に協
力すべき」ことを記述した上で、「このような国や事業者の取組がなされる
ことを大前提として」地方公共団体に対して「適切な措置を講じることを期
待する」としています。これは「地方は国のいうことを聞け」ということでない
ことは自明と考えます。

E658

4-22
国、自治体、事業者に客観的な提案
などができるしくみを作るべき

現在、それぞれにおいて、客観的立場から意見、提案をする会議体を設
けるなどの取組がありますので、特に原子力政策大綱（案）に追記する必
要はないと考えます。

E965

4-23 風評被害の記載を入れるべき

風評被害は、国民の知識・学習不足およびマスメディアの影響、等から発
生するものと思われ、その未然防止の観点から、国民の知識・学習不足に
ついては、「２－４－２．学習機会の整備・充実」にて記載しており、またマ
スメディアについては「国民、地域社会が原子力について得る情報はマス
メディアを通じたものが多い。そこで、マスメディアには、事実を正確に報
道し、その上でその事実に関して様々な見解があることも伝えることが期
待される。」としてます。

E480
ご198

4-24
原子力発電の新たなアピールすべき利
点を実施すべき。原子力発電温排水を
用いた海の緑化を提案する。

原子力政策大綱は、「原子力に関する施策の基本的考え方を明らかに
し、各省庁における施策の企画・推進のための指針を示す」ものであり、ご
指摘の点については、具体的な取組みの提案と受け止めさせていただき
ます。

F218
〒205

1-2-4原子力
と国民・地域
社会の共生
2-4-4国と地
方の関係
2-4-5立地地
域との共生
（地域共生）
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４．原子力と国民・地域社会の共生

No 区分 ご意見の概要 ご意見への対応 意見番号

4-25

国は、地域の持続的発展を目指す
ため、地方自治体への支援制度利
用の働きかけやバックアップ等行うべ
き。ビジョン作りについても積極的に
取り組んでいくべき。また、主体は地
元であり主体性を持つべき

電源三法交付金は、地域住民の福祉の向上を図り、もって発電用施設の
設置及び運転の円滑化に資するための制度であり、地方自治体への支
援制度等の在り方に関しては、策定会議はご意見と同趣旨のご発言を含
む議論を踏まえ、その基本的方向性を、「電源三法交付金制度について
は、地域の実情に応じて描かれる多様な地域活性化策に対して充当が可
能となる制度とされている。今後とも、国は、その実効性の向上のために
も、交付金が活用された事業の透明性の向上を図るとともに、こうした事業
が一層効率的・効果的に行われるよう、不断の見直しを行うべきである。」
としています。
　また、主体は地元であり主体性をもつべきとのご指摘の点については、
「地域の持続的発展を目指すためのビジョンを地域が自ら主体的に構築
し、原子力施設が所在することを長期的、広域的、総合的な地域振興に
生かしていくための取組が始まっており、その地域の一員である事業者、
若しくは広域的な関係のある大学や研究開発機関等は、このような取組
にその有する資源やノウハウを広く活用してその企画段階からパートナー
として積極的に参加していくことを期待する」としています。

E041,E049,
E098,E118,
E176,E191,
E478a,E630
,〒99

4-26

高経年化に伴う新しい交付金創設、
運開後も持続的に支援する措置の
充実、使途や効果のチェック体制構
築、原子力教育への交付、高レベル
廃棄物処理費用の交付など電源三
法交付金制度の見直しをすべき

　ご指摘の点については、「国は、その実効性の向上のためにも、交付金
が活用された事業の透明性の向上を図るとともに、こうした事業が一層効
率的・効果的に行われるよう、不断の見直しを行うべき」との基本的考え方
を示しています。
　具体的施策については、原子炉の高経年化といった原子力発電を巡る
状況の変化を踏まえ、関係省庁において必要な取組みがなされることに
なります。

E103,E384,
E514,E961,
F200,〒
215,ご009,
ご173

4-27
交付金は、地域の自立を阻むので
はないか

　電源三法交付金は、地域住民の福祉の向上を図り、もって発電用施設
の設置及び運転の円滑化に資するための制度であり、地域自治体が自ら
選択した施策に活用されると考えております。

E576
ご054

4-28
交付金について従来から丁寧に説明し
ていないことを反省し、わかりやすい説
明をすべき

　電源三法交付金制度については、資源エネルギー庁ホームページで制
度の概要を公表しているほか、必要に応じ関係者に対し、説明会等の場
を設けて説明してきております。
　また、交付金の実効性の向上のため、交付金が活用された事業の透明
性の向上を図ることを原子力政策大綱（案）に記載しており、透明性向上
のために必要な施策が、「関係行政機関がそれぞれの所掌する分野にお
いて企画・実施・評価して推進される」こととなります。

F144
ご024

4-29
原子力が安全であれば交付金は要らな
いのではないか

原子力の研究、開発及び利用にあたっては、安全の確保を前提にしてい
ます。
   一方、発電用施設の立地については、他の工場等に比べ雇用機会の
増大や関連企業、下請け企業の存立等、地域へのメリットが少ないとの指
摘があります。こうした観点から、電源三法交付金制度は、地元の経済発
展に役立つ公共施設の整備等を行い地域住民の福祉の向上を図り、もっ
て発電用施設の設置及び運転の円滑化に資することを目的として国会の
議決を経て制定されたものです。

F182

1-2-4原子力
と国民・地域
社会の共生
2-4-5立地地
域との共生
（交付金）
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４．原子力と国民・地域社会の共生

（具体的な修正意見）
No 該当箇所 ご意見の概要 ご意見への対応 意見番号

4-30
11ページ18行
目

「電源地域に対する交付金がこうした
取組に効率的・効果的に活用される
よう対応していくことが重要となって」
のあとに、「おり、いずれ交付金なし
で自立・共生できるシナリオを地域全
体の中で描く。交付金なしでは施設
の受入れができない場合は、運転休
止施設とするか、経年化に伴い順次
施設を廃止する。」

地元自治体および住民が主体となり、地域の持続的発展を目指すための
ビジョンを構築し、原子力施設が所在することを長期的、広域的、総合的
な地域振興に生かしていくための取組が始まっており、こうした取組みへ
の交付金を活用することを意味しており、交付金ありなしだけで原子力施
設を受け入れの可否を決定するものではないといえます。

E299

4-31
２９ページ２－
４－４下から４
行目

地方公共団体には原子力発電以外
にも，サイクル施設，廃棄物処理処
分施設などがあるため、地方公共団
体が判断・評価する対象は「原子力
施設」でないか。

「原子力発電等」と修正しました。 E004

4-32
「１－２－４」の
最後から５行
目

「電源地域に対する・・・対応していく
ことが重要となっている。」を「類似の
事業に重複して交付金を支出してい
たという非効率な使途が指摘・是正
されたように、電源地域に対する・・・
対応していくとともに、その成果の費
用対効果を広く国民に示していくこと
が重要である。」とする。

制度の適宜適切な見直しは重要と考えています。こうしたことから原子力
政策大綱（案）には「電源三法交付金制度については、地域の実情に応
じて描かれる多様な地域活性化策に対して充当が可能となる制度とされ
ている。今後とも、国は、その実効性の向上のためにも、交付金が活用さ
れた事業の透明性の向上を図るとともに、こうした事業が一層効率的・効
果的に行われるよう、不断の見直しを行うべきである。」としています。

E174

4-33
２－４－３．国
民参加　末尾
から4行目

「効果感」ということは、実態として
「効果」がなくても構わない、あるいは
そのような活動を行っても「効果」は
ないと思っているのか

国民参加の機会を用意することにより国民の参加した側にも達成感の効
果を実感できることを表現しており、「効果感」と記載しているものです。な
お、その意味がより明確にになるよう「国民にとって効果感のあるものに」
に修正します。

E748

4-34
２９ページ１８
行目

国と地方の関係であるが、地方公共
団体は、 国・事業者間の原子力発
電に係る取り組みについて、判断・
評価を行うと読めるが、確認を行うと
いう表現の方が、原子力の政策主体
である国と、事業者と安全協定を結
んでいる地方公共団体との関係がよ
りクリアになるものと考える。

地方公共団体が国、事業者の行う活動について、その把握に努め、地方
公共団体が判断する際に国と密接な連携を図ることを記載しているもので
あり、現状の記載としています。

E351

4-35

１－２－４．原
子力と国民・
地域社会との
共生について
１１ページ１９
行目の後
１１ページ２１
行目

「事業者は、地域社会に不透明な金
品を寄付するなどで消費者・納税者
に２重の負担を負わせるばかりでな
く、立地等の賛否での住民対立を促
進しないよう慎むべきである。」という
文章を追加すべきである。また、１１
ページ２１行目の「そこで、マスメディ
アには、」に続き「事業者からの広告
収入の増減に左右されずに」という
一文を追加するべきである。

原子力政策大綱は、「原子力に関する施策の基本的考え方を明らかに
し、各省庁における施策の企画・推進のための指針を示す」ものであり、
現状の記載としています。

E644

4-36
２－４－２．学
習機会の整
備・充実

２８ページ５行目からの「国民の原子
力とエネルギーに関する生涯学習の
機会」を「国民の原子力とエネル
ギーおよび平和と自然環境に関する
生涯学習の機会」に、１１行目からの
「放射線や原子力を含めたエネル
ギー問題に関する小・中・高等学校
における指導」を「放射線や原子力
を含めたエネルギー問題や平和問
題、環境問題に関する小・中・高等
学校における指導」に、１９行目の
「エネルギーや原子力、平和や環境
に関する学習機会」に平和問題と環
境問題を加筆すべきである。

原子力政策大綱は、原子力の研究、開発及び利用に関するものであり、
学習機会の整備についても、それに関連して記載することが適切であるた
め、現在の記載としています。

E648

29



４．原子力と国民・地域社会の共生

No 該当箇所 ご意見の概要 ご意見への対応 意見番号

4-37

28ページ【現
記載(11～12
行)】
国は、引き続
き、児童生徒
の発達段階に
応じて、放射
線や原子力を
含めたエネル
ギー問題に関
する小・中・高
等学校におけ
る指導の充実
や、エネル
ギーや原子力
に関する教育
支援制度の充
実に取り組む
ことが重要で
ある。

○「放射線や原子力を含めたエネル
ギー問題に関する小・中・高等学校
における指導の充実」は原子力技術
者確保の観点、原子力利用推進の
観点で非常に重要と考えるので推進
願いたい。但し、これまでの取組み
は不十分と考えるので、「引き続き」と
の表現は現状に合っていない。
○11行目　「国は、引き続き、児童生
徒の発達段階に応じて、放射線や原
子力を含めたエネルギー問題に関
する小・中・高等学校における指導
の充実や、・・・・支援制度の充実に
取り組むことが重要である。」とある
が、文中の「引き続き」の表現を削
除。「充実」を「強化」へ変更すべき。

現状においても小・中・高等学校において、教育の充実を進めているとこ
ろであり、現状の記載としています。

E686
〒25

4-38

２８ページ１行
目
２－４－２　学
習機会の整
備・充実

「国民の原子力に関する理解の原点
は、国民一人一人が原子力と社会と
の関わりについて関心を持ち、日頃
からそれぞれに学習努力を行うこと
にある。そこで、国、事業者及
び・・・」との記述を「国民が原子力に
関して関心をもち学習しようとする機
会が最大限提供されるよう、国、事業
者及び・・・」とする。

理解とは、他人から強制されるものではなく自己が得なければならないも
のであり、機会を提供しても関心がなければ意味がないもののため、現状
の記載とします。

E800

4-39
27ページ上か
ら8～11行目

文が少し分かりにくいように思う。たと
えば、「国民、特に、地域社会の
人々に対して安全確保の活動を十
分に説明することや、作業者を対象
に施設における安全管理の活動を
十分に説明することは、リスクコミュニ
ケーション活動の一環としても重要
である。」
としたほうが分かりやすい。

修正します E934

4-40
28ページ19行
目以下につい
て

・「非営利組織」に続く「（ＮＰＯ）」を
削除すべきである
・非営利組織(NPO)とあるが、これは
NPO以外のNGOを排除した表現で
あり、非政府組織（NPO、NGO)とす
るべきだ。

ご意見を踏まえ、「非営利組織（ＮＰＯ）」については、「非営利組織」と修
正します。

E649
F141

4-41
29ページ17行
目から21行目
について

一体誰が期待するというのだろうか。
主語のない文章はなにを意図してい
るのか。主語を銘記すべきだ。

原子力委員会が「原子力行政に関わりの深い地方公共団体や事業者、さ
らには原子力政策を進める上で相互理解が必要な国民各層に対する期
待を示す」ものです。

F143

4-42

２－４－２．学
習機会の整
備・充実 二つ
目のパラグラ
フ

「地方公共団体は、これらの支援制
度を積極的に活用することを期待す
る。」と記載されているので、「地方公
共団体には…期待する。」という表現
に直すべき

ご意見を踏まえ、より分かりやすい表現に修正します。 E361
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４．原子力と国民・地域社会の共生

No 該当箇所 ご意見の概要 ご意見への対応 意見番号

4-43 p.10、p.28)

「エネルギーや原子力に関する教育
の支援制度の充実」は削除し、支援
制度を廃止すべきである。「国民参
加のあり方の一層の工夫」をいうので
あれば、「原子力政策に批判的な国
民との討論に積極的に対応し、可能
な限り資料を公開し、公開質問状へ
も文書回答を原則とするなど」という
文言を追記すべきである。

　現在、国や事業者は、地域社会との対話の場を設置したり、人員を地域
に配置するなどして、広聴活動や広報活動を積極的に実施しており、策
定会議はご意見と同趣旨のご発言を含む議論を踏まえ、その基本的方向
性を、「国は、引き続き、児童生徒の発達段階に応じて、放射線や原子力
を含めたエネルギー問題に関する小・中・高等学校における指導の充実
や、エネルギーや原子力に関する教育の支援制度の充実に取り組むこと
が重要である。」としております。
　また、国民の原子力に関する理解の原点は、国民一人一人が原子力と
社会との関わりについて関心を持ち、日頃からそれぞれに学習努力を行う
ことにあり、国、事業者及び研究開発機関は、「国民の原子力とエネル
ギーに関する生涯学習の機会を多様化し、一層充実することに取り組むと
ともに、こうした多様な学習機会の存在を国民に広く知らせることが重要で
ある。」としています。

E546

4-44
27ページ2行
目～6行目

（原文）そのためには安全確保のた
めの活動の透明性の確保が重要と
の認識に基づき、国、事業者及び研
究開発機関は、安全性管理の取組
や発生した異常事象を公開すること
が重要である。異常事象についての
情報は、迅速かつ正確に発信し、そ
の際、作業者や公衆の健康リスク管
理の観点からの重要度についても適
宜付していくべきである。
（改定案）そのためには、原子力活
動の透明性の確保が重要であり、特
に、安全管理の取り組みや発生した
異常現象を公開することが重要であ
る。異常事象についての情報は、迅
速かつ正確に発信し、その際、リスク
管理の観点から、作業者と公衆の健
康リスクに適宜重要度を付していくべ
きである。

ご意見を踏まえ、より分かりやすい表現に修正します。 〒83

4-45

２－４．原子力
と国民・地域
社会の共生
２－４－４．国
と地方の関係
Ｐ２９　上から１
５行目以下の
記述

「地方公共団体は、地域住民の生
命、財産を保護する責務等を有する
ことから、地域住民の立場に立って、
事業者の安全確保のための活動や
それに対する国の規制活動の把握
に努めるなど様々な取組を行ってい
るので、国や事業者はその取組に協
力すべきである。地方公共団体に
は、このような国や事業者の取組が
なされることを大前提として、原子力
発電に係る判断・評価の際に、国や
事業者の取組を効果的に活用する
等、国と密接な連携を図っていくこと
を期待するとともに、地域住民と国や
事業者との相互理解が着実に進む
よう適切な措置を講じることを期待す
る。」
　上記記述を以下のような記述に変
更する。
「地方公共団体は国と密接な連携を
図り、国の施策に準じて施策を講じ
るとともに、その区域の実情に応じた
施策を策定し、地域住民と国や事業
者との相互理解が着実に進むよう適
切に実施していくことが要求され
る。」

地方公共団体は、地域住民の生命、財産を保護する責務等を有すること
から、地域住民の立場に立って、事業者の安全確保のための活動やそれ
に対する国の規制活動の把握に努めるなど様々な取組を行っているとこ
ろであり、策定会議はご意見と同趣旨のご発言を含む議論を踏まえ、その
基本的方向性を「地方公共団体には、このような国や事業者の取組がなさ
れていることを大前提として、原子力発電に係る判断・評価の際に、国や
事業者の取組を効果的に活用する等、国と密接な連携を図っていくことを
期待するとともに、地域住民と国と事業者との相互理解が着実に進むよう
適切な措置を講じることを期待する」としています。

E739

（その他ご質問等）
No ご意見への対応 意見番号

4-46
大綱案にあるとおり、「国の安全規制行政」および「事業者」に対する信頼
になります。

E756

ご意見の概要

「信頼」とは「原子力発電所」に対するものか、「国」
や「事業者」に対するものか
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５．原子力発電　

（いただいたご意見）
No 区分 ご意見の概要 ご意見への対応 意見番号

5-1
エネルギー面、環境面での原子力の
果たす役割をもっと強調すべき。

E245,E318,
E323,E331,
E787,E911,
F094,ご229

5-2

太陽光の二酸化炭素排出量は原子
力の「同レベル」ではなく「２倍」とす
べきである。化石燃料の二酸化炭素
排出量は原子力の「1桁違い」という
だけでなく「20倍」とすべきである。

E090,F072

5-3

世界のエネルギー需要増大の可能
性や地球温暖化対策の必要性につ
いての詳細を記載すべきである。オ
イルピークや地球温暖化対策第2約
束期間に関することを記載すべきで
ある。化石燃料価格は現時点で既に
上昇中であることを記載すべきであ
る。

E245,E736,
E399,E430,
E468,〒100

5-4
原子力エネルギー利用技術はエネ
ルギー安定供給や地球温暖化対策
に貢献しない。

E378,E659,
E822,E823,
E568,E819,
F285,F193,
F235,F232,
〒028,〒
160,〒168

5-5

原子力発電所は事故やトラブルによ
り停止することがあり、バックアップ電
源も必要であり、供給安定性があると
はいえない。

E818,E863,
E653

5-6

原子力の長所ばかり書かれている。
原子力で全ての需要を賄うことはで
きず、火力や水力を必要としている
事実を正確に記載すべき

E923

5-7

核燃料サイクルにより事故やトラブル
が減るわけでなく、核燃料サイクルで
供給安定性が一層改善することはな
い。

E863

5-8

原子力発電所は運転中は二酸化炭
素を排出しなくとも、建設や廃止措
置の過程で二酸化炭素を排出する。
建設から廃止措置まで全体での排
出量を考えるべき。温排水により海
が暖められ地球温暖化が進む。温排
水により二酸化炭素が海水から溶け
出してくる。

E677,E452,
E672,F012,
F178,F193,
235,E819,E
645,E840

3-1-1.エネ
ルギー利用
の基本的考
え方のうち、

エネルギー
安定供給と
地球温暖化
対策におけ
る原子力発
電の貢献

○策定会議では、ご意見と同趣旨のご発言を含む議論を経て、原子力発
電のエネルギー安定供給と地球温暖化対策への貢献とその今後の取組
の基本点方向性を「原子力発電は、地球温暖化対策と我が国のエネル
ギー安定供給に貢献している。国は、こうした貢献が今後とも公共の福祉
の観点から最適な水準に維持されるように、原子力発電を基幹電源に位
置付けて、着実に推進していくべきである」と整理しています。
○二酸化炭素排出については、策定会議は、ご意見と同趣旨のご発言を
含む議論を経て、「（原子力発電の）二酸化炭素排出については、発電過
程では排出せず、発電所建設から廃止までのライフサイクル全体で見ても
太陽光や風力と同レベルであり、二酸化炭素排出が石油・石炭よりも少な
い天然ガスによる発電と比べても１桁小さい」と現状を整理しています。こ
の整理の基となったデータは発電所の建設から廃止までのライフサイクル
全体が考慮されています。但し、温排水により海水から二酸化炭素が溶
出することは考慮されていませんが、温排水は化石燃料による発電でも同
様に排出され、学会等で議論が進む中でも問題視されていない状況にあ
ります。なお、温排水が直接的に地球を温暖化するというご指摘ですが、
原子力発電などによる人為的に発生させる熱量は太陽からの熱量に比べ
無視できるほど小さく、地球温暖化は、太陽からの入熱量と大気圏外への
放散熱量のバランスを崩す、二酸化炭素などの温室効果ガスの大気中へ
の過剰蓄積の問題と理解されています。
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５．原子力発電　

No 区分 ご意見の概要 ご意見への対応 意見番号

5-9

無制限にエネルギー資源を消費す
る社会ではなく、人口減少なども考
慮した持続可能な発展を目指した原
子力政策大綱とすべき。

E015,E885,
E872

5-10
原子力エネルギーなどにより自給率
を高めるべきであること。

E258,E737

5-11

地球温暖化の影響がどこまで及ぶか
ははっきりしないところがある。地球
温暖化について「人類の生存基盤に
かかわる」とまで書くのは行き過ぎ

E301

5-12
原子力政策大綱は、第一に我が国
のエネルギー政策が何を目指すの
かを明らかにすべきである。

E260,E367,
E379,E385

5-13

省エネルギーや新エネルギーを中
心とすべきである。分散型発電を強
化すべきである。新エネルギーのた
めに電源特会などの資金を利用す
べきである。

E818,E822,E
823,E013,E4
09,E452,E55
3,E561,E636
,E639,E669,
E678,E724,E
732,E850,E8
91,F042,F08
0,F115,F118
,F170,F175,
F197,F229,F
261,F271,F2
37,E304,F13
2,F111,F250
,ご006,ご
030,ご058,ご
085,ご102,ご
132,ご134,ご
141,ご223,ご
243,ご245,〒
02,〒64,〒
77,〒80,〒
95

5-14

新エネルギーには供給安定性に課
題があるとの評価は一面的であり、
基数を増やして普及していけば供給
安定性や経済性を克服できる。

E861

5-15
新エネルギーの課題を詳細に記載
すべきである。

E300

5-16

発電用の石油の多くは中東以外から
輸入している。それを明記しないと、
原子力発電が石油の中東依存度を
減らす貢献をしているとの誤解を与
えかねない。

E860

○策定会議は、ご意見と同趣旨のご発言を含む議論を経て、我が国のエ
ネルギー需給を見通して「我が国としては、省エネルギーを進め、化石エ
ネルギーの効率的利用に努めるとともに、新エネルギーと原子力をそれぞ
れの特徴を生かしつつ、最大限に活用していく方針、いわゆるエネルギー
供給のベストミックスを採用するのが合理的である。」としています。
○エネルギー基本計画（平成15年10月閣議決定）において、「省エネル
ギー対策の推進」、「自給率向上、地球温暖化対策に資するとともに、分
散型エネルギーシステムとしても期待。出力の不安定性や高コスト等の課
題もあり、技術開発等により課題を克服」とする考え方が示されており、策
定会議ではそれを念頭に議論が行われています。

3-1-1.エネ
ルギー利用
の基本的考
え方のうち、

エネルギー
全体論及
び、省エ
ネ、新エネ
への取組
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５．原子力発電　

No 区分 ご意見の概要 ご意見への対応 意見番号

5-17
原子力政策大綱（案）のとおり進めるべ
きである。

E087,E171,E095
,E141,E165,E22
8,E284,E314,E3
45,E534,E683,E
848,E868,F009,
F123,F166,ご
003,ご004,ご011,
ご059,ご062,ご
064,ご066,ご097,
ご103,ご104,ご
115,ご116,ご119,
ご137,ご143,〒
16

5-18

「２０３０年以後も総発電電力量の３０～４
０％程度という現在の水準程度か、それ
以上の供給割合を原子力発電が担う」と
する根拠が不明。

E577,E661,E83
1,E842,E871,F
162,ご222

5-19

脱原発を目指すべきではないか。又は、
原子力発電の割合を減らしていくべきで
はないか。安全性に不安があるし、核燃
料サイクルや放射性廃棄物処分はうまく
進んでいない。ドイツやスウェーデンなど
外国の動向もみるべきである。

E025,E094,E112
,E239,E321,E38
6,E427,E432,E4
82,E538,E599,E
610,E642,E681,
E702,E720,E726
,E729,E730,E75
5,E759,E760,E7
65,E768,E769,E
770,E771,E808,
E865,E866,E880
,E887,E969,E96
7,F010,F040,F0
76,F113,F174,F
194,F206,F207,
F211,F212,F227
,F228,F268,F29
1,ご007,ご080,ご
081,ご107,ご109,
ご113,ご127,ご
239,ご240,ご084,
ご151,ご177,ご
184,〒27,〒29,
〒30,〒69,〒
104,〒112,〒
123,〒124,〒
126,〒134,〒143

5-20

少子高齢化など社会情勢の変化により
電力需要が右肩上がりにならないシナリ
オを考えると、この原子力発電の割合は
説得力に欠ける。

E065,E181,E29
2,E401,E520

5-21
エネルギー安定供給や地球温暖化対策
の観点から原子力発電の割合を増やす
べきではないか

E074,E236,E26
0,E475,E627,E
714,E740,E804
,F001

5-22
原子力発電の比率は、原子力委員会が
決めることではなく、国民の選択に任せ
るべき。

E050,F258

5-23
議論が一面的である。また、期待や仮定
に基づいて、原子力発電推進を決める
のはおかしい

E607,E712,F25
0

5-24
電源の種類の選択は事業者の自主的な
判断に任せるべき。

E583,E642,〒
163

5-25
2030年といった遠い未来のことを数値ま
で示すのは適切でない

E611,E697,F14
5

5-26
2030年、2050年という具体的年次を記
載することは、原子力政策大綱という性
質にそぐわない。

E385

5-27

ガス炉とそれによる水素製造といったも
のも考えられる。既設の原子力発電施
設の代替に関して限定的に示すのでは
なく、状況に応じて様々な選択も模索で
きるようにしておくべき。

E182,E440,E47
6,E543

5-28

高レベル放射性廃棄物の最終処分方
法が具体的に確立されるまで、原子力
発電所の新規建設は凍結すべきでない
か。

E009

○諸外国の動向については、ご意見と同趣旨のご発言を含む議論を経
て、「１９７９年の米国スリーマイルアイランド原子力発電所事故、１９８６年
の旧ソ連チェルノブイリ原子力発電所事故等を契機に、原子力発電所の
建設は停滞しており、ドイツ、スウェーデン等では段階的に原子力発電所
を廃止する脱原子力政策が採用されている。しかしながら、近年になっ
て、新増設が停滞していた米国やフィンランド等でも、地球温暖化対策や
エネルギー安定供給等の観点から、原子力発電所の新増設に向けた動
きが始まっており、また、電力需要が急増している中国やインドでは原子
力発電所建設計画の着実な進展が見られる。」と現状を整理しています。
○ガス炉等については、ご意見と同趣旨のご発言を含む議論を経て、そ
の今後の取組の基本的方向性を「第三段階核融合研究開発基本計画に
基づくＩＴＥＲ計画をはじめとする核融合エネルギーを取り出す技術システ
ムの研究開発、高温の熱源や経済性に優れた発電手段となり得る高温ガ
ス炉とこれによる水素製造技術の研究開発等については、今後とも技術
概念や基盤技術の成熟度等を考慮しつつ長期的視野に立って必要な取
組を決め、推進していくことが重要である。」と整理しています。

○策定会議は、ご意見と同趣旨のご発言を含む議論を経て、原子力発電
の今後の取組の基本的方向性を「原子力発電は、地球温暖化対策と我が
国のエネルギー安定供給に貢献している。国は、こうした貢献が今後とも
公共の福祉の観点から最適な水準に維持されるように、原子力発電を基
幹電源に位置付けて、着実に推進していくべきである」、「我が国において
各種エネルギー源の特性を踏まえたエネルギー供給のベストミックスを追
求していくなかで、原子力発電がエネルギー安定供給及び地球温暖化対
策に引き続き有意に貢献していくことを期待するためには、２０３０年以後
も総発電電力量の３０～４０％程度という現在の水準程度か、それ以上の
供給割合を原子力発電が担うことを目指すことが適切である。」としていま
す。
○さらに、こうした貢献を達成するための原子力発電の将来展開について
も議論がなされ、我が国においては2030年前後から始まる既存軽水炉の
代替時期に少なくとも当初は軽水炉で代替し、2050年頃からは高速増殖
炉で置き換えていくという基本的方向性も示しておくべきとされ、その内容
を原子力発電の推進に当たっての指針として、原子力政策大綱(案）にお
いて示すに至りました。策定会議では、大綱にこうした割合や年次を示す
ことについて、一部の委員から不適切との意見も開陳されましたが、今後
の原子力の研究、開発及び利用に係る取組やそれに対する資源配分に
計画性を与えて、資源の効果的かつ効率的な利用に資することから適切
としています。
○安全については、ご意見と同趣旨のご発言を含む議論を経て、その基
本理念を「安全の確保は、原子力の研究、開発及び利用を推進するに当
たっての前提条件である。」、「原子力の研究、開発及び利用に携わる者
は、このことを肝に銘じ、安全の確保が全てに優先されるべきことを徹底
し、その組織において安全文化を維持発展させていくことによって、安全
確保の実績を積み上げ、我が国の原子力研究、開発及び利用全般の安
全確保に対する国民の信頼の確立に努めることが重要である。」と整理
し、そのための今後の取組の基本的方向性を「２－１．安全の確保」に整
理しています。

3-1-2.(1)原
子力発電の
基本的考え
方のうち

軽水炉関係
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５．原子力発電　

No 区分 ご意見の概要 ご意見への対応 意見番号

5-29
高速増殖炉の記載について賛同す
る。

E011

5-30
実用化が2050年というのは、あまりに
も遅すぎる。高速増殖炉は不要とい
う不信感を与える恐れもある。

E236,E907,
ご180,ご220

5-31
もんじゅは停止しており高速増殖炉
の研究開発は停滞している。2050年
実用化は無理である。

E387,E579,
E707,E795,
F088,〒20,
〒59,〒164

5-32

高速増殖炉の導入に関連して「導入
条件が整う時期が前後することも予
想されるが、これが整うのが遅れる場
合には、これが整うまで改良型軽水
炉の導入を継続する。」という部分は
蛇足である。

E203,E741,
E912

5-33

高速増殖炉が2050年というのは根拠
がなく、書き換えるべき。又は、具体
的な数値を記載した根拠を示すべ
き。

E542,E579,
F052,F088,
F108,F257,
F163,ご186,
〒55,〒87

3-1-2.(1)原
子力発電の
基本的考え
方のうち

高速増殖炉
関係

○高速増殖炉については、我が国では「もんじゅ」は事故で停止中です
が、「常陽」は出力を増加させて運転を続けており、ロシアではBN-600が
運転中です。策定会議は、そうした現状、研究開発の状況、電気事業者
の見解といったことも踏まえつつ、ご意見と同趣旨のご発言を含む議論を
経て、大切なことはこれを将来のエネルギー環境において競争力のある
技術としていくことであり、我が国においては既存軽水炉の代替時期に少
なくとも当初は軽水炉で代替し、2050年頃からは高速増殖炉で置き換え
ていくものとすれば、この頃までに実用化しているように着実に開発を進
めるのが適切とされました。そして、そのための今後の取組の基本的方向
性を「高速増殖炉については、軽水炉核燃料サイクル事業の進捗や「高
速増殖炉サイクルの実用化戦略調査研究」、「もんじゅ」等の成果に基づ
いた実用化への取組を踏まえつつ、ウラン需給の動向等を勘案し、経済
性等の諸条件が整うことを前提に、２０５０年頃から商業ベースでの導入を
目指す。」、「高速増殖炉サイクル技術は、長期的なエネルギー安定供給
や放射性廃棄物の潜在的有害度の低減に貢献できる可能性を有すること
から、これまでの経験からの教訓を十分に踏まえつつ、その実用化に向け
た研究開発を、日本原子力研究開発機構を中核として着実に推進するべ
きである」と整理しています。
○なお、その技術的な成立性は、策定会議は、ご意見と同趣旨のご発言
を含む議論を経て、「高速増殖炉サイクル技術の研究開発のあり方につ
いて（論点の整理）」において、「高速増殖炉の技術的な成立性を確認す
るとともに、実用化に向けての関連する核燃料サイクル技術も含めた研究
開発に有用な多くの知見・経験を蓄積してきた。」と整理しています。
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５．原子力発電　

No 区分 ご意見の概要 ご意見への対応 意見番号

5-34

原子力発電割合の実現に向けて具
体的な政策目標を盛り込むべきであ
る。また、国、地方公共団体、事業
者、研究機関の役割分担を明確にし
ておくべきでないか。

E288,E003,E
082,E154,E2
03,E062,E11
3,E152,E332
,E421,F025,
E703,〒09,
〒161,〒
167,ご049,ご
050

5-35

電力自由化と原子力発電の関係を
もっと詳細に分析すべきである。ま
た、電力自由化の中で原子力発電
を推進するためには国による制度整
備などの取組が必要であり、その内
容を盛り込むべきである。また、製造
事業者に対して体質強化などを期待
しているが、それらに係る国の役割も
明記してほしい

E086,E930,
E093,E100,
E121,E134,
E160,E170,
E223,E232,
E237,E270,
E357,E405,
E517,E521,
E525,E602,
E633,E731,
E738,E790,
E805,E811,
E178,F021,
F095,F105,
E368,〒86,
〒165

5-36
事業者が新規立地を進めるために
は国による取組が必要であり、その
内容を盛り込むべきである。

E074,E334,
E340,E398,
E906,E618,
ご131,〒
162

5-37
原子力に関する事業は国策であるこ
とを明確化してほしい。

E178,E365

5-38

人材や設備を安定的に維持するに
は、事業の繁忙期と停滞期の山谷を
なくすことが必要でそのための方策
を施していくべき

E628

5-39
製造事業者が果たしている役割に比
べ、製造事業者に関する記述が少な
いのでないか。

E068

5-40
経営基盤の弱い事業者や大学等の
施設の廃止措置について取り上げて
ほしい

ご249

5-41
国が事業環境の整備や広報活動を
行う必要はなく、必要ならば民間が
行えば良い

E660,〒107

5-42
複数省庁にまたがる事項は原子力
委員会が調整する旨を記載すべき

E734

3-1-2.（１）
原子力発電
の基本的考
え方及び(2)
今後の取組
のうち、

原子力発電
推進の役割
分担、具体
的取組内容

○策定会議は、ご意見と同趣旨のご発言を含む議論を経て、今後の原子
力発電の推進に当たって、以下を指針とすることが適切と整理していま
す。
「１．既設の原子力発電施設を安全の確保を前提に最大限活用するととも
に、立地地域をはじめとする国民の理解を大前提に新規の発電所の立地
に着実に取り組む。
　２．２０３０年前後から始まると見込まれる既設の原子力発電施設の代替
に際しては、炉型としては現行の軽水炉を改良したものを採用する。原子
炉の出力規模はスケールメリットを享受する観点から大型軽水炉を中心と
する。ただし、各電気事業者の需要規模・需要動向や経済性等によって
は標準化された中型軽水炉も選択肢となり得ることに留意する。
　３．高速増殖炉については、軽水炉核燃料サイクル事業の進捗や「高速
増殖炉サイクルの実用化戦略調査研究」、「もんじゅ」等の成果に基づい
た実用化への取組を踏まえつつ、ウラン需給の動向等を勘案し、経済性
等の諸条件が整うことを前提に、２０５０年頃から商業ベースでの導入を目
指す。なお、導入条件が整う時期が前後することも予想されるが、これが
整うのが遅れる場合には、これが整うまで改良型軽水炉の導入を継続す
る。」

○国、事業者等の役割分担については、策定会議は、ご意見と同趣旨の
ご発言を含む議論を経て、「国は、必要な原子力施設の立地が適時にな
され、効率的に利用されるように、基本的考え方の明確化、事業環境の整
備、研究開発の推進、国民や立地地域への広聴・広報活動による理解促
進等に取り組むべきである。また、民間事業者には、巨大技術を用いて事
業を行うためのノウハウ等を蓄積し、誠実なリスクコミュニケーションを含む
相互理解活動を通じて地域社会における信頼を醸成する一方、必要な投
資と技術開発を行うことにより、我が国の原子力発電とそれに必要な核燃
料サイクル事業を長期にわたって着実に推進していくことに取り組むことを
期待する。」と整理しています。さらに、電力自由化との関係を考慮しつ
つ、「国は、電力自由化の下で総合的に公益等を勘案して、上記の指針
に則った民間の長期投資を促しつつ、環境整備を行うべきである。このた
め、核燃料サイクルの条件整備等の将来ビジョンを関係者と共有しつつ、
電力自由化に伴う制度面等での対応や新規立地の長期化等を踏まえた
立地推進対策のあり方、技術開発活動の戦略プロジェクトへの重点化等
の政策課題について、その具体策の検討とその速やかな実施を、不断の
見直しを踏まえつつ、行っていくことが適切である」と整理しています。
○原子力発電に係る個別案件については、この基本的考え方を踏まえ
て、各省庁において施策が企画・推進され、事業者に対しても、この基本
的考え方を踏まえた取組を行うことを期待しています。
○なお、関係行政機関との調整については、原子力委員会及び原子力
安全委員会設置法において、原子力委員会の所掌事務の一つとして「関
係行政機関の原子力利用に関する事務の調整に関すること。」が明文化
されています。

36



５．原子力発電　

No 区分 ご意見の概要 ご意見への対応 意見番号

5-43
既存の原子力発電所の設備利用率
の向上などに取り組むべきである。

E002,E106,
E107,E138,
E320,E443

5-44
燃料の高性能化に取り組むとともに
高燃焼度化などを図るべきである。

E186,E727,
E954

5-45
高度利用に関して、国がその判断時
期を遅らせることなく、早急に取り込
むべきである。

E021,E619,
E689,E633

5-46

我が国において設備利用率が低い
原因はなにか。作業者の被ばくが多
い原因は何か。その改善のための対
策は施されているのか

〒166

5-47
高度利用に関して、国のその規制の
国民への説明責任について記載す
べきである。

E511,F035

5-48

設備利用率向上についての取組に
関して、マスメディア報道のあり方、
教育、地方との関係といった要素も
考慮して記載すべきである。

E419

5-49
原子力発電における様々な高度化
や高度利用は安全の確保に逆行す
る

E388,E877,
F272

5-50

「原子力が競合する他の手段と比較
して総合的に劣ると判断される場合
には、研究開発利用の禁止、制限、
保護、支援の撤廃も有効な選択肢と
なる」と記載すべき

F219

5-51
脱原子力シナリオの評価をし、政策
判断すべき。

E967,F195,
〒134

3-1-2.(2)原
子力発電の
今後の取組
のうち、

原子炉施設
の高度利用

3-1.エネル
ギー利用全
般

脱原子力政
策の取扱
い、評価

○安全規制の国民への説明については、策定会議は、ご意見と同趣旨の
ご発言を含む議論を経て、その今後の取組の基本的方向性を「国は、こ
の負託に応えていくために、事業者等に原子力施設の災害リスクを抑える
ために必要十分な活動を行わせ、これらを確認し、必要に応じて事業者
等に是正措置を講ずることを求めるとともにその権限の行使について国民
に的確に説明する責任がある。」と整理しています。また、マスメディアとの
関係については「マスメディアには、事実を正確に報道し、その上でその
事実に関して様々な見解があることも伝えることが期待されている。」と現
状を整理し、教育や地方との関係については「国、事業者及び研究開発
機関は、互いに連携を図り、ウエブサイトの充実をはじめとして、国民の原
子力とエネルギーに関する生涯学習の機会を多様化し、一層充実するこ
とに取り組むとともに、こうした多様な学習機会の存在を国民に広く知らせ
ることが重要である。」、「原子力施設の立地受入は、地域社会の開発計
画の一環として行われることも多いことから、関係者は、立地地域の発展
についてのビジョンを理解し、その上で自らの活動についての理解と協力
を得るために相互理解活動を行うことが重要である。」と今後の取組の基
本的方向性を整理してます。

○策定会議は、ご意見と同趣旨のご発言を含む議論を経て、原子力発電
の高度利用に関する今後の取組の基本的方向性を「既設の原子力発電
施設を安全の確保を前提に最大限活用するとともに、立地地域をはじめと
する国民の理解を大前提に新規の発電所の立地に着実に取り組む」、
「出力増強、定期検査の柔軟化や長期サイクル運転による設備利用率向
上といった高度利用に関しても、定期検査の柔軟化を実現できる検査技
術や、安全余裕の適正化のために高度化された安全評価技術を、欧米に
おける経験も踏まえて安全確保の観点から十分に評価・検証した上で採
用することにも取り組むことを期待する。国は、こうした事業者の創意工夫
に基づく取組の提案に積極的に耳を傾け、リスクを十分に抑制しつつ実
現できるかどうかを厳格に評価して判断を下していくべきである。」と整理
しています。
○作業者の被ばく低減実績において欧米の後塵を拝している理由として
は、諸外国では我が国より検査の頻度が少ないことなどが考えられます。
また、設備利用率実績において欧米の後塵を拝している理由としては、諸
外国では運転期間が長いことや定期検査日数が短いことなどが考えられ
ます。定期検査の柔軟化や長期サイクル運転は、これらの改善につなが
る可能性があります。

○原子力委員会の任務は、原子力基本法により、「原子力委員会は、原
子力の研究、開発及び利用に関する事項（安全の確保のための規制の
実施に関する事項を除く。）について企画し、審議し、及び決定する。」と
授権されています。また、原子力政策大綱（案）は「原子力に関する施策
の基本的考え方を明らかにし、各省庁における施策の企画・推進のため
の指針を示すとともに、原子力行政に関わりの深い地方公共団体や事業
者、さらには原子力政策を進める上で相互理解が必要な国民各層に対す
る期待を示す」ものとなります。
○原子力委員会の任務及び原子力政策大綱（案）の性格より、策定会議
において、脱原子力についての検討はなされませんでした。
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５．原子力発電　

（具体的な修正意見）
No 該当箇所 ご意見の概要 ご意見への対応 意見番号

5-52
13頁3行目
他

「成型加工」と「加工」という用語が混
じっている。統一すべきである。

○「加工」で統一します。 E180

5-53
14頁下から
6行目

「技術の安定性」とは何を意味するの
か。分かりやすい表現に修正した方
が良い。

○技術の安定性とは「技術の信頼性の向上を図っていくことにより、その
技術が継続的に利用できる」ことを意味しています。その意味を踏まえて
「技術の信頼性の向上」という表現に修正します。

E085,E221

5-54 17頁1行目

原子力発電施設の「出力増強」という
言葉は、施設の有する能力をより活
用するものであり「出力向上」とする
方が適切。

○発電所の能力活用という面での取組と言えますが、施設の改良・改善
のために様々な工事を要する場合もあり、それらを考慮して一般的に用い
られている用語です。

F155

5-55
11頁下から
11行目

１－２－５のタイトル「エネルギー安定
供給と地球温暖化対策への貢献」を
「原子力発電の安定供給と地球温暖
化対策への貢献」と修正すべき

○エネルギー安定供給と地球温暖化対策に対して、原子力が如何に貢
献するかを整理しているところであり、現行のタイトルの方が適切といえま
す。

E430

5-56
11頁下から
7行目

「発展途上国」は「開発途上国」とす
べきでは

○「開発途上国」で統一します。 E736

5-57
19頁下から
10行目

共通理念の１－３－３の中の「システ
ム」とは何のシステムか。社会全体の
システムか。意味が分からないため、
適切な表現にすべき

○原子力利用は、そのシステム化された一連の設備のみならず、安全確
保など各種目的のための法令や組織の体系、事業者間あるいは事業者と
国、地方とのネットワークなど、様々なシステムの中で進められています。
それら「システム」を意味します。

E944

5-58
12頁下から
10行目

１２頁「．．．有力な手段として期待で
きる」→「．．．有力な手段である」

E948

5-59
19頁下から
10行目

句読点を入れ、読みやすく文章にし
てほしい

E463

5-60
12頁下から
13行目

高速増殖炉ではなく高速炉とすべき

○現行の原子力長期計画を策定した際に「高速増殖炉」と「高速炉」の表
現の整理にかかる議論がありましたが、柔軟性についても踏まえるという
点において各委員の主張に差はなく、表現の問題として扱われることとな
り、結果として「高速増殖炉」が採用されています。この経緯を踏まえ、本
資料では日本の研究開発の対象については「高速増殖炉」と表記してい
ます。

E722

5-61
53頁下から
4行目

文中に現れる「期待する」の主語は。
○原子力委員会が「原子力行政に関わりの深い地方公共団体や事業
者、さらには原子力政策を進める上で相互理解が必要な国民各層に対す
る期待を示す」ものです。

F143,F146,
F150

5-62
３１頁下から
３行目及び
１１行目

３－１－２．（１）に主語がない。
○３－１－２．（２）は、原子力発電の推進に当たっての指針を整理してお
り、それに沿って行うべき取組については「３－１－２．原子力発電（２）今
後の取組」で主体を明示して整理しています。

E687,E293,
E376

5-63
7頁下から
12行目

海外動向をさらに詳細に記載すべき
○策定会議は、ご意見と同趣旨のご発言を含む議論を経て、米国、ドイ
ツ、スウェーデン、フィンランドといった国についての現状を整理していま
す。

F168

5-64
11頁下から
5行目

これまでの多くの戦争や紛争は化石
燃料獲得に端を発したものであり、
「化石燃料を巡って世界で資源獲得
競争が激化し」の後に「それとともに
安全保障に問題が生じる」と記載す
べき

○資源獲得競争がエスカレートした場合、極端な場合は紛争に至ることが
考えられますが、それ以前に様々な国民生活への困難が生じると考えら
れます。極端な場合を特に強調するのは避けています。

E914

5-65 23頁15行目

高経年化対策に関連して「３０年を超
える設備の経年劣化現象には研究
すべき点が残っている」という部分は
断定的すぎるので表現を工夫しては
どうか

○策定会議での審議を経て整理した記載です。 E335

○修辞的なことについては、原子力政策大綱（案）の精査作業の中で必
要があれば修正します。
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５．原子力発電　

No 該当箇所 ご意見の概要 ご意見への対応 意見番号

5-66
３－１－２．
（１）

 「ウラン需給の動向等を勘案し、経
済性等の諸条件が整うことを前提
に、2050年頃から商業ベースでの導
入を目指す」としているが、セキュリ
ティの観点から、世界でのUの需要
拡大予測や他国のFBR開発状況な
どを踏まえ、2050年からの本格導入
ではなく、2030年頃の本格導入を目
指し、いつでもFBRへの移行が可能
なように、国の主導で、FBRサイクル
の開発を着実にかつ加速して開発を
進めるべきと考えるので、“2030年頃
までにはFBR・サイクル技術の確立
を目指し、開発を加速する。”を追記
して頂きたい。同様に、p.46について
も「2050年頃からの商業ベースでの
導入」を“2030年頃のFBR・サイクル
技術の確立”と修正頂きたい。（今の
様な進め方では、開発費用がかさむ
だけであり、明確かつ最速の目標を
設定すべき）

E183

5-67
３－１－２．
（１）

「・・・等の諸条件が整うことを前提
に、２０５０年頃から商業ベースでの
導入を目指す。」（P３０上４行）（P４４
下１行）としている。ここに“高速増殖
炉の開発は燃料サイクルの確立のた
めに是非とも必要である”といった文
言を追加すべきである。
「なお、実証炉については、これらの
研究開発の過程で得られる種々の
成果等を十分に評価した上で、具体
的計画の決定を行うことが適切であ
る」（P４５上３行）とある。

E246

5-68
３－１－２．
（１）

｢2050年頃からの商業ベースでの導
入を目指す｣は「将来の選択肢の一
つとする。」とすべき。
2050年という根拠がわからない。｢も
んじゅ」の運転再開も目途が立た
ず、高速増殖炉は全く進展が無いで
はないか。

F053,F086,
F110

○高速増殖炉については、我が国では「もんじゅ」は事故で停止中です
が、「常陽」は出力を増加させて運転を続けており、ロシアではBN-600が
運転中です。策定会議は、そうした現状、研究開発の状況、電気事業者
の見解といったことも踏まえつつ、ご意見と同趣旨のご発言を含む議論を
経て、大切なことはこれを将来のエネルギー環境において競争力のある
技術としていくことであり、我が国においては既存軽水炉の代替時期に少
なくとも当初は軽水炉で代替し、2050年頃からは高速増殖炉で置き換え
ていくものとすれば、この頃までに実用化しているように着実に開発を進
めるのが適切とされました。そして、そのための今後の取組の基本的方向
性を「高速増殖炉については、軽水炉核燃料サイクル事業の進捗や「高
速増殖炉サイクルの実用化戦略調査研究」、「もんじゅ」等の成果に基づ
いた実用化への取組を踏まえつつ、ウラン需給の動向等を勘案し、経済
性等の諸条件が整うことを前提に、２０５０年頃から商業ベースでの導入を
目指す。」と整理しています。
○なお、時期の見通しは固定的なものではない（従って、より研究開発が
より速くなる場合も（遅くなる場合も）ありえる）ことについては、策定会議
は、「なお、導入条件が整う時期が前後することも予想されるが、これが整
うのが遅れる場合には、これが整うまで改良型軽水炉の導入を継続する」
と整理しています。
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５．原子力発電　

（その他ご質問等）
No ご意見への対応 意見番号

5-69
○策定会議では、エネルギー安定供給については、エネルギー需給見
通し、資源の分布国と埋蔵量などが議論されています。

E863

5-70

○電気の需要は季節や時間で大きく変化しますが、電気は貯めておくこと
ができないので、需要のピークに合わせて設備を作る必要があり、設置さ
れた各設備はそれぞれの特徴を生かしつつ最大限に活用するというベス
トミックスの考え方で運用されています。そうした中、原子力発電の年間発
電電力量は国内総発電電力量の約３分の１を占めるという現状になって
います。

E045,E793

5-71

○地球温暖化問題は、京都議定書発効など様々な場面で数多くの広報
や報道がなされ、人類共通の重要な課題であるということは国民に広く認
識されていますし、原子力発電が二酸化炭素排出が少ないことは国際的
認識でもあります。

E957

5-72

○原子力長期計画は１９５６年以来、概ね５年ごとに計９回にわたって策定
してきておりますが、その時々において、有識者から意見を聴きつつ現状
認識や評価を経て総合的に政策選択がなされ、決定してきています。
○なお、高速増殖炉の意義については、策定会議は、「高速増殖炉サイ
クル技術は、長期的なエネルギー安定供給や放射性廃棄物の潜在的有
害度の低減に貢献できる可能性を有することから、これまでの経験からの
教訓を十分に踏まえつつ、その実用化に向けた研究開発を、日本原子力
研究開発機構を中核として着実に推進するべきである」と整理していま
す。

E050,E578,
E582,〒195

5-73

○前回長期計画においては、高速増殖炉の実用化時期は示されていま
せん。
○高速増殖炉については、我が国では「もんじゅ」は事故で停止中です
が、「常陽」は出力を増加させて運転を続けており、ロシアではBN-600が
運転中です。策定会議は、そうした現状、研究開発の状況、電気事業者
の見解といったことも踏まえつつ、大切なことはこれを将来のエネルギー
環境において競争力のある技術としていくことであり、我が国においては
既存軽水炉の代替時期に少なくとも当初は軽水炉で代替し、2050年頃か
らは高速増殖炉で置き換えていくものとすれば、この頃までに実用化して
いるように着実に開発を進めるのが適切とされました。そして、そのための
今後の取組の基本的方向性を「高速増殖炉については、軽水炉核燃料
サイクル事業の進捗や「高速増殖炉サイクルの実用化戦略調査研究」、
「もんじゅ」等の成果に基づいた実用化への取組を踏まえつつ、ウラン需
給の動向等を勘案し、経済性等の諸条件が整うことを前提に、２０５０年頃
から商業ベースでの導入を目指す。」と整理しています。
○なお、時期の見通しは固定的なものではない（従って、より研究開発が
より速くなる場合も（遅くなる場合も）ありえる）ことについては、策定会議
は、「なお、導入条件が整う時期が前後することも予想されるが、これが整
うのが遅れる場合には、これが整うまで改良型軽水炉の導入を継続する」
と整理しています。

〒47,ご046

5-74

○原子力長期計画は１９５６年以来、概ね５年ごとに計９回にわたって策定
してきておりますが、その時々において、有識者から意見を聴きつつ現状
認識や評価を経て総合的に政策選択がなされ、決定してきています。
○なお、核燃料サイクルの経済性や核不拡散性、安全性等について懸念
が示されていることを受けて、策定会議は、それを第一に審議すべき事項
と考えて特に時間をかけて議論を行っており、その議論を経て、核燃料サ
イクルの今後の取組の基本的方向性を「我が国においては、核燃料資源
を合理的に達成できる限りにおいて有効に利用することを目指して、安全
性、核不拡散性、環境適合性を確保するとともに、経済性にも留意しつ
つ、使用済燃料を再処理し、回収されるプルトニウム、ウラン等を有効利
用することを基本的方針とする。」と整理し、同時に、技術の動向等に不確
実性が多々あることから、原子力政策大綱（案）３－１－３．（６）において不
確実性への対応についても整理しています。

〒46

5-75
○原子力発電所からの温排水は、一部地点では既に一般産業に利用さ
れています。温排水利用は、原子炉施設に限る話ではなく、事業者にお
いて施設毎にその立地環境などに応じて進められています。

E672

5-76

○原子力政策大綱（案）1-2-5の記載の基となった、各発電方式のライフ
サイクル全体での二酸化炭素排出量データは、2001年から2002年にかけ
て電力中央研究所が発表したものです。いずれにせよ、策定会議では、
原子力政策大綱（案）の基本理念の一つとして「効果的で効率的な取組と
国民との相互理解のための評価を重視」と整理しており、さらに、国や民
間の評価活動の充実に向けた今後の取組の基本的方向性を第６章に整
理しています。

E962

温排水を再利用することが大切。それら産業ととも
に原子力発電所を建設することを考慮しているか

原子力発電のライフサイクルアセスメントは１５年
前に一度行われたデータしか使われていない。産
業界が合同で厳密なものを作って消費者に納得
させる必要がある。

「原子力発電は総発電量の１／３を占め、基幹電
源になっている」とするが、原子力発電は出力調
整をすることができず常に定格運転をしていること
による表面的な数字であり、現実を意図的に無視
している。

「地球温暖化問題」を原子力発電推進の名目に
使わないでほしい。そのことで、地球温暖化問題
の重要性や緊急性が胡散臭く思われてしまう。

ＦＢＲの商業ベースでの導入開始が2050年頃と
なっているが、100年経たないと実用化が始まらな
い技術開発に意味があるとどうして国民に説明す
るのか。これはこれまでＦＢＲ開発に係わってきた
官学の責任逃れではないか。

ご意見の概要

高速増殖炉の実用化目標時期について、平成6
年の原子力長計ではの2030年頃から今回の2050
年頃への変更理由は何か。

政策変更コストを考える必要のない六ヶ所へ投資
する前の段階で選択肢を検討することを怠った責
任をどう考えているのか。また、投資を無駄にでき
ないとして現行政策に固執することは将来を見誤
るのではないか。

「供給安定性」とはどういう意味で使っているの
か。継続的に電力を供給できるという意味か、資
源を安定的に確保できるという意味か。
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６．核燃料サイクル

（いただいたご意見）
No 区分 ご意見の概要 ご意見への対応 意見番号

6-1 １－２－６

｢核燃料サイクル事業や放射性廃棄物の処
分事業についても着実な進展がみられる｣
とあるが、何をもって着実な進展というの
か。／計画通り進展していないと書くべきで
はないか。

原子力発電、核燃料サイクル及び廃棄物の処理・処分にかかる現状につ
いては、「１－２－６．核燃料サイクルの確立」、「１－２－７．電力自由化等
の影響」及び「１－２－９．放射性廃棄物の処理・処分」において、天然ウラ
ンの確保、ウラン濃縮、燃料加工、使用済軽水炉の再処理、MOX燃料加
工、プルサーマル、中間貯蔵といった各事業や、高速増殖炉サイクル技術
にかかる研究開発、低レベル放射性廃棄物及び高レベル放射性廃棄物
の処分やそれらにかかる制度整備等について、その事業の進展を記載し
ており、また計画の遅れのある事業についてはその状況も含めて具体的に
記載しております。

F159,F256

6-2 １－２－６
現状認識において、ウラン濃縮について、
次々と止まっている事実を書くべき。

策定会議においては、ウラン濃縮の運転状況について、７系統中3系統が
生産中止中であることも含めて資料で紹介のあったところですが、原子力
政策大綱（案）ではむしろその取組を書くべきとの観点から、「ウラン濃縮に
ついては、国内需要の大半を海外に依存しているが、国内においてもこれ
まで事業化を推進してきた。現在事業者による工場が操業中であり、また、
より経済性の高い遠心分離機を開発中である。」と記載されております。

E654

6-3
３－１－３
（３）

核燃料サイクルについて、十分時間をかけ
た審議が行われていない。

策定会議は1年強の間に、小委員会等を含めて40回、100時間を超える審
議が行われ、核燃料サイクルの審議はそのうち約４５時間を費やして、多
面的総合的な評価が行われました。

〒43

6-4
３－１－３
（３）

全体からみて、核燃料サイクルの記載は
excuseに終始しており、異様。

ご指摘の点につきましては、策定会議において、核燃料サイクル政策にか
かる議論に多くの時間を費やしたところであり、その内容を十分書き込む
べきとの策定委員の意見を踏まえ、現在のような記載としております。

E662

6-5
３－１－３
（３）

高速増殖炉の研究開発を推進する一方
で、核燃料サイクルについて複数のシナリ
オを想定し検討するような政策はおかしい
のではないか。/直接処分を検討するなど、
国の政策がぶれると地域は施設を受け入
れられなくなるのでないか。

策定会議においても、現行政策において核燃料サイクルを選択していると
ころ、その考え方を大きく変えるべき現状に無いことから、これを認めた上
で議論すべきとのご意見もあったところですが、再処理で回収されたプルト
ニウムの軽水炉による利用の遅れ、２００５年には操業を開始する予定で
あった六ヶ所再処理工場の建設が遅れて現在なお試験運転の段階にある
こと、もんじゅ事故による高速増殖炉開発の遅れ、電力自由化に伴う電気
事業者の投資行動の変化、諸外国における原子力政策の動向等という状
況変化の中で、使用済燃料の再処理を行うこととしている我が国の核燃料
サイクル事業の進め方に対して、経済性や核不拡散性、安全性等の観点
から社会で議論があり、策定委員からも懸念が提示されました。そのような
議論を踏まえ、策定会議において、今後の使用済燃料の取扱いに関して4
つのシナリオを定め１０項目の視点からの評価を行ったところです。この評
価においては、政策を変更する場合の地元との信頼関係にかかる問題も
扱われました。それら評価に基づいて、我が国においては、使用済燃料を
再処理し、回収されるプルトニウム、ウラン等を有効利用することを基本的
方針とする、とされたところです。以上の審議の過程およびその結果につ
いては、原子力政策大綱（案）の「３－１－３．核燃料サイクル（３）使用済燃
料の取扱い（核燃料サイクルの基本的考え方）」に整理しました。

E408,ご152

6-6
核燃料サイクル政策について、４つのシナリ
オを定め10の視点から評価を行い、その結
果、再処理路線が選択されたことは適切。

E373,E420,
E516,E527,
E684,E826,
F274,ご045

6-7
当面貯蔵は先送りであり、選択すべきでな
い。

E673

6-8
10の視点の評価のうちの１つまたは複数に
ついて、以下の観点等から問題があり、基
本方針は妥当とは言えない。

次ページに
記載

３－１－３
（３）

策定会議では、以下のとおり今回頂きましたご意見と同様の指摘があった
ところ、その議論を経て、「使用済燃料を再処理し、回収されたプルトニウ
ム、ウラン等を有効利用する」ことを基本的方針としました。なお国際的位
置付けにかかるご意見については、我が国の再処理政策に関する国際的
懸念等に関してのこととすれば、策定会議においても同様の指摘がなされ
議論されたところ、再処理を行う場合には平和利用に限定することへの約
束に対する国際理解の増進と核不拡散体制の充実を探索する努力、技術
の改良改善活動の維持が必要、としたところです。

41



６．核燃料サイクル

No 区分 ご意見の概要 ご意見への対応 意見番号

環境放出放射能を考慮するべき/地震を考
慮すべき/Puサーマルはイレギュラーであ
り、危険/美浜、チェルノブイリ事故を踏まえ
ればPuサーマルは危険/溶解プロセスのあ
る再処理は危険/使用済ＭＯＸ燃料は放射
能が高く、安全に処理できるのか。事故トラ
ブル時の対応は困難ではないか。

安全性の視点からの評価においては、現在も稼働中の東海再処理工場や
海外の再処理工場の稼働状況、その事故時のリスクや再処理工場からの
環境放出放射能についても評価・検討され、それらを踏まえた議論の結果
として、「核燃料サイクル政策についての中間取りまとめ」において、「いず
れのシナリオでも、安全評価指針に基づく想定事故の評価も踏まえて適切
な対応策を講じることにより、所要の水準の安全確保が達成可能である。」
とされました。再処理を行うと環境中に放出される放射能が多くなることに
ついては、この放出による公衆の被ばく線量が安全基準を十分に満足す
る低い水準であることはもとより、自然放射線による線量よりも十分に低く設
計・運転されることを踏まえて、このことがシナリオ間に安全確保の面で有
意な差をもたらすとはいえない、とされました。なお、プルサーマルは既に
少なからぬ数の国で実施されてきており、我が国の安全委員会によっても
これが安全に実施できないとする理由はないとされています。

使用済MOX再処理は技術的に困難。２～
３回が限度で、その後は直接処分される可
能性が高い。第二再処理はうまくいかな
い。/使用済MOX燃料の処理方法は決まっ
ておらず、サイトにたまる。/高速増殖炉の
実用化可能性に疑問。

使用済ＭＯＸ燃料は使用済ウラン燃料と比べて超ウラン元素の含有量が
多いものの、その含有量の大小により一方が安全に処理でき、他方ができ
ないということにはなりません。技術的成立性にかかる議論において、使用
済MOX燃料についてはフランスにおける再処理の実績やふげんの燃料
再処理の実績が紹介され、その実績も踏まえて、再処理を行う場合につい
ては、「実施が不可能となるような特段の技術的課題は見あたらない。ただ
し、経済性向上、高速増殖炉核燃料サイクル実用化等の研究開発の継続
が必要。」と整理されました。その上で、使用済MOX燃料の再処理につい
ては六ヶ所に続く再処理工場で行うものとして諸量評価等が行われまし
た。その際、その再処理で回収されるプルトニウムは高速増殖炉が導入さ
れる場合には高速増殖炉で用いられることとなります。なお、プルサーマル
では２、３回が限度というのは、現在の軽水炉の炉心構成を変えないことを
前提にした場合の技術的制限値に由来するものです。既に、軽水炉によ
る複数回のリサイクルの研究が行なわれている例もあり、将来数十年にわ
たってその制限が変わらないとすべき理由はないものと考えます。

立ち行かなくなった場合のコスト/使用済
MOX燃料の処理・処分費が考慮されてい
ない。/プルサーマル関係施設の処理・処
分を含めれば政策変更コストより大きくな
る。/政策変更コストにおける極端な想定は
妥当なのか。

経済性の比較については、再処理を行う場合については直接処分を行な
う場合より発電コストで1割程度高いと評価されました。なおプルサーマル
では２、３回が限度というのは、現在の軽水炉の炉心構成を変えないことを
前提にした場合の技術的制限値に由来するものです。既に、軽水炉によ
る複数回のリサイクルの研究が行なわれている例もあり、将来数十年にわ
たってその制限が変わらないとすべき理由はないものと考えます。このこと
を前提に、MOX再処理については、2047年以降再処理を実施することと
して評価されました。また、再処理やMOX加工施設についても、建設から
廃止措置までを考慮して評価されました。
　六ヶ所再処理工場が計画通りいかない可能性にかかるご指摘について
は、策定会議でも同様の意見が出されたところ、六ヶ所再処理工場は海外
の再処理工場で得たいろいろなトラブルの実績を踏まえて、設備の設計の
段階から改良を取り込んで、余裕を持った設計となっており、他方今後発
生し得るトラブルについてはあらかじめ地域社会と情報を共有することが
重要との認識のもと、これを公表してきている旨説明がありました。このよう
な現状に対する評価を踏まえて大綱（案）において「事業者には、これらの
国の取組を踏まえて、六ヶ所再処理工場及びその関連施設の建設・運転
を安全性、信頼性の確保と経済性の向上に配慮し、事業リスクの管理に万
全を期して着実に実施することにより、責任をもって核燃料サイクル事業を
推進することを期待する。」と記載されました。また政策変更コストについて
は、策定会議において、これまでの原子力施設の立地に係る経緯を踏ま
えれば、政策変更に係るリスクを評価しないで政策選択の議論を行うこと
は不適切との議論があったことを受けて評価されたものです。ただし、これ
には不確かさが伴うことは確かであり、したがって、コストの評価結果はかな
り幅のある値になっております。

高速増殖炉の実用化は不可能な現状で、
実用化すれば数百年にわたり利用し続け
る、は書きすぎ/ウラン備蓄、テールウラン
濃度低減など、代替案が考えられていない

技術的成立性の議論において、再処理を行う場合については、「実施が
不可能となるような特段の技術的課題は見あたらない。ただし、経済性向
上、高速増殖炉核燃料サイクル実用化等の研究開発の継続が必要。」と
整理されました。また、ウラン備蓄やテールウランの濃度低減についても同
様のご意見があったところ、備蓄については短期的にはエネルギーセキュ
リティに貢献するが、長期的には貢献度はない、また新燃料及び加工等の
工程に数年分の在庫があるとみなすことができる、テールウラン濃度の低
減については全てのシナリオで効果がある、との整理があり、そうした議論
を踏まえて原子力政策大綱（案）には「再処理する場合には、ウランやプル
トニウムを回収して軽水炉で利用することにより、１～２割のウラン資源節約
効果が得られ、さらに、高速増殖炉サイクルが実用化すれば、ウラン資源
の利用効率が格段に高まり、現在把握されている利用可能なウラン資源だ
けでも数百年間にわたって原子力エネルギーを利用し続けることが可能と
なる。」と記載されました。

E051,E063,E
073,E123,E3
89,E390,E39
1,E414,E437
,E541,E572,
E573,E586,E
614,E621,E6
22,E643,E72
5,E773,E774
,E820,E824,
E825,E827,E
869,E872,E8
83,E889,E89
0,E894,E926
,E935,E936,
F148,F179,F
195,F216,F2
36,F283,〒
10,〒43,〒
44,〒45,〒
46,〒49,〒
97,〒105,〒
106,〒127,
〒128,〒
129,〒130,
〒131,〒
133,〒177,
〒179,〒
180,〒186,
〒212,ご056,
ご106,ご114,
ご133,ご233
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６．核燃料サイクル

No 区分 ご意見の概要 ご意見への対応 意見番号

再利用できるPu/Uはわずかで、高レベル
廃棄物ができる。廃棄物量やその核種等、
根拠を出すべき。/使用済MOXの処理処分
を考慮していない。

直接処分においては、プルトニウムやウランを含む使用済燃料がそのまま
処分されます。この場合、使用済燃料自体が高レベル放射性廃棄物とみ
なされます。このことを前提に、策定会議においては、MOX燃料の取扱い
も考慮した前提条件に基づく諸量分析により高レベル放射性廃棄物の体
積、処分場の面積、潜在的有害度及び低レベル放射性廃棄物の体積、処
分場の面積が評価され、その前提条件と合わせて紹介されました（第9回
新計画策定会議資料第13号「核燃料サイクル諸量の分析について（改訂
版）」）。その結果を踏まえて環境適合性について議論したところ、低レベ
ル放射性廃棄物については再処理を行う場合の方が、サイクル施設から
発生する廃棄物の分だけ多いものの、処分については、高レベル放射性
廃棄物の方が低レベル放射性廃棄物に比べ技術的かつ社会的により多く
の課題を解決する必要があることなどを踏まえて、原子力政策大綱（案）に
は「再処理する場合には、（中略）高レベル放射性廃棄物の潜在的有害
度、体積及び処分場の面積を低減できるので、廃棄物の最小化という循
環型社会の目標により貢献する。（後略）」との評価がなされました。

海外からの懸念を招く。/差が無いならば、
なぜ再処理が疑惑を招き懸念の対象となる
のか。

核不拡散については、策定会議においては、そうした懸念を招かないよう
保障措置や核物質防護を行うべきことについて議論され、またIAEAから未
申告の核物質・原子力活動が存在せず、その保有する全ての核物質が保
障措置下にあり平和利用されているとの結論を得ることが条件となる統合
保障措置について、我が国は平成16年9月5日より移行したこと、それが当
面はMOX燃料を使用しない商業用発電炉、研究炉及び使用済み燃料貯
蔵施設に対して実施されるが、このほかの施設についても準備が整い次
第、順次実施される見込みであることも紹介されました。こうしたことを踏ま
えた議論の結果として、「再処理を行う場合、核拡散や核テロの発生に対
する国際社会の懸念を招かないよう国際社会で合意された厳格な保障措
置・核物質防護措置を講じることが求められる。シナリオ１では、再処理工
場において純粋なプルトニウム酸化物単体が存在することがないように、
硝酸ウラン溶液と硝酸プルトニウム溶液を混合させてＭＯＸ粉末（混合酸
化物粉末）を生成するという、日米間で合意された技術的措置を講じた上
で、これらの国際約束を誠実に実行するとしていること、他方シナリオ３で
は使用済燃料中のプルトニウムに対する転用誘引度が高まる処分後数百
年から数万年の間における国際的に合意できる効果的で効率的なモニタ
リング手段と核物質防護措置を開発し、実施する必要があることを踏まえる
と、核不拡散性に関してこれらのシナリオ間に有意な差はない」との整理が
なされました。

プルサーマルを廃止したドイツに学ぶべ
き。

核燃料サイクル政策にかかる１０の評価の視点の１つとして各国の動向に
ついても議論されたところ、基本シナリオのうち部分再処理に相当する政
策を採っていると考えられるドイツのみならず、原子力を利用している多数
の国について核燃料サイクルにかかる政策と現状について議論され、その
結果として「各国は、地政学要因、資源要因、原子力発電の規模やコスト
競争力などに応じて、再処理路線あるいは直接処分路線の選択を行って
いる。」との整理がなされました。

6-9
３－１－３
（３）

再処理の事故の可能性が検討されていな
いのではないか。また、再処理工場からは
通常運転時においても大量の放射能が環
境に放出されることを考えれば、使用済燃
料は再処理せずそのまま保管すべきでな
いか。加えて、６月末「米科学アカデミー」
は「被ばくには、これ以下ならば安全と言え
る量はない」と報告書を発表している。もし
この報告が真実ならば、海洋や大気への放
射能の放出は絶対にしてはいけないことに
なるはずだ。このような新知見が出てきてい
る今再処理は一旦止めて、真実を確認して
から操業を判断すべきであろう。

策定会議における核燃料サイクル政策にかかる安全性の評価において
は、再処理工場の事故の可能性があるので直接処分の方が優れていると
の指摘や、環境に放出される放射性物質については、再処理を行う方が
多くなるとの指摘についても議論されました。その議論の結果として、深層
防護の思想に基づき整備された安全基準が遵守されることにより、事故に
よって公衆災害の発生するリスクは十分低く抑えられ、また環境放出放射
能による公衆の被ばく線量は安全基準を十分に満足する低い水準である
ことはもとより、自然界から受ける放射線による線量よりも十分に低いことを
踏まえると、これらのことがシナリオ間に有意な差をもたらすとは言えない、
とされました。このことも含めた各視点の総合的な判断を踏まえて基本的
方針が定められました。
　なお、米国科学アカデミーの報告書はＩＣＲＰがこれまで勧告している放
射線防護のための「しきい値なしの直線モデル」（LNT仮説）の妥当性を確
認するものであり、特に新しい知見ではありません。また、わが国の線量制
限体系はＩＣＲＰの勧告に基づいており、公衆の線量限度は年間１ｍＳｖとし
てます。

E063,E541,
E773,F148,
F195,F216,
〒44,〒
105,ご106
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前ページに
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６．核燃料サイクル

No 区分 ご意見の概要 ご意見への対応 意見番号

6-10
３－１－３
（３）

５０年かけて研究開発されてきた技術が実
用化の目処が立たなければ、見直すのが
当然ではないのか。核燃料サイクルに固執
する理由を国民に明快に説明してほしい。

原子力長期計画は１９５６年以来、概ね５年ごとに計９回にわたって策定し
てきておりますが、その時々において、様々な視点についての現状認識や
評価を経て総合的に適切と考えられる政策選択がなされてきたと考えてい
ます。
今回の原子力政策大綱（案）の審議に当たっては、核燃料サイクルについ
て経済性や核不拡散性、安全性等の観点から懸念が提示されたことを受
けて、考慮すべき視点を洗い出し、政策変更に伴う課題のみならず、安全
性、技術成立性、経済性、エネルギー安定供給、環境適合性、核不拡散
性、海外の動向、社会的受容性、選択肢の確保といった合わせて１０の視
点で、現行政策と異なるシナリオも含めて評価を行い、その結果を総合的
に勘案して、原子力政策大綱（案）では「使用済燃料を再処理し、回収さ
れるプルトニウム、ウラン等を有効利用する」ことを基本的方針としていま
す。なお、エネルギー技術の実用化見通しはその技術の進歩の見通しの
みならず、エネルギー市場における経済的競争条件の予測に基づいて立
てられますので、技術開発の動向のみならず、市場条件の見通しの変化
を踏まえて見直される必要があります。その故に、１－３には定期的に見直
しが必要になるとし、今回は、FBRについては2050年を目途とするとして市
場条件の予測時点を与えて開発計画を検討することを求めております。

E579

6-11
３－１－３
（３）

プルサーマル計画は進んでおらず、今後
進む可能性は疑わしい。また、海外にPuは
余っており、六ヶ所の稼動は不要。

策定会議においても、プルサーマル計画の遅れや海外委託再処理により
回収されたプルトニウムにかかる議論があり、その審議を踏まえて、最近の
進捗とともに１－２－６．で現状認識として「回収されたプルトニウムについ
ては、軽水炉で混合酸化物（ＭＯＸ）燃料として利用すること（プルサーマ
ル）が、原子力発電の燃料供給の安定性向上や将来の核燃料サイクル分
野における本格的資源リサイクルに必要な産業基盤・社会環境の整備に
寄与するものとして、電気事業者により計画されている。電気事業者は、海
外委託再処理により回収されるプルトニウムは海外において、また、六ヶ所
再処理工場で回収されるプルトニウムは国内において、それぞれＭＯＸ燃
料に加工するものとし、国内のＭＯＸ燃料加工工場については、２０１２年
度操業開始を目途に施設の建設に向けた手続きを進めている。１９９９年
に発覚した英国核燃料会社（ＢＮＦＬ）の品質管理データ改ざん問題を始
めとする不祥事等により、電気事業者の示したこの計画の実現は遅れてい
る。ただし、最近に至り、いくつかの電気事業者が、その実施に向けての原
子炉設置変更許可申請を行うなどの進展がみられる。」と記載した上で、３
－１－３．（４）軽水炉によるＭＯＸ燃料利用（プルサーマル）において、「国
においては、国民や立地地域との相互理解を図るための広聴・広報活動
への積極的な取組を行うなど、一層の努力が求められる。事業者には、プ
ルサーマルを計画的かつ着実に推進し、六ヶ所再処理工場の運転と歩調
を合わせ、国内のＭＯＸ燃料加工事業の整備を進めることを期待する。」と
記載されたところです。また、平和利用の担保に関連して、プルトニウム利
用にかかる情報の管理と公開の充実について、２－２．で「我が国のプルト
ニウム利用が厳に平和の目的に限っていることについての国内外の理解と
信頼の向上を図るため、（中略）２００３年８月には、原子力委員会は、プル
トニウム利用の一層の透明性確保のための「プルトニウム利用の基本的考
え方」を決定した。今後の六ヶ所再処理工場の稼動に伴って、事業者等が
プルトニウム利用計画をこれに沿って適切に公表することを期待する。」と
整理されました。核燃料のリサイクル利用という基本的方針は、これらの多
面的取組について、その課題をひとつひとつ克服しつつ着実に進めること
によって達成されるものです。

E056,E869,
〒48,〒
182,〒183,
ご013,ご
185,ご214,
ご215,ご
217,ご232,
ご238

6-12
３－１－３
（３）

再処理にそんなに環境適合性があるのなら
ばこれからの循環型社会の定着に向けて
大いに諸外国にもこの技術を広める努力を
するべきではないか。日本と同様にエネル
ギー資源が乏しい諸外国には再処理を奨
励するのか。

我が国の現状は、核燃料サイクルの確立を図るために、様々な取組が行
われてきている段階にあり、策定会議の審議を経た基本的方針を踏まえる
と、これは適切としています。他方、海外の動向は、各国は地政学要因、
資源要因、原子力発電の規模等に応じて、再処理するか直接処分を行う
かの選択を行っていると整理されています。従って、このことは諸外国に再
処理を奨励することを意味しているものではありません。

〒176,〒
178

44



６．核燃料サイクル

No 区分 ご意見の概要 ご意見への対応 意見番号

6-13
３－１－３
（３）

Pu利用について、破綻しないのか疑問。代
替策は考えているのか。

核燃料サイクル政策にかかる議論においては、技術的成立性を含む10の
視点から総合的に評価されたうえで、使用済燃料を再処理し、回収したプ
ルトニウム、ウラン等を有効利用することを基本的方針とすることとされまし
た。また、「４－１．原子力研究開発の進め方」において、「（前略）次世代
の供給を担うことのできる競争力のある革新技術の研究開発を実施してい
く必要がある。」と記載されたところ、この活動の中で現行想定している技
術の代替技術についても適宜研究開発が進められるとしています。

ご207

6-14 ３－１－３ 基本方針と直接処分の検討は矛盾。

現状を踏まえた議論の結果として「使用済燃料を再処理し、回収されるプ
ルトニウム、ウラン等を有効利用する」との基本的方針を選択しつつ、「長
期的には、技術の動向、国際情勢等に不確実要素が多々あることから、そ
れぞれに、あるいは協力して、状況の変化に応じた政策選択に関する柔
軟な検討を可能にするために使用済燃料の直接処分技術等に関する調
査研究を、適宜に進めることが期待される。」と記載することには矛盾はあり
ません。

ご013

6-15
３－１－３
（３）

経済性の試算値を明記せよ。

経済性にかかる試算は技術検討小委員会で行われました。その過程及び
結果は同小委員会報告書に記載され、原子力委員会ホームページ上で
公開されています。原子力政策大綱（案）については、その結果を踏まえ
たシナリオ間の比較衡量結果のみを記載しております。

E613

6-16 ３－１－３

回収されるプルトニウム、ウラン等を有効利
用することを基本的方針としてきたとある
が、ウラン資源輸入の必要がないエネル
ギー自給のためのいわゆる「核燃料サイク
ル」確立を基本方針としてきたのか？　ある
いはプルサーマルでもう一回使用済み燃
料を使うことが基本的方針なのか？　核燃
料サイクルの確立がおぼつかないからプル
サーマルに方針転換したのか？　あるいは
核燃料サイクル確立までのつなぎとしてプ
ルサーマルが位置づけられているのか？

我が国の核燃料サイクルにかかる取組の経過と現状については、原子力
政策大綱（案）の「１－２－６．核燃料サイクルの確立」に記載されているとこ
ろ、ご質問の点についても「使用済燃料を再処理し核燃料をリサイクル利
用する活動は、供給安定性に優れている等の原子力発電の特性を一層
向上させ、原子力が長期にわたってエネルギー供給を行うことを可能とす
るので、我が国では使用済燃料を再処理し、回収されるプルトニウム、ウラ
ン等を有効利用する核燃料サイクルの確立を国の基本方針としてきた。
（中略）回収されたプルトニウムについては、軽水炉で混合酸化物（ＭＯＸ）
燃料として利用すること（プルサーマル）が、原子力発電の燃料供給の安
定性向上や将来の核燃料サイクル分野における本格的資源リサイクルに
必要な産業基盤・社会環境の整備に寄与するものとして、電気事業者によ
り計画されている。」と記載されました。

〒170

6-17
３－１－３
（３）

再処理の目的も明確でなく、そのうえ再処
理した燃料の生産、販売、消費計画の見通
しも立たないのに、既に「原子力発電にお
ける使用済み燃料の再処理のための積立
金の積立て及び管理に関する法律」等の
措置が講じられているので再処理をすすめ
るということ自体が本末転倒である。

これまでの原子力政策においても核燃料サイクルの推進が謳われてきたと
ころ、それに則って行なわれた施策の１つとして法律の整備が挙げられて
いるのであり、この法律が整備されたことを理由に再処理するべき、とした
ものではありません。

〒181

6-18
３－１－３
（５）

  利用可能な範囲で生産すれば済むもの
になぜ巨費を投入し莫大な施設を作る必
要があるのか。これは核燃料サイクル政策
の明らかな失敗を意味するものではない
か。

現在の状況としては、六ヶ所再処理工場が利用可能になる見通しであると
ころ、基本的方針を踏まえて、その能力を超える範囲の使用済燃料につい
ては中間貯蔵し、2010年頃からその処理の方策について検討することとし
ております。

〒184

6-19
３－１－３
（５）

　第二再処理工場ができるまで時間がかか
ること、中間貯蔵施設ができることなどから、
青森に使用済燃料が溜まるのではないか。

使用済燃料については、六ヶ所再処理工場で再処理される他、発電所内
の使用済燃料貯蔵プール及び今後複数建設されると予想される中間貯蔵
施設において適切に貯蔵されることとなります。

ご022

6-20
３－１－３
（３）

我が国として、直接処分はとりえないことを
説明するべき。

本策定会議においては、審議を経て、「使用済燃料を再処理し、回収され
たプルトニウム・ウラン等を有効利用する」ことを基本的方針としておりま
す。

E710

6-21
３－１－３
（３）

エネルギー安定供給と環境保全を重視し
て基本方針を選択、としたほうがわかりやす
い。

今回のサイクル政策の審議においては、ご指摘の項目を含む１０の視点か
ら評価し、これらの視点を「前提条件として必要不可欠な視点」「シナリオ
間の政策的意義の比較衡量を行う視点からの評価」「現実的な制約条件と
なる視点からの評価」「選択肢の確保（「将来の不確実性への対応能力」）
の視点からの評価」の４つに分類した上で総合評価を行った結果、「使用
済燃料を再処理し、回収されたプルトニウム、ウラン等を有効利用すること
を基本方針とする」としたものです。

〒14
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6-22
３－１－３
（３）

高速増殖炉は重要な国の方針であり、サイ
クルにかかる記載について、高速増殖炉が
実現「すれば」ではなく、前向きな記載とす
べき。

E294,E342

6-23
３－１－３
（３）

高速増殖炉が実現すれば、と、実用化の見
通しの無いものを提示するのは信頼性を低
下させるだけである。

〒175

6-24
３－１－３
（６）

不確実性への対応についての記載は，将
来の選択肢を広げる可能性を残し，次世代
の判断に柔軟性を与えるものであるため適
切であると評価できる。

E006,E775

6-25
３－１－３
（６）

従来路線の見直しを盛り込むべき。 E893

6-26
３－１－３
（３）

「政策変更に伴う費用」を例示していただき
たい。たとえば、「ただし、○○に対する費
用など、政策変更に伴う費用まで～」

政策変更に伴う費用については、策定会議において議論された政策変更
に伴う課題の中の六ヶ所サイクル事業への影響のうち、一定の仮定をおけ
ば定量化可能なもの、具体的には原子力発電が運転停止になる可能性に
関連して代替火力発電の増加に伴うコスト、プロジェクト中止に伴い発生
する回収不能費用のうち六ヶ所再処理工場の既投資額及び廃止措置費
用を算定したところ、項目は政策変更に伴う課題の一部であることから、こ
こには結論のみ記載することと整理されました。

E936

6-27
３－１－３
（６）

トリウム熔融塩炉の開発を原子力政策大綱
（案）に盛り込むべき。

トリウムを利用した原子力システムの研究開発につきましては、原子力政
策大綱（案）においては基礎的・基盤的な研究開発の段階にあるもので、
その研究活動については、将来の不確実性へ対応の観点から、その可能
性を高く評価する関係者により、国際協力を効果的に活用しつつ、主体的
に推進されるべきものと考えられます。
しかし、国のプロジェクト的活動は、「選択と集中」の考え方に基づいて研
究開発資源の効果的かつ効率的な配分を行うべきともされているところ、ト
リウムを利用した原子力システムについてはそのような観点での議論はな
されていないことから、その研究開発について具体的に記述することは控
えたところです。
ただし、第4世代原子力システムに関する国際的プログラムにおいて溶融
塩炉が候補に挙がっているところ、その研究開発の進捗については適宜
注視していくべきものと考えられます。なお、トリウムサイクル技術等に関す
る調査研究にかかる記載のあり方については、策定会議でも議論されまし
た。その議事録については公開されております。

E029,E617,
E621,E693,
E695,E698,
E699,E700,
F004,F005,
F006,F007,
F022,F024,
F026,F077,
F097,F098,
ご209,ご210

6-28
３－１－３
（６）

不確実性への対応にかかる検討は、国が
進めるべきではないか。

策定会議ではご意見と同趣旨のご発言を含む議論を経て、国、研究機
関、事業者等の各々がそれぞれの立場で行うことがあるとし、「国、研究開
発機関、事業者等は、長期的には、技術の動向、国際情勢等に不確実要
素が多々あることから、それぞれに、あるいは協力して、状況の変化に応じ
た政策選択に関する柔軟な検討を可能にするために使用済燃料の直接
処分技術等に関する調査研究を、適宜に進めることが期待される。」と整
理されました。

E308,E474,
E532,E552,
E789,F036,
〒72

6-29
３－１－３
（３）

直接処分についてどのような検討を行なっ
たのか。技術的知見が不足しているという
が、これまで直接処分が検討課題にのぼっ
たことがあるのか。

過去に実施された直接処分を含むコスト分析等については策定会議の期
間中に精査され、その結果は技術検討小委員会に報告されました（技術
検討小委員会（第１回）資料第４号「過去のコスト試算・分析に係る資料に
ついて」）。

〒173

核燃料サイクル政策の審議においては、４つの基本シナリオの比較衡量が
なされましたが、その際高速増殖炉については、シナリオ１の中で以下のよ
うに「有力な技術的選択肢」として扱われました。「シナリオ１： 使用済燃料
は、適切な期間貯蔵した後、再処理する。なお、将来の有力な技術的選
択肢として高速増殖炉サイクルを開発中であり、適宜に利用することが可
能になる。」このことを踏まえ、評価結果においても「実用化すれば」と表現
されました。なお、基本的方針を決めたのは、10の視点からの総合評価に
よるところ、高速増殖炉サイクル技術の意義のみによるものではありませ
ん。

ご指摘と同趣旨の意見を含め策定会議でも議論のあったところ、その審議
の結果として、不確実性の対応について記載することとなりました。
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6-30
３－１－３
（３）

直接処分の知見の欠乏は、これまで直接
処分を議論から排除してきたためである。

我が国は、これまで、使用済燃料を再処理して回収されるプルトニウム、ウ
ラン等を有効利用することを基本方針としてきており、そのため直接処分の
調査研究については必要性が認められず、その結果として知見が不足し
ている旨が記載されたところです。なお、策定会議において「世界では直
接処分の研究が進んでおり、その知見を活用できるので、ガラス固化体の
処分に比べて不利とは言えないのでは」との意見があったところ、「安全評
価にはどうしても我が国の自然条件に対応した知見が必要だが、それは不
足している」という意見があり、そうした議論を踏まえて、原子力政策大綱
（案）では「直接処分する場合について我が国の自然条件に対応した技術
的知見の蓄積が欠如している」と整理しました。

F149

6-31
３－１－３
（３）

直接処分の知見の蓄積が不足というが、高
レベル放射性廃棄物の処分に関しては充
実しているのか。直接処分は高レベル放射
性廃棄物（ガラス固化体）の処分よりも困難
と考えるのか。

新計画策定会議における核燃料サイクルの議論では、経済性にかかる評
価を行うために技術検討委員会で直接処分について検討したところ、高レ
ベル放射性廃棄物（ガラス固化体）の処分に比して、プルトニウムを環境中
に廃棄すること、長期間安定な物質として選択されたガラス固化体と違い、
使用済燃料の形態で処分すること、廃棄体の発熱量が大きく、寸法も大き
く重いことなどに伴う各種の課題があり、その課題の多くは、現時点では決
められない不確定要素を含んでいることがわかりました。その内容は技術
検討小委員会報告書に記載されました。これは技術的成立性の評価に反
映され、その結果として原子力政策大綱（案）には「再処理する場合につ
いては、高レベル放射性廃棄物の処分に関して現在までに制度整備・技
術的知見の充実が行われているのに対して、直接処分については６－３０
に記した趣旨で技術的知見の蓄積が不足している。」と記載されました。

〒174

6-32
３－１－３
（３）

直接処分の費用算定では、使用済み核燃
料４本をまとめて処理できるのはたったひと
つのケースに留まっている。それでもなお、
普通の使用済み核燃料の４倍の発熱量を
持つと記載されている使用済みＭＯＸ燃料
の処分コストを単純に４倍にして計算すると
すれば、使用済みＭＯＸ燃料の直接処分
はたいへん難しいことになってしまう。この
仮定には矛盾がある。

４つのシナリオにおいて、使用済MOX燃料を直接処分するのは（２）部分
再処理の場合の一部であって、直接処分にかかる経済性評価という観点
から見た使用済MOX燃料の特徴はその発熱量であることから、経済性に
ついて発熱量比例として重量（トン）あたりのコストを4倍とすることは技術検
討小委員会において合意されたところです。

E595

6-33
３－１－３
（５）

六ヶ所再処理施設が順調に立ち行かない
可能性を不確実性の１つととらえ、その対
応として中間貯蔵に積極的に取り組むべ
き。

サイクル事業が円滑に進まない可能性については、事業リスクとして管理
されるべきと議論されたところ、３－１－３（３）使用済燃料の取扱い（核燃料
サイクルの基本的考え方）で「事業者には、これらの国の取組を踏まえて、
六ヶ所再処理工場及びその関連施設の建設・運転を安全性、信頼性の確
保と経済性の向上に配慮し、事業リスクの管理に万全を期して着実に実施
することにより、責任をもって核燃料サイクル事業を推進することを期待す
る。」と記載されたところです。

E510

6-34
３－１－３
（５）

原子力政策大綱（案）における中間貯蔵の
書き振りは、前の原子力部会での再処理と
中間貯蔵は同時という書き振りから後退し
ているのではないか。

本原子力政策大綱（案）においても、現状認識において「使用済燃料の中
間貯蔵は、使用済燃料が再処理されるまでの間の時間的な調整を行うこと
を可能にするので、核燃料サイクル全体の運営に柔軟性を付与する手段
として重要であり、現在、事業者が操業に向け施設の立地を進めている。」
とした上で、国と事業者の活動について「国は、中間貯蔵のための施設の
立地について国民や立地地域との相互理解を図るための広聴・広報活動
等への着実な取組を行う必要がある。事業者には、中間貯蔵の事業を着
実に実現していくことを期待する。」と記載されております。なお、中間貯蔵
の対象について「使用済燃料は、当面は、利用可能になる再処理能力の
範囲で再処理を行うこととし、これを超えて発生するものは中間貯蔵するこ
ととする。」と記載されているところであり、当然のことながら再処理と中間貯
蔵は平行して同時に進められるものです。

ご168

6-35 ３－１－３

第二再処理工場は期待できないので、中
間貯蔵を追及するべき。プルサーマル実施
の要件については使用済MOX燃料の排出
保管先を明示させるべき。

原子力政策大綱（案）では、六ヶ所再処理工場に続く再処理工場につい
て具体的には言及しておりません。中間貯蔵された使用済燃料及びプル
サーマルに伴って発生する軽水炉使用済ＭＯＸ燃料については、その処
理の方策について、「六ヶ所再処理工場の運転実績、高速増殖炉及び再
処理技術に関する研究開発の進捗状況、核不拡散を巡る国際的な動向
等を踏まえて２０１０年頃から検討を開始する。」と記載されたところです。
中間貯蔵については、「使用済燃料は、当面は、利用可能になる再処理
能力の範囲で再処理を行うこととし、これを超えて発生するものは中間貯
蔵することとする。」と明記され、そのための施策及び事業者に期待するこ
ととして「国は、中間貯蔵のための施設の立地について国民や立地地域と
の相互理解を図るための広聴・広報活動等への着実な取組を行う必要が
ある。事業者には、中間貯蔵の事業を着実に実現していくことを期待す
る。」と記載されたところです。使用済MOX燃料については、上記のように
記載されたところ、当面は、事業者により適切に貯蔵されることとなります。

E054,E063,
F054,F087,
F109
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6-36
３－１－３
（５）

中間貯蔵に対する積立金制度を求める。

再処理積立金法案にかかる議論においては、中間貯蔵については再処
理とは直接関係せず、いつ、どれだけの量を原子力発電所のプールから
搬出し、いずれの施設に貯蔵するかについて、電力会社の裁量が相当働
くものであるから、これにかかる費用については、会計上引当金として整理
をせず、各年度において発生する施設の減価償却費や運営費用を当期
費用として処理することが適当とされたものと承知しております。

E005

6-37
３－１－３
（５）

原子力政策大綱（案）では２０１０年から中
間貯蔵を検討すると記載されているが、む
しろ２０１０年までに中間貯蔵が必要である
と理解しており、この記載はおかしいではな
いか。

原子力政策大綱（案）で「２０１０年頃から検討を開始する」とされているの
は、「中間貯蔵された使用済燃料及びプルサーマルに伴って発生する軽
水炉使用済ＭＯＸ燃料の処理の方策」で、中間貯蔵に関してではありませ
ん。中間貯蔵については、「１－２－６．核燃料サイクルの確立」に、「現
在、事業者が操業に向け施設の立地を進めている。」と記載しております。

E329,ご166

6-38
３－１－５
（５）

「再処理能力をこえて発生する使用済み燃
料は中間貯蔵する」としているが、各プラン
トの貯蔵ピットで十二分に貯蔵できるのでな
いか。

中間貯蔵施設数については、発電設備容量等の仮定に基づいて貯蔵の
必要な使用済燃料を試算し、発電所内の貯蔵も考慮しつつ必要な尤度に
ついて一定の仮定をおいて試算したところ、例えば、再処理を行う場合に
おいては2050年の時点で３～６箇所の中間貯蔵施設が必要との結果にな
りました。

E52

6-39
３－１－５
（１）

ウラン資源はあと60年程度と言われており、
今後、ウラン調達が難しくなるのではない
か。その現状を把握して対応を考えるべき
である。

策定会議は、同趣旨の議論を経て、関連する政策の基本的方向性を「天
然ウランを将来にわたって安定的に確保することが重要との観点等から、
国際的な資源獲得競争が激化する可能性を踏まえ、電気事業者において
は、供給源の多様化や長期購入契約、開発輸入等により天然ウランの安
定的確保を図ることが重要である。」と整理しています。

E908

6-40 ３－１－３

濃縮、転換等、原子炉に燃料を供給する活
動に関連する事業について、回収ウランの
利用の有り方も含め具体的な記載を求め
る。
ウラン濃縮について安全保障論の観点から
必要性を述べるべき。
濃縮の国内外比率の具体的な数値記載を
行なうべき。

現状認識については、国内供給能力という観点ではなく、事業の状況とし
て整理されたところです。その上で、「３－１．エネルギー利用　３－１－１．
基本的考え方」において、国は原子力にかかる基本的考え方の明確化、
事業環境の整備、研究開発の推進、広聴・広報活動による理解促進活動
等に取り組むべきこと、民間事業者には、必要に投資と技術開発を行い、
我が国の原子力発電とそれに必要な核燃料サイクル事業を長期にわたっ
て着実に推進していくことに取り組むことを期待することなどを、原子力発
電および核燃料サイクルの総論として記載したところ、ウラン燃料を供給す
る活動においては現状の事業の進捗に大きな問題のないことから、個別事
業としての特記の必要なしと判断したところです。
なお策定会議における核燃料サイクルにかかる議論においては、回収ウラ
ンの利用も考慮して、再処理する場合には１～２割のウラン資源節約効果
があるとされ、そのことも踏まえて「使用済燃料を再処理し、回収されるプル
トニウム、ウラン等を有効利用することを基本方針とする」とされました。す
なわち、左記方針においては、回収ウランの有効利用も考慮されていま
す。また、現在六ヶ所再処理工場においては回収ウランを当面の間貯蔵
するのに十分な容量の貯蔵庫が建設されているので、事業者においては
これを有効利用する今後の方策を検討中であり、「原子力にかかる施策の
基本的考え方を示す」という本原子力政策大綱（案）の主旨に鑑みて具体
的にその内容を記載することはいたしませんでした。
ウラン濃縮にかかる国内外の比率についても、大綱の主旨に鑑みて具体
的に内容を記載することは致しませんでした。

E008,E022,
E108,E115,
E128,E226,
E326,E506,
E620,F089,
ご215

6-41 ３－１－３
天然ウランの確保とウラン濃縮について、需
給が逼迫した際には国が責任を持って関
与する旨追記するべき。

「３－１－３．核燃料サイクル」の個別の事業に書いていない国の役割につ
いては、核燃料サイクルを含むエネルギー利用全体について、「３－１－
１．基本的考え方」で、「国は、こうした貢献が今後とも公共の福祉の観点
から最適な水準に維持されるように、原子力発電を基幹電源に位置付け
て、着実に推進していくべきである。このため、国は、必要な原子力施設の
立地が適時になされ、効率的に利用されるように、基本的考え方の明確
化、事業環境の整備、研究開発の推進、国民や立地地域への広聴・広報
活動による理解促進等に取り組むべきである。」と記載されております。

〒88

6-42 ３－１－３

エネルギー自給を国家の基本的目標にす
るにもかかわらず、ウラン濃縮、転換、再転
換を海外に依存する政策を取ってきたの
か。国内濃縮ウランを低コストで製造できる
見通しがあるのか。

原子力はエネルギーの安定供給に貢献するところ、核燃料サイクルはその
供給安定性を向上させることができることは、今回の策定会議でも再確認
されたところです。濃縮等ウラン燃料を供給する事業については、我が国
が核燃料サイクルの技術に関して他国に依存することなく自主的に実施で
きることを重視する観点から、旧動力炉・核燃料開発事業団において各技
術の研究開発が行われ、事業についても合理的な範囲で行われているも
のと認識しております。

E580
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6-43 ３－１－３
劣化ウランの用途は何か。
劣化ウランの用途を明記すべき。

劣化ウランは、当面はプルサーマル燃料としての利用、将来的には高速
増殖炉での利用等の用途が考えられるところであり、策定会議では、高速
増殖炉サイクル技術が実用化された際のウラン節約効果についてもその
利用を前提に評価され、その議論を踏まえて「適切に貯蔵していくことが望
まれる」と記載されました。

E772,F147,
〒125

6-44
３－１－３
（５）

第二再処理施設、中間貯蔵された使用済
燃料、使用済MOX燃料、使用済FBR燃料
の処理の検討早期開始を求める。／具体
的な進め方を示すべき。

当面利用可能になる再処理能力を超えて発生する使用済燃料あるいは使
用済MOX燃料については、当面は貯蔵し、その後に処理することとなりま
す。この貯蔵する期間においても状況変化が考えられるところ、策定会議
では、そのような不確実性への対応についても議論されました。その上で、
原子力政策大綱（案）においては、長期的施策については不確実性への
対応を考慮して進めるべきことを踏まえて、「中間貯蔵された使用済燃料
及びプルサーマルに伴って発生する軽水炉使用済ＭＯＸ燃料の処理の方
策は、六ヶ所再処理工場の運転実績、高速増殖炉及び再処理技術に関
する研究開発の進捗状況、核不拡散を巡る国際的な動向等を踏まえて２０
１０年頃から検討を開始する。この検討は使用済燃料を再処理し、回収さ
れるプルトニウム、ウラン等を有効利用するという基本的方針を踏まえ、柔
軟性にも配慮して進めるものとし、その結果を踏まえて建設が進められるそ
の処理のための施設の操業が六ヶ所再処理工場の操業終了に十分に間
に合う時期までに結論を得ることとする。」と記載されたところであり、六ヶ所
再処理工場に続く再処理工場についても、同検討の中で議論されるものと
考えられます。なお、原子力政策本大綱（案）にこのように記載されたことを
踏まえ、２０１０年には国や事業者等によって、それぞれに、あるいは協力
して、検討が開始されるべきものと考えられます。

E325,E492,
E533,E622,
F038,〒
185,ご005,
ご065,ご
124,ご241

6-45 ３－１－３
自由化の下、事業者に政策を押し付けるの
ではなく、事業者の判断にまかせるべき。

本原子力政策大綱(案）におきましては、国が行う研究開発、規制、誘導、
財政的措置等にかかる施策の基本方針を明らかにし、施策の企画・推進
のための方針を示すとともに、原子力行政にかかわりの深い地方公共団体
や事業者、さらには原子力政策を進める上で相互理解が必要な国民各層
に対する期待が示されております。事業に係る今後の取組については、国
にはここに示した基本方針を踏まえて、許認可条件の整備やエネルギー
政策上の位置づけに応じた誘導策等、必要な環境整備等を行うことを求
めておりますが、事業者に特定の政策を強要しているものではありません。

E583,E584,
E652

6-46
３－１－３
（４）

プルサーマルが本格的資源リサイクルに必
要な産業基盤等にどう寄与するのか。核燃
料サイクル事業は、私企業の責任において
建設、操業されるものなのか。

プルサーマル及び関連する事業の遂行は、将来のプルサーマルや高速
増殖炉サイクル技術等による本格的な核燃料のリサイクルを行うのに必要
な、社会における認知や地域自治体との相互理解、技術及び産業の成熟
等に寄与するもの考えられます。
核燃料サイクルにかかる事業に関しては、原子力政策大綱（案）では、事
業者がその責任において進めることが期待される一方で、国は、基本的な
考え方に沿って事業が円滑に進めうるよう、必要な研究開発、規制、誘
導、財政的措置等を行うべきとして整理されました。

E581

6-47 ３－１－３
核燃料サイクル（再処理、中間貯蔵、使用
済燃料の処理の方策の検討）に関して、国
の積極的関与を求める。

ご指摘にある３－１－３．の（３）、（４）、（５）にも国の役割が個別に記載され
ておりますが、原子力のエネルギー利用にかかる国の役割につきまして
は、３－１－１．基本的考え方に、「このため、国は、必要な原子力施設の
立地が適時になされ、効率的に利用されるように、基本的考え方の明確
化、事業環境の整備、国民や立地地域への広聴・広報活動による理解促
進等に取り組むべきである。」と記載されており、こちらをご参照頂きたいと
考えます。なお中間貯蔵された使用済燃料の処理の方策については、
「六ヶ所再処理工場の運転実績、高速増殖炉及び再処理技術に関する研
究開発の進捗状況、核不拡散を巡る国際的な動向等を踏まえて２０１０年
頃から検討を開始する。」と記載されたところであり、このことを踏まえ、２０１
０年には国や事業者等によって、それぞれに、あるいは協力して、検討が
開始されるべきものです。

E196,E458

6-48 ３－１－３
国はサイクル事業を推進するとともに、その
役割や必要性について国民に明確に説明
してほしい。

国は原子力政策について説明責任を果たすべきところ、その活動につい
ては「１－２－４．原子力と国民・地域社会との共生」と「３－１－３（４）軽水
炉によるMOX燃料利用（プルサーマル）」に記載され、核燃料サイクル政
策についてもその一環として、説明責任を果たすための活動が行われま
す。

E420,E458,
F067,F068

6-49
３－１－３
（３）

第二再処理工場の官民分担が未定である
ことから、事業者に対する核燃料サイクル
推進の期待の記述を削除するべき

３－１－３（３）使用済燃料の取扱い（核燃料サイクルの基本的考え方）で記
載しているのは、「事業者には、これらの国の取組を踏まえて、六ヶ所再処
理工場及びその関連施設の建設・運転を安全性、信頼性の確保と経済性
の向上に配慮し、事業リスクの管理に万全を期して着実に実施すること」に
より、「責任をもって核燃料サイクル事業を推進することを期待する。」という
ことであり、六ヶ所再処理工場及びその関連施設の建設・運転の範囲外の
事業についてはこの文章では触れておりません。

E235
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6-50 １－２－６

「核燃料サイクルに係わる活動が合理的な
範囲で自主的に行われることを目指し、」と
あるが、この「合理的な範囲」と「自主的に
行われること」とは何か具体的に書くべき。
事業者が自主的に核燃料サイクルを進める
ことは難しいのでないか。

ご指摘の１－２－６の記述のうち、「合理的な範囲内で」という点に関しまし
ては、経済性に限らず、安全性、核不拡散性等さまざまな観点から総合的
に考慮して合理的と判断できる場合において、という意味で記述しておりま
す。「自主的に」との記述に関しましては、意味がより明確になるように修文
致します。
なお、本原子力政策大綱（案）では使用済燃料を再処理し、回収したプル
トニウム、ウラン等を有効利用することを基本的方針としたところ、大綱が決
定された後には、事業者がこれに沿った運営を行うことが可能になるような
施策が進められるものと考えられます。

E048,E120,
F113

6-50a ３－１－３
原子力安全委員会で議論された要旨を説
明し、改めて詳細を議論する姿勢が必要。

原子力基本法第5条において「原子力委員会は、原子力の研究、開発及
び利用に関する事項（安全の確保のための規制の実施に関する事項を除
く。）について企画し、審議し、及び決定する。」とされており、法律上原子
力委員会は安全規制について扱うことができません。その一方で、策定会
議においても可能な限り安全についても十分議論すべし、との意見のあっ
たところ、規制の内容に立ち入らない範囲で、安全確保の考え方について
議論し、大綱に取りまとめたものです。原子力委員会は原子力安全委員会
と連絡を取り、必要な事項について連絡致しますので、適宜の取組がなさ
れるものと認識しています。

E833

6-51
３－１－３
（３）

積立金は国税の一般財源を使用すべきで
はない。受益者負担として電気料金×○
○％で決定すべきで、大量に消費する場
合はその掛け率は高くし、少量節約する方
は安価に設定する。スライド方式の料金に
してすべて受益者負担とすべき。

「原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及
び管理に関する法律」の対象となる再処理等費用についても、受益者負
担の原則の下、電気料金として回収されます。一般財源は使用されませ
ん。

E674

6-51a
３－１－３
（２）

第1章1-2-6に「ウラン濃縮については国内
需要の大半を海外に依存しているが」とあ
るが、国産濃縮ウランが輸入品に対して割
高な場合、国産濃縮ウランの使用を事業者
に義務付けるのか？　輸入品との価格競争
で敗れたら、国内のウラン濃縮工場には政
府が何らかの支援策を約束するのか？　そ
れとも市場原理にまかせるのか？

国内における濃縮事業については、その経済性についても配慮した上で
３－１－３．（２）に「我が国として、濃縮ウランの供給安定性や核燃料サイク
ルの自主性を向上させていくことは重要との観点等から、事業者には、こ
れまでの経験を踏まえ、より経済性の高い遠心分離機の開発、導入を進
め、六ヶ所ウラン濃縮工場の安定した操業及び経済性の向上を図ることを
期待する。」と整理されました。なお、事業者に対する国内で濃縮されたウ
ランの使用義務付けはありません。

E169
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６．核燃料サイクル

（具体的な修正にかかるご意見）
No 該当箇所 ご意見の概要 ご意見への対応 意見番号

6-53
３－１－３
（６）

この項（６）は削除する。
理由：ここに「直接処分技術」だけを特掲す
るのは唐突であり、核燃料サイクル政策の
「基本」がゆらいでいるかのように誤解され、
中間貯蔵立地への悪影響や、既設発電所
所在地への不安を招く可能性がある。

本原子力政策大綱（案）において示された核燃料サイクル政策の基本的
方針は「使用済燃料を再処理し、回収されたプルトニウム、ウラン等を有効
利用する」ことです。不確実性の対応については、ご指摘と同趣旨の意見
を含めた策定会議での審議を経て、「国、研究開発機関、事業者等は、長
期的には、技術の動向、国際情勢等に不確実要素が多々あることから、そ
れぞれに、あるいは協力して、状況の変化に応じた政策選択に関する柔
軟な検討を可能にするために使用済燃料の直接処分技術等に関する調
査研究を、適宜に進めることが期待される。」と整理されました。

〒91

6-54
３－１－３
（６）

「国，研究開発機関，事業者等は，・・・状
況の変化に応じた政策選択に関する柔軟
な検討を可能にするため使用済燃料の直
接処分技術等に関する調査研究を,適宜進
めることが期待される。」とあるが，研究主体
は「国，研究開発機関等」とすべきである。
（理由）プルサーマル実現に傾注している
電気事業者が「直接処分技術」の調査研究
に携わることは不可能。4-1-1「基礎的・基
盤的な研究開発」では，「核燃料サイクルの
推進等において将来の社会情勢の変化等
に柔軟に対応できる技術的選択肢を確保
するための基礎的な調査研究も，国は適宜
に推進すべきである。」とされており，将来
の社会情勢の変化等への対応は国が調査
研究を推進することになっている。

策定会議ではご意見と同趣旨のご発言を含む議論を経て、国、研究機
関、事業者等の各々がそれぞれの立場で行うことがあるとし、「国、研究開
発機関、事業者等は、長期的には、技術の動向、国際情勢等に不確実要
素が多々あることから、それぞれに、あるいは協力して、状況の変化に応じ
た政策選択に関する柔軟な検討を可能にするために使用済燃料の直接
処分技術等に関する調査研究を、適宜に進めることが期待される。」と整
理されました。

E450

6-55
３－１－３
（２）

「・・・劣化ウランは、将来の利用に備え、適
切に貯蔵していくこと・・・」
→「・・・劣化ウランは、適切に処分し、一部
は将来の平和利用に備え、適切に貯蔵し
ていくこと・・・」
理由：
軍事利用でなかったらそんなにたくさん利
用することは考えられないが如何？

E303

6-56
３－１－３
（２）

3-1-3(2)「ウラン濃縮」において，劣化ウラ
ンの貯蔵について言及されたことは評価で
きるが，貯蔵の理由を「将来，ＭＯＸ燃料の
母材や高速増殖炉のブランケット燃料とし
ての利用に備え」と記載し，貯蔵の必要性
を明確にすべきである。

（理由）貯蔵の理由が「将来の利用に備え」
と曖昧であり，「劣化ウラン弾に使用すること
を想定しているのではないか」といった邪推
や誤解をまねく可能性があることから，利用
目的を明確にすべき。

E448

劣化ウランは、当面はプルサーマル燃料としての利用、将来的には高速
増殖炉での利用等の用途が考えられるところであり、策定会議では、高速
増殖炉サイクル技術が実用化された際のウラン節約効果についてもその
利用を前提に評価され、その議論を踏まえて「適切に貯蔵していくことが望
まれる」と記載されました。
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６．核燃料サイクル

No 該当箇所 ご意見の概要 ご意見への対応 意見番号

6-57
３－１－３
（３）

意見：表現を以下のように修正
　国は、核燃料サイクルに関連して既に「原
子力発電における使用済燃料・・・・に関す
る法律」等の措置を講じてきているが、今後
ともこの基本方針を踏まえて、効果的な研
究開発を推進し、所要の経済的措置を整
備すると共に、国民の合意を得るための努
力を払うべきである。事業者には、これらの
国の取組を踏まえて、六ヶ所再処理工場及
びその関連施設の建設・運転を安全性、信
頼性の確保と経済性の向上に配慮し、事業
リスクの管理に万全を期して着実に実施す
ることにより、わが国における実用再処理技
術の定着・発展に寄与することを期待する。
理由：国は、核燃料再処理政策についての
国民の理解が十分でないことを常に念頭に
於いて、国民の合意を得るための努力を継
続すべきである。この点についてきちんと記
述すべきである。
また、国策である核燃料サイクルを推進す
る責任を負っているのは国であるが、第二
再処理工場の建設・運転についての官民
分担についての基本方針も明確化されて
いない。従って、事業者に「責任を持って核
燃料サイクルを推進することを期待する」こ
とはできない。よってこの部分は削除すべき
である。

国は原子力政策について説明責任を果たすべきところ、その活動につい
ては主に「１－２－４．原子力と国民･地域社会の共生」に記載され、核燃
料サイクル政策についてもその一環として、説明責任を果たすための活動
が行なわれます。
「３－１－３（３）使用済燃料の取扱い（核燃料サイクルの基本的考え方）」で
記載しているのは、「事業者には、これらの国の取組を踏まえて、六ヶ所再
処理工場及びその関連施設の建設・運転を安全性、信頼性の確保と経済
性の向上に配慮し、事業リスクの管理に万全を期して着実に実施する」こと
により、「責任を持って核燃料サイクル事業を推進することを期待する。」と
いうことであり、六ヶ所再処理工場及びその関連施設の建設・運転の範囲
外の事業についてはこの文章では触れておりません。

E235

6-58
３－１－３
（３）

意見：３６ページ８行目の「事業者には」で
はじまる文章に続き、次の内容を追加する
べきである。
また、六ヶ所再処理工場の操業が中断し、
単・中期的に使用済み燃料の搬出が滞っ
ても、原子力発電所が順次停止する可能
性がある。事業者は六ヶ所再処理工場を操
業する前に、地域社会の同意を経た対応
策を講じ、これを公表しなければならない。

理由：事業者の努力にもかかわらず、何ら
かの事態・事情により六ヶ所再処理工場の
操業が中断し、使用済み燃料の処理が
滞った場合、上記文案に示したように原子
力発電所が順次停止する可能性がある。
使用済み燃料貯蔵プールの不正溶接によ
る水漏れと受け入れ中断の時期の多くは、
東電の不正等による原子力発電所の停止
時期と重なったため、運転中の原発を停止
する必要は「幸運にも」なかったが、この時
期にずれがあった場合には停止する可能
性もあっただろう。また、原子力政策大綱
（案）中の４つのケースに対する１０の評価
のうち、政策変更に伴う課題では触れられ
ないケースであることから、新たに追記する
必要がある。

策定会議ではご意見と同趣旨の意見が出たことから、六ヶ所再処理工場
は海外の再処理工場で得たいろいろなトラブルの実績を踏まえて、設備の
設計の段階から改良を取り込んで、余裕を持った設計となっている旨説明
があったところですが、なお、トラブルの発生が皆無と予想することはでき
ないことから、原子力政策大綱（案）においては、「特に、六ヶ所再処理工
場に関しては、安全・安定操業の確保、トラブルへの対応策の準備を含む
事業リスク管理の徹底とリスクコミュニケーションによる地域社会に対する説
明責任の徹底を通じて、これを円滑に稼動させていくことが期待される。」
としています。

E604

6-59
３－１－３
（３）

意見：第３章、３－１－３．核燃料サイクル
（３）P３３の1４行目からP３５の下から５行目
までを本文から削除し、付録あるいは参考
資料とする。
理由：「技術検討小委員会」の中身を本文
中に入れる必要はなく結論部分だけで充
分。もし、このままにしておくと、小委の検討
時点における諸条件の一つ一つ（石油・ウ
ランの価格、デコミ関連コスト、等等）が変動
する毎に、サイクル政策を再検討しなけれ
ばならないことになろう。

策定会議の審議において、審議時間の多くの時間を費やした核燃料サイ
クル政策については、審議内容を含め原子力政策大綱（案）でもしかるべ
き割合で記載するべき、との複数の意見があり、それを反映した構成に
なっております。

〒89
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６．核燃料サイクル

No 該当箇所 ご意見の概要 ご意見への対応 意見番号

6-60
３－１－３
（３）

ご指摘の日本原子力研究開発機構による技術移転等に関する役割につ
いては、「４－３．知識・技術基盤の整備」において整理されました。なお、
「３－１－３．（５）中間貯蔵及びその後の処理の方策」において、「中間貯
蔵された使用済燃料及びプルサーマルに伴って発生する軽水炉使用済
ＭＯＸ燃料の処理の方策は、六ヶ所再処理工場の運転実績、高速増殖炉
及び再処理技術に関する研究開発の進捗状況、核不拡散を巡る国際的
な動向等を踏まえて２０１０年頃から検討を開始する。この検討は使用済燃
料を再処理し、回収されるプルトニウム、ウラン等を有効利用するという基
本的方針を踏まえ、柔軟性にも配慮して進めるものとし、その結果を踏まえ
て建設が進められるその処理のための施設の操業が六ヶ所再処理工場の
操業終了に十分に間に合う時期までに結論を得ることとする。」と整理され
たところ、ご指摘の内容についてもこの中で検討されます。

〒90

（改定意見）事業者にはこれらの国の取組
を踏まえて、六ヶ所再処理工場及びその関
連施設の建設・運転を安全性、信頼性の確
保と経済性の向上に配慮し、事業リスクの
管理に万全を期して着実に実施することに
より、同工場の安定操業を達成することを
期待する。そのため日本原子力研究開発
機構は東海再処理施設の知識・経験を活
用して、六ヶ所再処理工場に対する技術的
支援を継続すべきである。さらにそれら施
設の建設・運転を通じ、事業者と日本原子
力研究開発機構はその成果を共有し、我
が国における実用再処理技術の定着・発
展に寄与することとする。六ヶ所再処理工
場以降の再処理施設等、将来の核燃料サ
イクル事業の展開については、国が適宜適
切に計画を策定し、研究開発、事業化等へ
の条件整備を行うべきである。
理由：（１）六ヶ所再処理工場は将来の再処
理施設開発・展開の死命を制する重要な
位置付けにあり、万全を期して安定操業を
達成させなければならない。日本原子力研
究開発機構が継続的に支援する体制は必
要不可欠である。
（２）六ヶ所再処理工場以降の再処理施設
計画については、現状では不透明性が大
きいが、国は高速増殖炉を含めた将来的な
核燃料サイクル構想の策定と研究開発、事
業化のための条件整備を実施すべきであ
る。
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７．放射線利用

No 区分 ご意見の概要 ご意見への対応 意見番号

7-1

放射線利用の研究は、研究施設の整備
などによる地域産業の活性化や原子力
に対する地元理解につながるので、放
射線利用に関する取り組みはとても意義
があるのでないか。

E042

7-2
放射線の利用及び研究は大変意義が
あるものであり積極的に進めて行くべ
き。その理解活動にも取り組むべき。

E109

7-3
放射線利用に関して国民の理解や同意
が得られていないのではないか。

F267

7-4

「放射線利用技術が他の技術と比較
して優位性がある場合や、放射線利
用技術の特徴が必要不可欠な場合
に採用されるべきものであること」、過
剰照射などの問題については「現状
認識」でなく「３－２－１．基本的考え
方」で考え方を示すべき。

「放射線による測定、加工、診断技術等は、学術研究、工業、農業、医療
活動等において利用される多種多様な技術の一つであり、他の技術と比
較して優位性がある場合や、放射線利用技術の固有の特徴が必要不可
欠な場合に採用されてきている。」という文章は、今後取組むべき方針（姿
勢）と考えるより、すでに多くの技術がこのような認識のもとで国民生活の
身近なところでも活用されていることに鑑みると、放射線利用に関わる基
本的認識と捕らえる方が適切との指摘もあり、認識を記した文章の最初に
記しています。なお、過剰照射など、多種多様な分野にわたる放射線利
用技術の個々の課題につきましては、１-１の基本的な目標に記載されて
いますように関係者が課題を克服する努力を継続的に行うことが重要と整
理しています。また、3-2-1に「厳格な安全管理体制の下で、効果的で効
率的な利用に向けて努力がなされることを期待する。」としています。

E383,E886,
E570

7-5
放射線がん治療がもっと強調される
べき。

｢長計についてご意見を聴く会」や策定会議での審議などを通じて、医療
分野における放射線利用の一つとして、放射線がん治療の果たす役割は
重要と認識しております。1-2-8においては、多分野にわたる放射線利用
の中で、それぞれの分野における貢献が大きいと認識されているものを列
挙しております。

〒033

7-6
放射線利用技術の負の側面を評価
すべきである。

7-7

3-2-1　放
射線利用
基本的考え
方

放射線利用とリスクに関するご意見

7-8

3-2-2　各
分野におけ
る進め方
（１）科学技
術・学術分
野

科学技術・学術分野での放射線利
用に関して原子炉や中性子線に関
する記述を追加すべき。

原子力政策大綱（案）の１－２－８中、「他方、（中略）、研究用原子炉等の
施設・設備を用いて、（中略）、中性子線、（中略）「量子ビームテクノロ
ジー」と呼ぶべき新たな技術領域が形成されている。」と記され、資料の13
ページや用語解説にも記されていますように、研究用原子炉を用いて中
性子線を発生・制御・利用する技術で科学技術や学術、また様々な産業
振興・医療利用への貢献が大きく期待される技術は量子ビームテクノロ
ジーに包含されるものと整理しています。

E847

7-9
医療被ばくなど、医療分野に関する
課題等を示すべき。

E194,E218

7-10

日本の医療被曝は問題にもなってい
る。放射線業務従事者同様、医療被
曝もこれと連動して一元管理される
べき。

E786

7-11
食品照射について、早急に法整備
設定と合法で安全性の高い照射食
品の市場を確立すべき。

E195,E285

7-12
食品照射の導入に関しては十分に
検証して決めるべきでないか。

E302

7-13
食品照射についての理解活動を進
めるべき。

E444,E544

7-14 食品照射反対。
〒108,〒
109,〒135

7-15
不妊虫放飼法による害虫防除は進
めるべきではない。

不妊虫放飼法は、がん治療等多種多様な放射線利用技術の一つであ
り、農薬散布量の大幅な低下をもたらし、すでに産業の振興や国民生活
の水準向上への貢献が大きくなされてきた技術の一つと認識され、今後も
継続して貢献がなされることが期待されている技術の一つです。

E433

（いただいたご意見）

原子力政策大綱（案）の1-2に記されていますように、放射線利用技術は
身近な国民生活の水準向上に幅広い分野で役立っています。今後も、学
術の進歩、産業の振興及び人類社会の福祉と国民生活の水準向上に広
範囲に貢献することができるようにすることが原子力政策大綱（案）の放射
線利用の基本的目標としています。

1-2 現状認
識

1-2-8  現
状認識　放
射線利用

放射線利用における負の側面（リスク）や安全管理体制の基本的考え方
に関しましては、「長計についてご意見を聴く会」や策定会議での審議な
どを踏まえて、原子力政策大綱（案）の３－２－１中「放射線は取扱を誤れ
ば人の健康に悪影響を与えること、不適切な取扱事例が報告されることが
あることから、利用現場においては、安全確保のあり方について絶えず見
直して、今後とも厳格な安全管理体制の下で、効果的で効率的な利用に
向けて努力がなされることを期待する。」と記しています。

E634,E762,
E776

医療被ばくに関しましては、３－２－１内に「不適切な取扱事例が報告され
ることがあることから、」と記されているように誤照射等の問題を「長計につ
いてご意見を聴く会」でのご意見や策定会議における審議などを通じて認
識しており、これらの認識を踏まえ原子力政策大綱（案）では、3-2-2（３）
医療分野の項で、国は、現場における情報の共有や教育を通じて適正な
放射線治療が普及していくように所要の措置を講じるべき旨を記し、また、
患者の被ばくについては、関係団体において指針の策定を含め、被ばく
線量の最適化に向けた方策の検討が行われることを期待する旨が記され
ています。

3-2-2　各
分野におけ
る進め方
（3）医療分
野

3-2-2　各
分野におけ
る進め方
（4）その他
の分野

原子力政策大綱（案）では、「放射線利用技術は、学術、工業、農業、医
療の分野で重要な役割を果たしているが、その特徴を伸ばし、課題を克
服する努力を継続的に推進して、この技術が引き続き学術の進歩、産業
の振興及び人類社会の福祉と国民生活の水準向上に広範囲に貢献して
いくことができるようにする。」という基本的目標を実現することを目指して
います。食品照射に関しましては、1-2-8中で「しかしながら、食品照射の
ように放射線利用技術が活用できる分野において、社会への技術情報の
提供や理解活動の不足等のために、なお活用が十分進められていないこ
とが、課題として指摘されている。」と課題として認識しています。「長計に
ついてご意見を聴く会」での食品照射に係るご意見や策定会議での審議
などを踏まえ、3-2-2内で「食品照射については、生産者、消費者等が科
学的な根拠に基づき、具体的な取組の便益とリスクについて相互理解を
深めていくことが必要である。また、多くの国で食品照射の実績がある食
品については、関係者が科学的データ等により科学的合理性を評価し、
それに基づく措置が講じられることが重要である。」と記し、上記のように関
係者が課題を克服する努力を継続することが重要と認識しています。
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７．放射線利用

No 該当箇所 ご意見の概要 ご意見への対応 意見番号

7-16 7頁の1行目
「農業」を「食品流通」に修正すべ
き。

放射線利用技術は、現在食品流通分野のみならず生産を含めて広範囲
の農業分野において利用されていますので、「農業」が適切です。例え
ば、原子力政策大綱（案）の1-2-8章や資料の15ページに記してあります
ように、沖縄においては害虫であるウリミバエを不妊化し（害虫防除）苦瓜
等農産物の生産量増加（沖縄以外への運送許可による）に貢献している
例、放射線育種で品種改良がなされ生産されている耐病性ナシ（ゴール
ド二十世紀）や低タンパク質イネ、カーネーションや菊等約１４０品目が生
産され流通している例などがあります。

E843

7-17 8頁の4行目 農業の実例を記すべき。

原子力政策大綱（案）の1-2章においては、多種多様な放射線利用の中
から身近な国民生活の場に広く浸透し、国民生活の水準向上や産業振
興に大きく貢献している一例として、ラジアルタイヤが適切との策定会議で
の議論などを踏まえて記しています。他の放射線利用の例は、原子力政
策大綱（案）の1-2-8や3-2-2、また資料等に記してあります。農業分野で
の利用の歴史は長く、その実例は、原子力政策大綱（案）の1-2-8章や資
料の15ページに記してありますように、害虫防除、放射線育種、食品照射
などがあります。このように、原子力政策大綱（案）の別項目中や資料等に
農業分野における利用例を示しており、また冗長な文章となることを避け
ています。

E878

7-18
被ばく線量に関わる表現を改定すべ
き。

当該文章中に記してある「不必要な被ばくをさせないため」には必要最低
限との文意が含まれています。なお、ここで”最適化に向けた方策”には、
不必要な被ばくをさせないためにとる診療１回あたりの照射線量の最適化
策のみならず、診療システムの改善による総診療被ばく線量の低減化策
や診療手段の最適化策など様々な最適化策を包含しています。

F151

7-19
放射線診療の前に「治療効果が高
い」という文言を加えるべき。

〒032

7-20
「患者の負担が少ない」の後に「より
効果的な」放射線治療と加えるべ
き。

〒039

7-21 医学物理士を含めるべき。

放射線医療分野の専門家不足に関しては「長計についてご意見を聴く
会」での専門家のご意見の中で課題が述べられ、策定会議での審議など
を通じて当該分野の課題のひとつと認識をしており、原子力政策大綱
（案）の2-3に「放射線医療分野の専門家の数が不足していることから（中
略）その育成・確保に努めるべきである。」と記しています。ここで、医学物
理士は、｢専門家」に含まれる種のものであり、また現在国家資格として認
定されていないこともあり本原子力政策大綱（案）の中では特記はしてい
ません。

〒034,〒
035

7-22

「放射線や原子力を含めたエネル
ギー問題や」の後に「医療応用など
の国民福祉への寄与に関する」を加
えるべき。

ご意見の中で「医療応用など」と例示されていますが、これは「放射線」の
中に農業応用や工業応用などとともに包含されており、原子力政策大綱
（案）の記述が冗長に過ぎず適切です。

〒036

7-23

「安全管理体制」に関して、エネル
ギー利用と医療現場におけては類
似の問題があり、手法や人材の共有
化ができないか。また多層的で強固
なシステムを構築できないか。

原子力政策大綱（案）の３-２-１において安全管理体制やネットワーク等の
重要性が記されています。本基本的考え方は、ご意見の主旨や、その他
利用現場で起きている誤照射など様々な課題や問題を認識した上で記
載されています。

〒037

7-24

「先端的な施設・設備の整備」ととも
に「既存施設の設備の整備による有
効利用と人材育成を同時に行ってゆ
くべきである」を加えるべき。

既存施設の設備の整備による有効利用などは、原子力政策大綱（案）の３
－２－１内の「利用現場においては、（中略）、効果的で効率的な利用に
向けて努力がなされることを期待する。」と記しました対象の一つであると
認識しています。人材育成に関しましては、ご意見の主旨を含み２－３が
記されています。

〒038

「長計についてご意見を聴く会」での専門家のご意見や当該分野の専門
家を委員として含む策定会議での議論などを踏まえますと、効果に関する
記述は、多種多様にある放射線診療技術の個々の診療・治癒効果の総
括的な評価を行った結果を踏まえて記述できる種のもので、策定会議が
その場ではなく審議されていないため記していません。なお、３－２－１に
記してありますように、医療分野での放射線利用（放射線診療）も社会に
大きな効用をもたらしていると認識しています。

38頁の下か
ら7行目から
39頁の1行
まで

（具体的な修正意見）
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７．放射線利用

（その他ご質問等）
No ご意見への対応 意見番号

7-25
資料に「放射線治療機器数（直線加
速器）」と「年間放射線治療患者数」
を入れるべき。

広範囲にわたる情報から専門家を含む策定会議用の資料が作成され、審
議を経て本資料のコンセンサスが得られております。本資料では、工業利
用の代表例として半導体加工が、農業利用の代表例として育種が、医療
利用の代表例としてＰＥＴが選ばれており、新たな放射線利用での例示も
「床ずれ防止マット」と「絆創膏」と医療関連品が選ばれています。他分野
においても市場規模が大きいものが多々あるなか、分野間のバランスも考
慮すると医療関連のみ例示を３つから５つに増やす必要性は低いと整理
いたしました。

〒040

7-26

資料中、新たに放射線治療装置（Ｉ
ＭＲＴ）の図やがん患者需要の増加
曲線も入れるべき。また、重粒子線
がん治療を独立させた資料とすべ
き。

医療分野における放射線利用技術には、策定会議や「長計についてご意
見を聴く会」で示されたものを代表例として多種多様なものが利用されて
いると認識しています。本資料は、国民の認知度が高い技術等様々な観
点から総合的に考えて代表例や配分を決めております。

〒041

ご意見の概要

資料（医療
分野での放
射線利用）
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８．放射性廃棄物の処理・処分

（いただいたご意見）
NO 区分 ご意見の概要 ご意見への対応 意見番号

8-1
放射性廃棄物を地中深く埋めること
で安全性は確保されるのか。それ以
外の方法も検討すべきでないか。

E018
E411
〒061

8-2
高レベル放射性廃棄物の報告書の
意義等を具体的に記載すべき。

E915

8-3
高レベル放射性廃棄物処分を海外
でも地層処分できるように記載すべ
き。

○また、原子力政策大綱(案)では「放射性廃棄物を人間の生活環境への
影響が有意なものとならないように処理・処分することは、原子力の研究、
開発及び利用に関する活動の一部であり、必須のものである」ことを示し
た上で、原子力発電所から発生する低レベル放射性廃棄物の多くを対象
とする埋設処分事業が既に実施されていること及び高レベル放射性廃棄
物についてはＮＵＭＯが「高レベル放射性廃棄物の最終処分施設の設置
可能性を調査する区域」の公募を開始していること、並びに低レベル放射
性廃棄物の一部の処理・処分については関係者の間で検討が進めれて
いることなど、これまでの取組の現状を記載しております。その上で、「国
及び事業者は、国民の原子力に対する理解を遅らせひいては原子力の
研究、開発及び利用に支障を及ぼすことにならないためにも、これらの処
分方法を早急に明確にして、その実現に向けて計画的に取り組むことが
重要である。」との現状認識を記載しています。

E495

8-4
現状認識にこれまでの具体的な取
組を記載すべき。

E901

8-5
放射性廃棄物の処理・処分が着実
に進んでいないのではないか。

E629
F256
F275
〒189

8-6
高レベル放射性廃棄物処分の積み
立て費用を公表すべきではないか。

○高レベル放射性廃棄物の処分の積み立てについては、２０００年６月に
「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律」が制定され、それに基づ
き、電気事業者等により、２００１年１月から高レベル放射性廃棄物の処分
費用の積立ても行われています。高レベル放射性廃棄物の処分費用に
ついては経済産業省が毎年特定放射性廃棄物の最終処分費用及び拠
出金単価の見直しを行い、その内容を公開するとともパブリックコメントも
実施しております。

E670
E676

8-7
原子力を進めると、高額で厳しい管
理を要する廃棄物を生むことを明記
すべき。

○なお、下述に示す理由から「３章原子力利用の着実な推進　３－３．放
射性廃棄物の処理・処分」を「第２章原子力の研究、開発及び利用に関
する基礎的活動の強化　２－３．放射性廃棄物の処理・処分」に変更する
ことから、１－２－９を１－２－３に修文します。

ご231

○高レベル放射性廃棄物の処分に関して、各国及び国際機関におい
て、宇宙空間への処分、南極大陸などの氷床への処分、海洋底又は海洋
底の堆積物中の処分、深地層への処分が考えられてきました。宇宙への
処分については事故が起きた場合のリスクが非常に大きいこと、南極の氷
床への処分については、南極条約によって禁止されていること、海洋底又
は海洋底の堆積物中の処分については、ロンドン条約によって禁止され
ていることなどから、地層処分が最も好ましい方法として、国際的に共通の
考え方となっております。このような処分方法など、これまで高レベル放射
性廃棄物処分懇談会などで様々な議論・審議が行われた経緯があり、高
レベル放射性廃棄物については我が国の地下３００ｍより深い地層中に
処分（地層処分）する方針となっております。
○原子力政策大綱(案)では、「1-2-9.放射性廃棄物の処理・処分」の現状
認識において『高レベル放射性廃棄物については、ガラス固化し地層処
分する方針が立てられ、研究開発が進められてきた。原子力委員会は、
その成果を踏まえて１９９９年に「高レベル放射性廃棄物の処分に向けて
の基本的考え方」を取りまとめ、核燃料サイクル開発機構は１９９９年１１月
にこれまでの研究成果を基に「地層処分研究開発第２次取りまとめ」を
行った。国は、これに基づく処分制度の整備に取り組み、２０００年６月に
「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律」が制定された。」』との主
な経緯を記載しています。

1-2-9
放射性廃棄
物の処理・
処分の現状
認識につい
て

○1-2-9の現状認識の記載では、上述のとおり低レベル放射性廃棄物と
高レベル放射性廃棄物の主な経緯と現状を記載しており、低レベル放射
性廃棄物のそれぞれの廃棄物の種類毎の取組については３章の取組及
び添付資料に記載しています。また、これまでの高レベル放射性廃棄物
の報告書のそれぞれの意義等は、それぞれの報告書やこれまでの原子
力長期計画等で記載されておりますので、その内容まで原子力政策大綱
（案）には記載しておりません。ただし、原子力政策大綱（案）の1-2-9の現
状認識には低レベル放射性廃棄物と高レベル放射性廃棄物のこれまで
の取組をまとめて記載した方が理解しやすいことから、ｐ１７の上から７～１
１行目「一方、低レベル放射性廃棄物・・・重要である。」の文章をｐ１６下
から９行目の「・・・が実施されている」の後の文章の位置に変更するととも
に一部文章を修文します。
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８．放射性廃棄物の処理・処分

NO 区分 ご意見の概要 ご意見への対応 意見番号

8-8

「発生者責任の原則」、「放射性廃棄
物最小化の原則」、「合理的な処理・
処分の原則」、「国民との相互理解に
基づく実施の原則」のいずれも誤っ
た考え方であるのでないか。

E053
F152

8-9

「放射性廃棄物最小化の原則」は、
発生時点での最小化を意味している
ことが理解しやすいように分かりやす
く書くべき。

E036

8-10
放射性廃棄物の処理・処分の４つの
原則は重要であり、広く関係者の関
与が必要である。

E522

8-11
放射性廃棄物の処理・処分の基本
的考え方に経済性を踏まえ処理・処
分すると記載すべき。

E493

8-12
放射性廃棄物の処理・処分技術は
循環型社会と関係ないのではない
か。

E616,E867

8-13
放射性廃棄物の処理・処分を本大
綱に従って着実に進めるべき。

E438

8-14
放射性廃棄物の安全な処分の取組は
原子力を推進してきた者の責任で実施
すべき。

〒136
〒187

8-15
高レベル放射性廃棄物以外の放射性
廃棄物の処分の実施主体に原子力委
員会及び国は積極的に関与すべき。

E920

8-16
内閣府で放射性廃棄物と廃棄物の
統一した横断的な規制等の検討を
実施すべき。

E412

8-17
放射性廃棄物処分に関する国民の
理解が促進されるよう十分に説明す
べき。

E324
E675

3-3-1
基本的考え
方
原則等につ
いて

○原子力政策大綱（案）では放射性廃棄物の処理・処分の基本的考え方
に「原子力の便益を享受した現世代は、これに伴い発生した放射性廃棄
物の安全な処分への取組に全力を尽くす責務を、未来世代に対して有し
ている」と示している内容は、放射性廃棄物だけではなく廃棄物すべてに
かかる倫理的な考え方であり、これまで高レベル放射性廃棄物処分懇談
会、高レベル放射性廃棄物の処分に向けての基本的考え方、これまでの
原子力長期計画等で議論された基本的考え方であり今回の策定会議で
も審議されています。この内容は国際的（ＯＥＣＤ／ＮＥＡ、ＩＡＥＡ等）に共
通した基本的考え方です。また、放射性廃棄物については、「発生者責
任の原則」、「放射性廃棄物最小化の原則」、「合理的な処理・処分の原
則」及び「国民との相互理解に基づく実施の原則」の４つの原則を示して
います。これらの原則はこれまでの各放射性廃棄物の処理・処分の基本
的考え方や原子力長期計画等で示された基本的考え方を取りまとめたも
のであり、また、国際的に例えばＩＡＥＡが定めている「放射性廃棄物管理
の原則」（１９９３年）にも示されているものです。以上の原則に基き、「放射
性廃棄物は、含まれる放射性核種の量が崩壊により時間の経過とともに
減じていくが、それが有意に減少するには超長期を要するものもあるという
特徴を踏まえ、原則のもとで安全に処理・処分されるべきである。」と示し
ています。

○「放射性廃棄物最小化の原則」については、原子力政策大綱（案）に添
付しております「放射性廃棄物の処理・処分に対する取組について（論点
の整理）」において「放射性物質の発生を抑制するともに、処分するべき
放射性廃棄物の発生量がなるべく少なくなるように努力する」と記載して
おり、発生時点だけでなく処理により減容等できるものは発生量を少なく
するように努力することを示しております。また、「合理的な処理・処分の原
則」では「放射性廃棄物は、発生者や発生源によらず、適切な処理を行っ
た上で、放射能濃度の高低や含まれる放射性物質の種類等に基づく適
切な区分毎に、必要な期間、管理処分を行うか、または将来において人
間活動に影響を与えないよう生活空間から隔離する地層処分を行うなど、
安全性を確保した上で効率性、経済性に配慮しつつ、合理的な処理・処
分を実施する。放射性物質の濃度が極めて低い液体、気体については、
人類の生活環境に有意な影響をもたらさないことを確認して、環境に放出
することが認められる」と示しております。また、人々の相互理解を図り最
終処分を行うには「国民との相互理解に基づく実施の原則」に基づき、放
射性廃棄物の処分場の設置と運営に伴う公衆への影響については、徹
底した情報公開により、地方公共団体をはじめとする地域社会の理解と協
力を得る必要があります。

○放射性廃棄物の処理・処分の技術開発は、放射性廃棄物だけではなく
一般・産業廃棄物の効果的で効率的な処理・処分の技術にも役立てるこ
とにより廃棄物を再利用する等の循環型社会の実現を目指す我が国社会
に貢献できることから、研究開発機関等は先進的に進めるべきであるとの
基本的方向を示しています。
○原子力政策大綱（案）は放射性廃棄物の処理・処分の着実な推進に向
けての取組の基本的考え方について記載しており、それぞれの関係者は
この基本的考え方に基づき放射性廃棄物の処理・処分に向けての取組を
行うものと認識しております。また、「発生者責任の原則」等の原則を示し
た上で、そのための国の取組の基本的方向性を「国は、廃棄物の安全で
効率的な処理・処分等を促進することも含めて、上記原則等に基づき、引
き続き適切な規制・誘導の措置を講じていくべきである。」としています。

○なお、「内閣府で放射性廃棄物と廃棄物の統一した横断的な規制等の
検討を実施すべき」とのご意見もありますが、原子力委員会は原子力政策
（安全規制に関する事項を除く）を企画、審議及び決定する機関であり、
放射性廃棄物の安全規制の行政庁は原子力安全・保安院又は文部科学
省であり、産業廃棄物・一般廃棄物の安全規制の行政庁は環境省です。
○放射性廃棄物の処理・処分を着実に推進することは原子力の研究、開
発及び利用に関する活動の前提条件であり、ご意見を聴く会や公募でい
ただいたご意見の中に放射性廃棄物の処理・処分の重要性を訴えるご意
見がありました。これを踏まえ、「３章原子力利用の着実な推進」の「３－３．
放射性廃棄物の処理・処分」の文章全体を、安全の確保、平和利用の担
保等と同じ「第２章原子力の研究、開発及び利用に関する基盤的活動の
強化」とすることにより、原子力の研究、開発及び利用に関する活動の前
提条件であることがより明確になることから、「３－３．放射性廃棄物の処
理・処分」の文章全体を「２－３．放射性廃棄物の処理・処分」に変更しま
す。なお、２章の構成上「基本的考え方」の表題のみ削除します。
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８．放射性廃棄物の処理・処分

NO 区分 ご意見の概要 ご意見への対応 意見番号

8-18
放射性廃棄物の処理・処分ができな
いのに原子力を推進すべきではな
い。

E567
E646
〒126

8-19
放射性廃棄物は本当に安全に処分
できるのか。十分に説明すべき。

F010
F023
F266
〒137
ご083
ご122

8-20

「・・・放射性廃棄物は人間の生活環
境への影響を有意なものとすることな
く処分できること、・・・」とあるが、その
ように言い切ることはできないのでな
いか。

E061
E862

3-3-1
基本的考え
方
放射性廃棄
物の処分の
安全性につ
いて

○原子力政策大綱（案）では1-2-9放射性廃棄物の処理・処分において、
「放射性廃棄物を人間の生活環境への影響が有意なものとならないように
処理・処分することは、原子力の研究、開発及び利用に関する活動の一
部であり、必須のものである」ことを示した上で、原子力発電所から発生す
る低レベル放射性廃棄物の多くを対象とする埋設処分事業が既に安全に
実施されていること及び高レベル放射性廃棄物についてはＮＵＭＯが「高
レベル放射性廃棄物の最終処分施設の設置可能性を調査する区域」の
公募を開始していること、並びに低レベル放射性廃棄物の一部の処理・
処分については関係者の間で検討が進めれていることのこれまでの様々
な取組を認識した上で、「国及び事業者は、国民の原子力に対する理解
を遅らせひいては原子力の研究、開発及び利用に支障を及ぼすことにな
らないためにも、これらの処分方法を早急に明確にして、その実現に向け
て計画的に取り組むことが重要である。」ことを示しています。また、3-3-1
放射性廃棄物の処理・処分の着実な推進に向けての取組の基本的考え
方において「発生者等の関係者が処分のための具体的対応について検
討中の放射性廃棄物の処理・処分については、情報公開と相互理解活
動による国民及び地域の理解の下、具体的な実施計画を速やかに立案、
推進していくことが重要である」との基本的方向を示しています。
○個別毎の放射性廃棄物処分場の安全性については、それぞれの埋設
事業許可申請で安全性が確認されます。放射線による人類への影響に
ついては大綱案の添付資料（資料-20）に示したとおり、人は常に自然界
から放射線を受けており年間の線量は２．４ミリシーベルト（世界平均）であ
り、放射性廃棄物の処分の線量基準値については低レベル放射性廃棄
物の浅地中処分については「放射性固体廃棄物の浅地中処分における
規制除外線量について」（昭和６２年１２月、放射線審議会）において年間
の線量０．０１ミリシーベルトを超えないことをめやすとするとされており、六
ケ所低レベル放射性廃棄物埋設センターの埋設事業許可申請書では年
間約０．０００４ミリシーベトと安全評価されています。これらの値は自然放
射線による線量の約２００分の１以下です。また、高レベル放射性廃棄物
の処分の線量基準値については今後策定される安全基準により判断され
ることになりますが、諸外国の例では年間の線量０．１～０．３ミリシーベル
トで、この値は自然放射線による線量の約1０分の１以下の値です。
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８．放射性廃棄物の処理・処分

NO 区分 ご意見の概要 ご意見への対応 意見番号

8-21

放射性廃棄物の処理・処分の問題
については、世代間の公平性を図る
ことや、特定の地域だけに問題を押
しつけることがないよう利益と負担の
公平性も考えるべき。
また、民間事業者が責任を持って、
処理・処分を実施することは重要で
ある一方、処理・処分できる方策や
処分地の選定に、国としても協力的
かつ精力的に関与すべきでないか。

E030
E155

8-22

ＮＵＭＯはその活動内容から、その
任に適してるとは言えず、国民の理
解を深めるためにはガラス固化体の
所有者である電力会社が低レベル
廃棄物などと共に処分場を探すべき
でないか。

E057

8-23

高レベル放射性廃棄物の処分地に
ついては現在までにＮＵＭＯへの公
募に対する正式応募はなく、もっと処
分地の選定に、国としても協力的か
つ精力的に関与すべきでないか。

E343
E375
E703
〒56
ご060
ご068

8-24
高レベル放射性廃棄物処分場の公
募がうまくいっていない。公募方式に
見直しが必要でないか。

E253
E380
E518
E623
E679
E821
E864

8-25
２０３０年頃の高レベル放射性廃棄物
の処分場開始操業までの具体的な
スケジュールを示すべき。

○前述に示したとおり、「３章原子力利用の着実な推進　３－３．放射性廃
棄物の処理・処分」を「第２章原子力の研究、開発及び利用に関する基礎
的活動の強化　２－３．放射性廃棄物の処理・処分」に変更するため、「３
－３－２．地層処分を行う放射性廃棄物」を「２－３－１．地層処分を行う放
射性廃棄物」に修文します。 〒188

8-26
高レベル放射性廃棄物処分場は大
消費地である都会に作るべきであ
る。

F225

3-3-2地層
処分を行う
放射性廃棄
物
(1)高レベル
放射性廃棄
物
処分事業の
進め方につ
いて

○策定会議では、ご意見と同趣旨のご発言を含む議論を経て、高レベル
放射性廃棄物の処分の着実な推進をするための今後の取組について、
『「高レベル放射性廃棄物の最終処分施設の設置可能性を調査する区
域」の公募に際しては、実施主体である原子力発電環境整備（ＮＵＭＯ）
だけではなく、国及び電気事業者等も、適切な役割分担と相互連携の
下、地方公共団体をはじめとする全国の地域社会の様々なセクター及び
地域住民はもとより、原子力発電の便益を受ける電力消費者の理解と協
力が得られるように、創意工夫を行いながら、現在の取組を強化すべきで
あり、さらに、それらの活動の評価を踏まえて新たな取組を検討するなど、
それぞれの責務を十分に果たしていくことが重要である。』との基本的方
向を示しています。なお、高レベル放射性廃棄物の処分場は３段階の選
定過程（概要調査地区、精密調査地区、最終処分施設建設地の選定）で
行われ、文献調査などによる概要調査地区の選定、ボーリングなどによる
精密調査地区の選定、地下施設での調査などを経て、高レベル放射性廃
棄物の最終処分施設建設地に適合した地域が選定されることになってい
ます。それぞれの時期については「特定放射性廃棄物の最終処分に関す
る計画」で決定されており、「ＮＵＭＯは平成２０年代前半を目途に精密調
査地区を選定し、平成３０年代後半を目途に最終処分施設建設地の選定
する。平成４０年代後半を目途に最終処分を開始する」計画になっており
ます。

○原子力政策大綱（案）では、放射性廃棄物の処理・処分の基本的考え
方として「原子力の便益を享受した現世代は、これに伴い発生した放射性
廃棄物の安全な処分への取組に全力を尽くす責務を、未来世代に対して
有している。」と示しており、放射性廃棄物は、「発生者責任の原則」等の
原則を示し、そのための取組の基本的方向を、「国は、廃棄物の安全で効
率的な処理・処分等を促進することも含めて、上記原則等に基づき、引き
続き適切な規制・誘導の措置を講じていくべきである。」としています。高
レベル放射性廃棄物の処分については、２０００年６月に「特定放射性廃
棄物の最終処分に関する法律」が制定され、同年１０月に同法に基づい
て実施主体である原子力発電環境整備機構（ＮＵＭＯ）が設立され、２００
２年１２月からＮＵＭＯが全国市町村を対象に「高レベル放射性廃棄物の
最終処分施設の設置可能性を調査する区域」の公募を開始しています。
また、電気事業者等により、高レベル放射性廃棄物の処分費用の積立て
も行われています。
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８．放射性廃棄物の処理・処分

NO 区分 ご意見の概要 ご意見への対応 意見番号

8-27
高レベル放射性廃棄物やTRU廃棄
物の地層処分に適した地層の選択
は事実上困難でないか。

F084

8-28

早急に放射性廃棄物処分の道筋を
付けるとともに、地層処分研究開発
を効率的に進める環境整備をすべ
き。

ご162

8-29

高レベル放射性廃棄物処分場の公
募がうまくいっていないので今後の
研究開発が進む方向を示す必要が
あるではないか。

E941

8-30
地下研究施設は堆積岩の幌延地下
研究施設の役割が重要である。

E623

8-31
放射性廃棄物の処理・処分に使用
済燃料の直接処分を記載すべき。

○使用済燃料の直接処分については、策定会議でご意見と同趣旨のご
発言を含む議論を経て、「使用済燃料を再処理し、回収されるプルトニウ
ム、ウラン等を有効利用することを基本方針とする」と示した上で、核燃料
サイクルの不確実性への対応として、「国、研究開発機関、事業者等は、
長期的には、技術の動向、国際情勢等に不確実要素が多少あることか
ら、それぞれに、あるいは協力して、状況変化に応じた政策選択に関する
柔軟な検討を可能にするために使用済燃料の直接処分技術等に関する
調査研究を、適宜に進めることが期待される」との基本的方向を示してい
ます。

E494

○原子力政策大綱（案）では放射性廃棄物の処理・処分の現状認識とし
て、『高レベル放射性廃棄物については、ガラス固化し地層処分する方針
が立てられ、研究開発が進められてきた。原子力委員会は、その成果を
踏まえて１９９９年に「高レベル放射性廃棄物の処分に向けての基本的考
え方」を取りまとめ、核燃料サイクル開発機構は１９９９年１１月にこれまで
の研究成果を基に「地層処分研究開発第２次取りまとめ」を行った。国は、
これに基づく処分制度の整備に取り組み、２０００年６月に「特定放射性廃
棄物の最終処分に関する法律」が制定された。』これまで様々な議論・審
議を経て高レベル放射性廃棄物については我が国の地下３００ｍより深い
地層中に処分（地層処分）する方針としております。地層処分が想定され
るTRU廃棄物については、「超ウラン核種を含む放射性廃棄物処理処分
の基本的考え方」（２０００年３月、原子力委員会）で地層処分することは可
能とされ、現在、電気事業者等が高レベル放射性廃棄物と地層処分が想
定されるTRU廃棄物の併置処分する場合の相互影響等の評価を「TRU廃
棄物処分技術検討書－第２次ＴＲＵ廃棄物処分開発取りまとめ－」として
取りまとめておりますので、国はその妥当性を判断し、その判断を踏まえ
て、実施主体のあり方や国の関与のあり方等も含めてその実施に必要な
措置について検討を行うべきであるとの基本的方向を示しています。
○高レベル放射性廃棄物の研究開発については、「国、研究開発機関及
びＮＵＭＯは、それぞれの役割分担を踏まえつつ、密接な連携の下で、
高レベル放射性廃棄物の地層処分に係る研究開発を着実に進めていく
ことを期待する。・・・このため、国及び研究開発機関等は、全体を俯瞰し
て総合的、計画的かつ効率的に進められるよう連携・協力するべきであ
る。また、研究開発機関等は、国及びＮＵＭＯが行う住民の理解と認識を
得るための活動にも協力していくことが重要である」としています。また、深
地層の研究施設については「日本原子力研究開発機構を中心とした研究
開発機関は、深地層の研究施設等を活用して、深地層の科学的研究、地
層処分技術の信頼性向上や安全評価手法の高度化等に向けた基礎的
な研究開発、安全規制のための研究開発を引き続き着実に進めるべきで
ある」と記載しています。なお、文章をわかりやすくするため、一部文章を
修文します。

3-3-2地層
処分を行う
放射性廃棄
物
(1)高レベル
放射性廃棄
物
研究開発に
ついて
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８．放射性廃棄物の処理・処分

NO 区分 ご意見の概要 ご意見への対応 意見番号

8-32

ＴＲＵ廃棄物の処分法として、ＨＬＷ
処分場との併置が提案されている
が、ＴＲＵ廃棄物は複雑であり、研究
もまだ進んでいない。「まず併置あり
き」と読める記載は削除すべき。

E054

8-33

ＴＲＵ廃棄物は種類が多く放射能濃
度の分布が大きいなど高レベル放射
性廃棄物（ガラス固化体）と異なる点
を踏まえ処分技術開発を推進してい
くべき。

E624

8-34

高レベル放射性廃棄物と地層処分
が想定されるＴＲＵ廃棄物の併置処
分の検討に社会的、経済的等の検
討を入れるべき。

E939

8-35

高レベル放射性廃棄物への等価交
換が英国の事業者から提案の制度
面の検討が速やかに行なわれること
を期待する。

E456

8-36

返還低レベル廃棄物の国際輸送に
ついても、適切なリードタイムを見込
んで、沿岸国等の理解を得る努力
を、事業者はもとより、国としても適時
行っていくことが適切ではないか。

〒58

8-37

「地層処分を行う放射性廃棄物」（Ｔ
ＲＵ及び余裕深度処分）の処分に関
する指針・基準類の整備等について
具体的な進め方を記載すべき。

E144

○超ウラン核種を含む放射性廃棄物（ＴＲＵ廃棄物）については、発生者
である電気事業者、核燃料サイクル開発機構が中心となって、その多様
性を踏まえた処理・処分に関する技術の研究開発と合理的な処分概念の
検討が、高レベル放射性廃棄物の処分に関する研究開発の成果も活用
しつつ進められているところであり、原子力政策大綱（案）では、そのため
の取組の基本的方向を「国は、事業者による地層処分が想定されるＴＲＵ
廃棄物と高レベル放射性廃棄物を併置処分する場合の相互影響等の評
価結果を踏まえ、その妥当性を検討し、その判断を踏まえて、実施主体の
あり方や国の関与のあり方等も含めてその実施に必要な措置について検
討を行うべきである」としています。諸外国では高レベル放射性廃棄物と
地層処分が想定されるＴＲＵ廃棄物の処分施設を同一の処分場に計画し
ている国（スイス、フランス、ベルギー、ドイツ）が多く、米国において既に
TRU廃棄物（軍事用）の処分がニューメキシコ州のWIPP処分場で開始さ
れています。
○これまでも海外から返還される高レベル放射性廃棄物の国際輸送につ
いて、事業者はもとより国は輸送の沿岸国等の理解を得る努力を実施して
います。今後、英国及び仏国から提案されている交換による廃棄体及び
新固化方式による廃棄体についても、その妥当性を評価してこれらの提
案が受け入れられる場合には、これまでの高レベル放射性廃棄物と同様
に事業者はもとより国は輸送の沿岸国等の理解を得る努力を行います。
○なお、添付資料の資－１７に「放射性廃棄物処分のための諸制度整備
状況」（２００５年７月現在）を添付しています。また、管理処分を行うＴＲＵ
廃棄物については、原子力政策大綱（案）に、そのための取組の基本的
方向を「順次、安全規制の考え方等の検討が行われているので、関係者
は安全規制制度の準備状況を踏まえつつ、処分の実施に向けて取り組
むべきである」としています。

3-3-2地層
処分を行う
放射性廃棄
物
(2)超ウラン
核種を含む
放射性廃棄
物のうち地
層処分を行
う放射性廃
棄物につい
て
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８．放射性廃棄物の処理・処分

NO 区分 ご意見の概要 ご意見への対応 意見番号

8-38

｢低レベル放射性廃棄物の一部の処
理・処分については、関係者の間で
検討が進められている」の一部が何
を指すか、ねらいが判然としない。

E161
E445
F020

8-39
管理処分の方式が整理されており、
非常にわかりやすい。

E501

8-40
ウラン廃棄物処理・処分の安全規制
の審議が進んでいないではないか。

F090

8-41
核燃料物質の使用施設で使用して
いない施設を放射性廃棄物の処理・
処分する施設に活用してはどうか。

○前述のとおり「３章原子力利用の着実な推進　３－３．放射性廃棄物の
処理・処分」を「第２章原子力の研究、開発及び利用に関する基礎的活動
の強化　２－３．放射性廃棄物の処理・処分」に変更するため、「３－３－
３．管理処分を行う放射性廃棄物」を「２－３－２．管理処分を行う放射性
廃棄物」に修文します。また、浅地中トレンチ処分、浅地中ピット処分の取
組の実施についてより明確になるよう修文します。

E219

8-42
廃止措置の今後について、基本的
には今後検討するだけでなく、もっと
具体的に書き込むべきではないか。

〒139
ご213

8-43
クリアランスレベルの廃棄物について
社会への受け入れのためにももっと
理解ができるようにしていくべき。

E309
E896
E909
F078
ご195

8-44

廃止措置で発生するクリアランスレベ
ル以下のものの再利用は危険である
ので再循環社会にならないのではな
いか

E392
E777

8-45

廃止措置で発生するクリアランスレベ
ル以下のものは放射性物質として扱
う必要があるので再利用の範囲は限
定すべきではないか。

○前述のとおり「３章原子力利用の着実な推進　３－３．放射性廃棄物の
処理・処分」を「第２章原子力の研究、開発及び利用に関する基礎的活動
の強化　２－３．放射性廃棄物の処理・処分」に変更するため、「３－３－
４．原子力施設の廃止措置等」を「２－３－３．原子力施設の廃止措置等」
に修文します。

F276

8-46
クリアランスレベルの監視は事業者
に任せるのではなく国が厳しく監視
すべき。

〒192

○原子力政策大綱案には3-3-4原子力施設の廃止措置等において「原
子力施設の廃止措置は、安全確保を大前提に、その設置者の責任にお
いて、改正された原子炉等規制法に基づいて、国の安全規制の下で、地
域社会の理解と協力を得つつ進めることが重要である」と記載しておりま
す。
○また、「国、事業者等は、放射能濃度がクリアランスレベル以下のものの
処理・処分又は再利用に当たっては、改正された原子炉等規制法に基づ
き、各々が適切に対応することが重要である」との基本的方向を示してい
ます。また、本大綱案の添付資料の資-20にもクリアランスレベルにかかる
資料を入れております。クリアランスに関する説明会についてはこれまでも
規制行政庁を含めた関係者により実施されており、また、2-1-1(6)安全確
保のための活動に係るコミュニケーションの「国、事業者等は安全確保の
ための活動を的確に実行していることを立地地域や周辺地域の住民を含
む国民に説明し、相互理解の形成に寄与するリスクコミュケーション活動
を行う責任を有する」に示されているとおり今後も継続して国民との相互理
解が図られるものと認識しています。改正された原子炉等規制法では放
射能濃度がクリアランスレベル以下のものは放射性物質として取り扱う必
要はないことから、今後規制行政庁が放射能濃度の検認等の安全規制を
策定して、事業者はそれに基づき具体的な処理・処分又は再利用を実施
することになります。

3-3-3
管理処分を
行う放射性
廃棄物につ
いて

3-3-4
原子力施設
の廃止措置
等について

○「1-2-9放射性廃棄物の処理・処分の現状認識」では、原子力発電所か
ら発生する放射性廃棄物のうち約４０万本（２００ℓドラム缶換算）の埋設処
分事業が既に開始されていることから、「原子力発電所から発生する低レ
ベル放射性廃棄物の多くのものを対象とする埋設処分事業が実施されて
いる」と記載しています。これを踏まえて、3-3-3の放射性廃棄物の処理・
処分の着実な推進に向けての取組において、発電所廃棄物の余裕深度
対象のもの、ＲＩ廃棄物の安全規制の取組の状況を示した上、「研究所等
廃棄物、ＴＲＵ廃棄物及びウラン廃棄物については安全規制の考え方等
の検討が行われているので、関係者は安全規制制度の準備状況を踏ま
えつつ、処分の実施に向けて取り組むべきである」との基本的方向を示し
ています。これが低レベル放射性廃棄物の一部という記載を行っている理
由です。
○原子力政策大綱（案）では、ウラン廃棄物も含めて処分事業が実施され
ていない放射性廃棄物については、3-3-1基本的考え方において「発生
者等の関係者が処分のための具体的な対応について検討中の放射性廃
棄物において、情報公開と相互理解活動による国民及び地域の理解の
下、具体的な実施計画を速やかに立案、推進していくことが重要である」
と示した上で、3-3-2管理処分を行う放射性廃棄物」において、そのため
の取組の基本的方向を「研究所等廃棄物、ＴＲＵ廃棄物及びウラン廃棄
物については、順次、安全規制の考え方等の検討が行われるので、関係
者は安全規制制度の準備状況を踏まえつつ、処分の実施に向けて取り
組むべきである」としています。なお、安全規制については原子力安全委
員会の所掌であり、原子力安全委員会にてウラン廃棄物の安全規制の基
本的考え方について検討されています。
○「核燃料物質の使用施設で使用していない施設を放射性廃棄物の処
理・処分する施設に活用してはどうか」などの具体的なご意見ですが、前
述のとおり「関係者は安全規制制度の進捗状況を踏まえつつ、処分に向
けて取り組むべきである」としており、この基本的考え方に基き、発生者等
の関係者が処分のための具体的な対応を検討することになります。
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８．放射性廃棄物の処理・処分

NO 該当箇所 ご意見の概要 ご意見への対応 意見番号

8-47
16ページ上
から4行目

「．．．一部であり」の後を「これからの
原子力の推進等につながり重要なも
のである。」として強くアピールする
べき。

1-2-9に放射性廃棄物の処理・処分は「原子力の研究、開発及び利用に
支障を及ぼすことがないよう、・・・その実現に向けて計画的に取り組むこと
が重要である」と記載しています。

E895

8-48
16ページ上
から14～16
行目

国が主語であれば、「～を制定し
た。」とすべきと思う。

「・・・を制定した。」に修文します。 E931

8-49
16ページ上
から24行目

「遅らせ、ひいては」のように読点を
入れたほうが良いと思う。

現状の表現で適切と判断しております。 E932

8-50
16ページ上
から23～26
行目

「国と事業者は、・・・が重要である。」
は、改行して新しい段落とすべき。そ
うでないと、この文章が「低レベル」の
みに係るように読めてしまう。

これは低レベル放射性廃棄物の処分方法を示しており適切と判断してお
ります。なお、上述に示したとおり、原子力政策大綱（案）の現状認識の記
載で低レベル放射性廃棄物と高レベル放射性廃棄物のこれまでの取組
をまとめて記載した方が理解しやすいことから、ｐ１７の上から７～１１行目
「一方、低レベル放射性廃棄物・・・重要である。」の文章をｐ１６下から９行
目の「・・・が実施されている」の位置に変更するとともに一部文章を修文し
ます。

E929

8-51
39ページ下
から12行目

本文6行目「特徴を踏まえて」と「適切
に区分を」の間に句読点（、）を入れ
る。

現状の表現で適切と判断しております。 E493

8-52
39ページ
下から8行
目

分かり易くすべき。一読しただけでは
文の意味が分からない。 E899

8-53
39ページ下
から2～1行
目

分かり易くすべき。一読しただけでは
文の意味が分からない。 E900

8-54
40ページ
上から11～
12行目

「処分場の設置が地域社会にもたら
す利害得失や最終処分事業の重要
性についての住民の十分な理解と
認識を得ることが重要である」との記
述があるが、地域および社会全体と
の間において、該当する問題につい
ての認識を共有することおよび、そ
のための情報提供、情報提供のため
の取組みを真摯に行っていくことこそ
が重要であると考える。
そうした考えに立脚した記述である
ならば、上述したような具体的な記述
とすべきであると考える。

原子力政策大綱（案）は、「原子力に関する施策の基本的考え方を明らか
にし、各省庁における施策の企画・推進のための指針を示すとともに、原
子力行政に関わりの深い地方公共団体や事業者、さらには原子力政策を
進める上で相互理解が必要な国民各層に対する期待を示す」ものです。
これに基づく、必要な施策については、「関係行政機関がそれぞれの所
掌する分野において企画・実施・評価して推進される」と整理しています。

E917

8-55
40ページ下
から14行目

「３－３－２地層処分を行う放射性廃
棄物の（1）高レベル放射性廃棄物」
の2つ目のパラグラフで「国、研究開
発機関及びNUMOは」とあるのも
「は」ではなく「には」とするのが適切
と考える。

現状の文章「国、研究開発機関、NUMOは・・・」で適切と判断しておりま
す。

E361

（具体的な修正意見）

以下のとおり文章を修文します。
「廃棄物の効果的で効率的な処理・処分を行う技術は循環型社会の実現
を目指す我が国社会にとって必須の技術である。このことを踏まえて、研
究開発機関等は、放射性廃棄物の効果的で効率的な処理・処分を行う技
術の研究開発を先進的に進めるべきであり、発生者等の関係者にはこうし
て生まれた新知見や新技術を取り入れて、今後の社会における廃棄物の
処理・処分の範となる安全で効率的な処理・処分を行っていくことを期待
する。」
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８．放射性廃棄物の処理・処分

NO 該当箇所 ご意見の概要 ご意見への対応 意見番号

8-56
40ページ
上から18～
19行目

「それぞれの責務を…」と記載してい
るが、もう少し具体的な記述をすべき
ではないか。

原子力政策大綱（案）は、「原子力に関する施策の基本的考え方を明らか
にし、各省庁における施策の企画・推進のための指針を示すとともに、原
子力行政に関わりの深い地方公共団体や事業者、さらには原子力政策を
進める上で相互理解が必要な国民各層に対する期待を示す」ものです。
これに係る必要な施策については、「関係行政機関がそれぞれの所掌す
る分野において企画・実施・評価して推進される」と整理しています。

E902

8-57
40ページ
上から20行
目

国とは。原子力委員会ではないの
か。そうでなければどこなのか。国と
いうのが省庁を指すのか、規制する
側なのか、推進している側なのかが
分かるように、具体的に示すべきで
はないか。

国とは原子力委員会、原子力安全委員会とそれぞれの所掌担当省庁を
示しており、原子力委員会自ら取り組むべきことは原子力委員会としてい
ます。

E903

8-58
40ページ上
から22行目

原子力安全委員会は「期待する」だ
けではなく、主体的に取り組むべきと
考える。

原子力基本法は、「原子力委員会は、原子力の研究、開発及び利用に関
する事項（安全の確保のための規制の実施に関する事項を除く。）につい
て企画し、審議し、及び決定する。」としています。安全確保のための規制
に関する事項については原子力安全委員会が企画し、審議し、及び決定
しますので、「・・・期待する」としています。

E904

8-59
41ページ上
から5～6行
目

「（２）超ウラン核種を含む放射性廃
棄物のうち地層処分が想定される放
射性廃棄物」としたほうが良いように
思う。

3－3－2で地層処分を行う放射性廃棄物としています。 E938

8-60
42ページ
下から9 ～
11行目

原子炉等規制法の一部改正法の施
行に係るクリアランス制度及び廃止
措置規定の運用ついては、今後の
既存軽水炉、研究開発施設の廃止
措置の増加に鑑み、国として安全基
準や手続手順の明確化を図るととも
に、本法施行の趣旨に係る国民合
意に最大限の努力を払うべきであ
る。
また、安全規制としての事業者の監
督のみならず、施設の特徴、発生廃
棄物の種類・量、クリアランスレベル
以下のものの同定方法を踏まえ、常
に制度そのものの改善・改良を行
い、合理的な運用が可能となるよう
配慮すべきである。

原子力政策大綱（案）は、「原子力に関する施策の基本的考え方を明らか
にし、各省庁における施策の企画・推進のための指針を示すとともに、原
子力行政に関わりの深い地方公共団体や事業者、さらには原子力政策を
進める上で相互理解が必要な国民各層に対する期待を示す」ものとして
います。これに係る必要な施策については、「関係行政機関がそれぞれ
の所掌する分野において企画・実施・評価して推進される」と整理していま
す。

E951
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９．原子力研究開発の推進

（いただいたご意見）
No 区分 ご意見の概要 ご意見への対応 意見番号

9-1
１－２．現状
認識

「持続可能な発展を目指す社会にお
いて利用されるべき」という「次世代原
子炉」を修飾する言葉は、意味からし
て無関係であり不要なので、削除す
べき。「将来において利用されるべき
次世代原子炉」という表現にすればい
いのではないか。

１－２では、次世代原子炉は、持続可能な発展を目指す社会において利
用され得る特徴を有するという意味で用いております。これは、同じ段落
に記述されている「第四世代原子力システムに関する国際フォーラム」で
開発を進める次世代原子炉には将来のエネルギー需要を持続可能な形
で満たすことができることが求められていることにもよっています。

E856

9-2

１－２．現状
認識
３－２．放射
線利用

○放射線の人体影響に係る様々な取
組に関して文章を修正すべき。
○「IAEAなどと連携して、放射線の人
体への影響等について、研究を進め
る必要がある」旨を追記し、国際機関
と協力することを記載すべき。

放射線被ばくの影響研究や評価に関しましては、国としては重要な研究・
評価・広報対象と認識しております。関連する研究については、原子力安
全委員会の定める重点安全研究計画に含まれているため、原子力政策
大綱（案）では具体的に示しませんでしたが、ご指摘に従い、１－２－１
に、「原子力安全委員会は、安全規制の向上に役立てるための安全研究
について、軽水炉分野、核燃料サイクル施設分野、放射性廃棄物分野、
放射線影響分野などの分野ごとに重点的に進めるべき研究を示した「原
子力の重点安全研究計画」を策定しており、関係者がこれを円滑に実施
していくよう求めている。」と安全研究計画の具体的内容が明示されるよう
に修文しました。なお、放射線影響に関しても公的研究開発機関等にお
いて研究が継続されています。また、ご指摘の安全研究に係る国際協力
に関しましても、原子力安全委員会が定める「原子力の重点安全研究計
画」に記されております。

E857
E913
〒005

9-3

研究開発の有効性・費用対効果の検
討は必要だが、選択と集中を図り、選
んだ研究開発が成功しなかった場
合、別の研究を最初から始めなけれ
ばならない。ある程度多様性が必要と
思うが、お金の制限があるので、重み
を付けて幅広く柔軟な研究開発をす
べき。

ご指摘の点について原子力政策大綱（案）では、研究開発を実用化に向
け次の段階へ進める際、すなわち、４－１－１から４－１－２、４－１－３、４
－１－４へ進める際には、各段階ごとに評価を行った上で進めることとして
います。
さらにご意見のうち「重みを付けて幅広く柔軟な研究開発をすべき」点に
つきましては、原子力政策大綱（案）の１－３－３において「現在使用中の
システムを安全の確保を大前提に最大限に有効活用するための工夫を
細部にまで配慮しつつ着実に実施していく短期的な取組、このシステムを
より効率的なシステムに置き換えたり、新しい市場を開拓できるシステムを
導入する準備に取り組んでいく中期的取組、そして、新しい利用分野を開
拓し、現在のシステムを抜本から換える技術の研究開発に創造力と挑戦
心をもって取り組んでいく長期的取組が」必要であり、１－２－１０にあるよ
うに「計画期間の異なる研究開発活動が並行して進められる必要があ
る。」としております。

E371

9-4
国際的取組みも必要だが、機微技術
は国産でやる必要があることに重きを
置くべきである。

原子力政策大綱（案）の４－１－４及び４－１－５においては、再処理技術
やウラン濃縮技術の開発に関する国と民間の役割を示しております。さら
に、４－３において、これらの技術に関する国から民間への技術移転の必
要性や開発成果の次代への継承のための知的財産管理の取組の推進を
述べています。

E921

9-5

旧ソ連のチェルノブイリ原子力発電所
の事故を甚大なものとした主要因は、
水素爆発により原子炉や建壁を破壊
したことと理解している。水が放射線
により分解し水素と酸素が発生するこ
とも知られている。｢安全確保を最優
先に｣という考えであれば、潜在的なリ
スクを持つ水素を原子炉で製造すると
いう研究を記述すべきではないと思
う。

原子力政策大綱（案）の１－１では、研究開発を進めるにあたっては、安
全の確保が大前提であることを示しております。なお、原子力政策大綱
（案）に記載している、原子炉による水素製造は、放射線による水の分解
を用いるものではなく、原子炉から得られる熱をヒートパイプ等で隔離しつ
つ伝えて熱化学反応により水を分解して水素を製造するものです。これに
ついては、原子力政策大綱（案）に添付しました資料の６．３（２２ページ）
にも示しました。

F069

9-6
水素製造など発電以外での原子力の
利用について記載すべき。

原子力政策大綱（案）の１－２－１０において、「原子力による水素製造技
術などの革新技術の実用化を目指す研究開発も継続的に実施されること
が重要である。」としています。

ご120

9-7
水素製造など発電以外での原子力の
利用について地元の大学と一緒に
なって取り組んでいくべき。

原子力政策大綱（案）の１－２－４において、「原子力施設の立地地域に
おいても、事業者、大学を含む研究開発機関が地域のこうした取組に
パートナーとして参加し、「共生」を目指す動きもある。そこで、国において
は、電源地域に対する交付金がこうした取組に効率的・効果的に活用さ
れるよう対応していくことが重要となっている。」としています。さらに、１－２
－１０においては、「原子力による水素製造技術などの革新技術の実用化
を目指す研究開発も継続的に実施されることが重要である。」としていま
す。

ご160

１－２－１
０．原子力
研究開発
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９．原子力研究開発の推進

No 区分 ご意見の概要 ご意見への対応 意見番号

9-8

２－１－１．
安全対策
（２）安全文
化の確立・
定着と運転
管理の継続
的改善
４－１－１．
基礎的・基
盤的な研究
開発
４－４．日本
原子力研究
開発機構の
発足と原子
力研究開発

「安全研究｣を「安全に関する研究｣
に、｢原子力安全研究｣を｢原子力安全
に関する研究｣に変更すべきではない
か。原子力施設の安全は規制に係わ
る研究だけで担保されるわけではな
く、広汎な｢安全に関する研究｣が必要
であり、これは国の研究だけでなく産
官学が広く行うべきである。

ご意見を踏まえ、２－１－１（２）について、「また、安全確保に必要な技術
基盤を高い水準に維持できる各種の研究を着実に推進し、これらの成果
を国内外の組織が策定する基準や規格に一層反映されるよう促す一方、
検査を行う専門家の育成と教育訓練を充実し、これらの技術動向を踏まえ
た効果的で高い品質の検査等が行われるようにするべきである。」と修文
しました。また、ご意見に示された産官学連携の重要性については、１－２
－１等で示す原子力安全委員会の定める「原子力の重点安全研究計画」
に記載されております。

F188

9-9

２－１－１．
安全対策
（２）安全文
化の確立・
定着と運転
管理の継続
的改善

原子力政策大綱（案）では、安全研究
の推進と、その成果の基準・規格への
反映を述べているが、原子力の安全
の確保のために、もっと広範な科学技
術の成果などを考慮すべきではない
か。

策定会議の審議を経て、原子力政策大綱（案）では、原子力安全研究に
ついては、4-1-1において、「原子力安全委員会の定める「原子力の重点
安全研究計画」を踏まえて着実に進める必要がある。」との基本方針を示
しています。
この「原子力の重点安全研究計画」は、原子力安全委員会のホームペー
ジなどから入手できますが、そこでは「原子力安全の確保には、炉物理・
炉工学、燃料・材料工学や放射線科学のような原子力分野固有の研究分
野から、電気、機械、建築分野のような一般工学分野や人文・社会科学分
野等の様々な研究分野が関係してくる。従って、安全研究に必要となるこ
うした研究分野全体が振興されることが、原子力安全に係る技術基盤を維
持・確保するために不可欠である。また、現下の安全規制の課題の解決
に当たるだけではなく、将来起こり得る問題にも対処し得るよう原子力安
全に係る技術基盤を確立していくことが肝要であり、原子力安全に必要と
なる科学技術の体系化の取組みも重要である。」とされております。

E028

9-10
３－１－３．
（６）不確実
性への対応

一部に主語が明確でない部分がある
と思う。3-1-1.（6）「不確実性への対
応」においても、4-1-1と記載を合わ
せ、国又は国の政府機関が主体的に
実施すべき旨、明記しておく必要があ
ると考える。

原子力政策大綱（案）の４－１－１～４－１－５においては、国と民間の役
割分担を示していますが、それぞれの段階において民間が行う研究開発
については何ら束縛を与えるものではありません。特に４－１－１の段階の
研究開発については、国、研究開発機関、大学が、主体的に行うべきもの
としておりますが、基礎的・基盤的研究が民間によって行われることにつ
いて何ら排除するものではありません。したがって、３－１－３（６）の不確
実性への対応で主語として「国、研究開発機関、事業者等は、」と挙げて
いることには何ら矛盾はありません。

〒068

9-11
３－３．放射
性廃棄物の
処理・処分

廃棄物処理処分について、基本的な
原則が明記されていると考える。な
お、国が適切な規制・誘導の措置を
講じる中で、「規制方法、基準値決定
にあたって国際的な動向や考え方を
取り入れること」を明記すべきである。

ご指摘の点については、２－１．安全の確保の２－１－１．安全対策（２）安
全文化の確立・定着と運転管理の継続的改善において「安全確保は世界
共通課題であることや規制活動の国際調和の重要性を踏まえ、国際間で
新知見や教訓を共有することが重要であり、それらに基づく国際組織にお
ける安全基準や規格作成のプロセスに十分な数の国の専門家を参加さ
せ、国内の経験や知見を国際社会と共有して、国際的な安全基準や規格
と我が国の考え方とを整合的なものとしていくこと等にも積極的に取り組む
べきである。」としております。

E272

9-12
３－３．放射
性廃棄物の
処理・処分

高レベル廃棄物の処分について「核
分離、核種変換」についての所見を示
すこと。

E370

9-13
４．原子力
研究開発の
推進

放射能の消滅処理についても触れて
おくべき

E441

9-14
４．原子力
研究開発の
推進

研究開発に必要な施設をどのように
有効活用しながら進めるのか、具体的
に明記していただきたい。

ご指摘の点については、原子力政策大綱（案）の「４－４．日本原子力研
究開発機構の発足と原子力研究開発」で、この新法人に対して「具体的
には、（略）研究開発成果の普及や活用の促進、施設の供用、人材育成
（略）等国の政策に対する技術的な支援等を通じて、我が国の原子力研
究開発活動に寄与することが求められる。」としております。

ご242

放射性廃棄物処理･処分の分離変換技術の研究開発については、第４章
原子力研究開発の推進４－１－１基礎的･基盤的な研究開発に、「放射性
廃棄物中の長寿命核種の短寿命化等による放射性廃棄物処理･処分の
負担軽減に寄与する分離変換技術の研究開発」と示しています。
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９．原子力研究開発の推進

No 区分 ご意見の概要 ご意見への対応 意見番号

9-15
１－１．基本
的目標

先の見えない技術に巨費を投じるの
でなく、今までの原子炉、放射性廃棄
物をいかに安全に保管するかに力を
入れるべきでないか。

E014

9-16

１－２－１
０．原子力
研究開発
４－１．原子
力研究開発
の進め方

原子力の研究開発利用においては効
率的に資源を投入するとともに、国は
責任をもって必要な事業を実施すべ
き。

E208

9-17
４－１．原子
力研究開発
の進め方

「ニーズのない研究者の独りよがりの
研究ではなく、財政的にも国家に貢献
することが望まれる」などの記載を追
加すべき

E313

9-18
４．原子力
研究開発の
推進

｢研究開発」の1)～5)のすべての段階
において、｢選択と集中｣(44ページ)を
適用されたい。

F213

9-19
４－１．原子
力研究開発
の進め方

予算が減少していく中で研究開発の
全て実施することは不可能であり、何
を止めて何を進めるのか、国が具体
的に示してもらいたい。

ご212

9-20
５－２－２．
先進国との
協力

原子力関連の技術が、研究開発を進
めるべきものであるかどうかについて、
独立の機関による厳密な評価をすべ
き

E781

9-21

原子力研究開発を何が何でも進めな
ければならないという前提自体が誤
り。廃止後の施設、廃棄物・プルトニウ
ムを含む核物質の安全管理の研究は
必要だが、発電や核燃料サイクル、放
射線利用は、マイナス面も十分に考
慮し、見切りをつけるべき技術には思
いきって見切りをつけるべき。

原子力政策大綱（案）の１－２－１０に示すように「原子力研究開発は、原
子力が今後とも長期間にわたって競争力のある安定的なエネルギー源で
あり続ける」ために様々な段階の研究開発を並行して実施進められる必要
があるとしています。なお、研究開発については評価を行うこととしており
ますが、原子力政策大綱（案）の６において「研究開発の評価において
は、その計画や成果がもたらす可能性のある公益の大きさと所要費用と
を、科学技術的な観点だけでなく、経済社会の発展や環境保全に対する
意義についても考察して評価し、結果を実施計画に反映するべきであ
る。」としています。

E778

9-22

「選択と集中」の下、革新的な研究を
抑えるのでなく、大きな予算を少数の
プロジェクトに注ぎ込むのを急ぐより、
多くのアイデアの検討や、長期間を必
要とする研究をサポートすることが適
当ではないか。

原子力政策大綱（案）においては、１－２－１０において「既存の技術シス
テムに置き換わる革新的な技術システムの実用化への努力も重要であり、
計画期間の異なる研究開発活動が並行して進められる必要がある。」こと
や、１－３－３において「現在使用中のシステムを安全の確保を大前提に
最大限に有効活用するための工夫を細部にまで配慮しつつ着実に実施
していく短期的な取組のみならず、このシステムをより効率的なシステムに
置き換えたり、新しい市場を開拓できるシステムを導入する準備に取り組
んでいく中期的取組、そして、新しい利用分野を開拓し、現在のシステム
を抜本から換える技術の研究開発に創造力と挑戦心をもって取り組んで
いく長期的取組」も必要で、「国は、こうした短期、中期、長期の観点から
の創造性豊かな取組を合理的に組み合わせて並行して推進するべきで
あり、適宜、民間とも役割分担を定め、連携していくべきである。」としてお
り、その上で、原子力政策大綱（案）では、「各取組について（略）総合的
に評価・検討して、「選択と集中」の考え方に基づいて研究開発資源の効
果的かつ効率的な配分を行っていくべきである。」としております。した
がって、「大きな予算を少数のプロジェクトに注ぎ込むのを急ぐより、多くの
アイデアの検討や、長期間を必要とする研究をサポートすることが適当で
はないか」とのご趣旨も含んだ基本方針となっております。

E291

策定会議での審議を経て、原子力政策大綱（案）では、まず１－２－１０に
おいて「今後の原子力研究開発の取組に当たっては、（略）有効性・費用
対効果の検証等を行うことにより、効果的、効率的に選択と集中を図って
いくことが重要となっている。」と認識し、4-1において原子力研究開発に
ついて「国の活動は、公益の観点から期待される成果を明確にし、効果的
かつ効率的に進められるべきである。したがって、国は、（中略）取組につ
いて、一定期間のうちに予想される成果と課題、その実用化時期における
予測される環境条件を踏まえて実施される多面的な評価結果に基づく投
資の費用対効果、研究開発の段階に応じた官民の役割分担と資源配分
のあり方、国際協力の効果的活用の可能性等を総合的に評価・検討し
て、「選択と集中」の考え方に基づいて研究開発資源の効果的かつ効率
的な配分を行っていくべき」と示しています。したがって、巨費を投じる必
要のあるような研究開発については必ず評価を行った上で進めることとし
ています。

４－１．原子
力研究開発
の進め方
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９．原子力研究開発の推進

No 区分 ご意見の概要 ご意見への対応 意見番号

9-23
４－１．原子
力研究開発
の進め方

①原子力発電を基幹電源として維持
していくことに大きな公益があるとする
のならばその根拠を具体的にあげよ。
②核燃料サイクル政策をとらなけれ
ば、原子力発電を基幹電源とすること
は不可能なのか？
③大綱案にはここに述べられている一
定期間のうちに予想される成果と課
題、その実用化時期における環境条
件予測がまさに欠如しているのではな
いか。

①原子力政策大綱（案）の１－１に示すように「原子力エネルギー利用技
術は、既に我が国のエネルギー安定供給と地球温暖化対策に貢献してき
ている」ことにより大きな公益があります。
②策定会議において、ご意見と同趣旨のご発言を含む議論を経て、原子
力発電を基幹電源であるとしています。核燃料サイクル政策で再処理路
線をとること、すなわち、３－１－３（３）で示したように「我が国においては、
核燃料資源を合理的に達成できる限りにおいて有効に利用することを目
指して、安全性、核不拡散性、環境適合性を確保するとともに、経済性に
も留意しつつ、使用済燃料を再処理し、回収されるプルトニウム、ウラン等
を有効利用することを基本的方針とする。」ことにより、原子力の基幹電源
としての役割や効用をより一層強化することができます。
③原子力政策大綱（案）の審議のプロセスの中で、例えば高速増殖炉サ
イクル技術の研究開発については、対象とする期間において実用化時期
の環境条件予測を踏まえた費用対効果の評価分析例が示されました。原
子力政策大綱（案）は、今後研究開発に対しては「一定期間のうちに予想
される成果と課題、（略）多面的な評価検討環境条件予測を踏まえて実施
される多面的な評価結果に基づく投資の費用対効果（略）等を総合的に
評価・検討して、「選択と集中」の考え方に基づいて研究開発資源の効果
的かつ効率的な配分を行っていく」という基本方針を示しています。

〒191
〒193

9-24
４－１．原子
力研究開発
の進め方

日本は他国と比べても極端に多額の
エネルギー開発予算を使いその大部
分を原子力研究につぎ込んできてい
るが、国産の原子力技術に見るべき
成果がないのはなぜか？

〒192

9-25

４－１－４．
新技術を実
用化するた
めの研究開
発

①原子力の予算配分を新エネに配分
すべき 〒156

9-26

４－１．原子
力研究開発
の進め方
４－１－３．
革新的なシ
ステムを実
用候補まで
発展させる
研究開発
４－１－４．
新技術を実
用化するた
めの研究開
発

○技術システムの実用化にかかる研
究・開発を民間に強いているのでない
か。
原子力研究開発は民間が単独で行う
リスクが大きいことから、国が行うべき
こと、民間が行うべきことをしっかり示
して行くべき。
○将来に利潤が見込める技術ならば
国が開発しなくとも民間で技術開発は
すすむ。民営化が叫ばれる昨今、国
が主導力を発揮して民間を指導する
時代は既に終わりを告げたのではな
いか。

原子力政策大綱（案）の４－１において「原子力研究開発には、実用化に
至るまで長期の期間を要するため実用化の不確実性が大きく、民間が単
独で行うにはリスクが大きすぎることや放射性物質を取り扱える研究開発
施設が必要であること等の特徴がある」ため、「我が国のエネルギー安定
供給と地球温暖化対策に貢献」する原子力に対して「国あるいは研究開
発機関が、革新的な技術システムを実用化候補にまで発展させる段階ま
でを中心に、他の科学技術分野に比べてより大きな役割を果たしていく必
要がある。」としています。したがって、４－１－１から４－１－５では、研究
開発の段階が実用化に近くなるにつれ民間の役割を増やしていくべきで
あることを示しており、実用化に近い研究開発で民間が原則的に主体的
に行うべきことは４－１－４及び４－１－５としています。
ただし、４－１－４で「国は、その技術システムの実用化が原子力に期待さ
れる公益の観点から重要と考えられる場合等に限って、その費用対効果
を適宜適切に評価し、支援等を行うべきである。」とし、４－１－５で「その
成果が多くの事業者間で共有されることが望ましい場合や、その研究開
発の成功が公益に資するところが大きい場合等には、国が、その内容を
適宜適切に評価しつつ、共同開発の仕組み等を整備して、これを支援・
誘導することが妥当である。」としており、実用化に近い段階の研究開発に
対し国が果たすべき適切な役割を示しております。

E081
E199
E205
〒201
ご146

我が国においては、原子力研究開発に係る予算がエネルギー開発予算
に占める割合は約半分程度であり、ご指摘のような大部分をつぎ込んで
いる状態ではありません。これは原子力政策大綱（案）を決める議論のプ
ロセスである新計画策定会議（第２３回）の資料第４号で示されました。な
お、科学技術関係予算全体から見ると２０％を切っています。
最近の国産原子力技術では世界最高温度達成した高温ガス炉が世界か
ら注目される技術の１つに挙げられます。国産原子力技術に関する研究
開発については原子力政策大綱（案）４－１において今後も重要としてお
ります。
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No 区分 ご意見の概要 ご意見への対応 意見番号

9-27

４．原子力
研究開発の
推進
４－１－１～
４－１－５

研究開発の取組については非常にう
まく整理できている。あとは、具体的に
誰が全体を見てうまく資源を配分、コ
ントロールしていくのか、責任者の役
割が非常に重要になってくるため、責
任主体の明確化が必要ではないか。

原子力政策大綱（案）の「はじめに」で示すように、大綱は、「原子力に関
する施策の基本的考え方を明らかにし、各省庁における施策の企画・推
進のための指針を示す」ものであり、具体的施策は各省庁が進めることに
なります。なお、研究開発の各段階における国と民間の役割分担につい
ては４－１－１から４－１－５に示したとおりです。
ただし、第6章においては、「国は、法律で定められている政策評価を政
策に関する立案、実施、評価及び改善活動（ＰＤＣＡ活動）の一環に位置
付けて、原子力に関する施策を継続的に評価し、改善に努め、国民に説
明していくことが大切である。その際には、（略）多面的かつ定量的な評価
を行うことが重要である。また、研究開発の評価においては、その計画や
成果がもたらす可能性のある公益の大きさと所要費用とを、科学技術的な
観点だけでなく、経済社会の発展や環境保全に対する意義についても考
察して評価し、結果を実施計画に反映するべきである。」としています。ま
た、原子力委員会は「関係行政機関の原子力に関する施策の実施状況
を適時適切に把握し、関係行政機関の政策評価の結果とそれに対する
国民意見も踏まえつつ、自ら定めた今後１０年程度の期間を一つの目安と
する原子力の研究、開発及び利用に関する政策の妥当性を定期的に評
価し、その結果を国民に説明していくこととする。」としており、このことに
よってご指摘の責任を果たしていくこととしております。

E402
E397

9-28
４．原子力
研究開発の
推進

原子力は、エネルギー確保の上でわ
が国が持つべき選択肢の大きな手段
と考えるので、その研究開発には公的
機関に明確な役割を位置づけられる
べきではないか。

E536

9-29

４－１－４
新技術を実
用化するた
めの研究開
発

国と利潤追求を目的とする企業、税金
で運営される公的研究機関との任
務、役割分担はこれまで以上に明確
に線引きがなされなければならない。

〒198

9-30

４－１－４．
新技術を実
用化するた
めの研究開
発

○原子燃料の高燃焼度化などの高度
化は公益性が高いと考えるが、そうで
ないとする意見もあるため、「公益」に
ついてより明確にするための補足を追
記して頂きたい
○利益と結びつかない部分のみを公
益性の名の下に国の支援を受けると
いうのは容認されるべきことではない。
ここには、企業の経営失敗の尻拭い
に公益の名を借りた税金の流用が許
されるとする安易な発想があるとしか
思えない。

E953
〒197

9-31

４－１－２．
革新的な技
術概念に基
づく技術シ
ステムの実
現可能性を
探索する研
究開発

甚大な開発費用を伴い近い将来実用
化の見通しのない巨大プロジェクトの
開発費用は国民の税金によるものだ
から直接国民の意見を聞くべきであ
る。実用化に伴う公益の大きさは当事
者が判断するのではなく、中立の立場
にたつ第3者が評価し検証すべきであ
る。

〒194

9-32
４－１．原子
力研究開発
の進め方

公益等とはとうてい言い得ないのが原
子力ではないのか。も早や、厳粛に、
終焉の徒を如何にリスクを僅少にして
迎え得るかに全力を挙げるべき。

〒140

9-33

４－１－３．
革新的なシ
ステムを実
用候補まで
発展させる
研究開発

評価の際、第三者機関の評価も必要
と考える。

F277

原子力政策大綱（案）の４－１－１から４－１－５では、研究開発の段階が
実用化に近くなるにつれ民間の役割を増やしていくべきであることを示し
ております。しかしながら、実用化を民間で全て実施すべきであるとはして
おりません。４－１－４で「国は、その技術システムの実用化が原子力に期
待される公益の観点から重要と考えられる場合等に限って、その費用対
効果を適宜適切に評価し、支援等を行うべきである。」とし、４－１－５で
「その成果が多くの事業者間で共有されることが望ましい場合や、その研
究開発の成功が公益に資するところが大きい場合等には、国が、その内
容を適宜適切に評価しつつ、共同開発の仕組み等を整備して、これを支
援・誘導することが妥当である。」としており、実用化に近い段階の研究開
発に対し国が果たすべき適切な役割を示しております。なお、国と利潤追
求を目的とする企業、税金で運営される公的研究機関との任務の線引き
について明確に行われるべきことは当然です。

策定会議での審議を経て、原子力政策大綱（案）では、まず1-2-10にお
いて「今後の原子力研究開発の取組に当たっては、（略）有効性・費用対
効果の検証等を行うことにより、効果的、効率的に選択と集中を図っていく
ことが重要となっている。」と認識し、4-1において原子力研究開発につい
て「国の活動は、公益の観点から期待される成果を明確にし、効果的かつ
効率的に進められるべきである。（略）一定期間のうちに予想される成果と
課題、その実用化時期における予測される環境条件を踏まえて実施され
る多面的な評価結果に基づく投資の費用対効果、研究開発の段階に応
じた官民の役割分担と資源配分のあり方、国際協力の効果的活用の可能
性等を総合的に評価・検討して、「選択と集中」の考え方に基づいて研究
開発資源の効果的かつ効率的な配分を行っていくべき」と示しています。
したがって、巨費を投じる必要のあるような研究開発については必ず評価
を行った上で進めることとしています。こうして行われる研究開発について
は、原子力政策大綱（案）の６において「研究開発の評価においては、そ
の計画や成果がもたらす可能性のある公益の大きさと所要費用とを、科学
技術的な観点だけでなく、経済社会の発展や環境保全に対する意義に
ついても考察して評価し、結果を実施計画に反映するべきである。」として
おり、それぞれの研究開発の公益性について、科学技術、経済社会、環
境保全の各側面から評価して示されるべきものとしています。ここには「企
業の経営失敗の尻拭いに公益の名を借りた税金の流用が許されるとする
安易な発想」が入り込む余地はありません。なお、これらの評価活動に第
三者が関わることについては排除するものではありません。
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No 区分 ご意見の概要 ご意見への対応 意見番号

9-34

４－１－１．
基礎的・基
盤的な研究
開発

[特に、現在基礎的な研究開発が継
続されている分離変換技術に関して
は、今後とも、定期的な評価を行いつ
つ着実に研究開発を持続・推進する
ことが必要である。」を加えるべき

放射性廃棄物処理･処分の分離変換技術の研究開発は、第４章原子力
研究開発の推進４－１－１基礎的･基盤的な研究開発について、主要な
研究開発の１つとして「放射性廃棄物中の長寿命核種の短寿命化等によ
る放射性廃棄物処理･処分の負担軽減に寄与する分離変換技術の研究
開発」と示しています。その評価については、原子力政策大綱（案）の第６
章「原子力の研究、開発及び利用に関する活動の評価の充実」におい
て、取りまとめて示しています。

E473

9-35

４－１－２．
革新的な技
術概念に基
づく技術シ
ステムの実
現可能性を
探索する研
究開発

原子力政策大綱（案）では放射線の
医学利用についての記述が貧弱であ
る。重粒子線によるがん治療、放射線
による高度の診断技術は、極めて公
益に資することの大きい分野である。
そこで、「既に実用化された技術を改
良・改善するための研究開発」の中の
主要な活動の一つとして、重粒子線
によるがん治療のための技術開発を
付け加えるべき。

放射線によるがん治療技術の研究開発については、有識者（放射線医学
総合研究所等）からご意見を聴くとともに、策定会議における審議を踏ま
えて、原子力政策大綱（案）にまとめてあります。原子力政策大綱（案）で
は、４－１－２において、「量子ビームテクノロジーについても、小型加速器
がん治療システム等革新的技術概念に基づく技術システムの開発に同様
の考え方で取り組むべきである。」と示しています。

E027

9-36

４－１－２．
革新的な技
術概念に基
づく技術シ
ステムの実
現可能性を
探索する研
究開発

ITERから完全に撤退すべき

ITER計画については、原子力政策大綱（案）を審議する以前に、原子力
委員会の核融合会議、ITER計画懇談会、総合科学技術会議による審議
を経て閣議における了解（２００２年５月）が得られており、我が国として進
めることが既に決定しております。これについては、大綱策定の議論のプ
ロセスの中で第２０回の資料第３号で示されました。

E873

9-37

高速炉の研究開発を推進できる数少
ない国として、積極的な方針を打ち出
すことが今回の長期計画（政策大綱）
においては望ましい

原子力政策大綱（案）４－１－３において、「「実用化戦略調査研究」（略）
の途中段階での取りまとめであるフェーズⅡの成果は２００５年度末に取り
まとめられ、国がその成果を評価して方針を提示することとしており、その
後もその方針に沿って研究開発を的確に進めるべきである。」さらに「高速
増殖炉サイクルの適切な実用化像と２０５０年頃からの商業ベースでの導
入に至るまでの段階的な研究開発計画について２０１５年頃から国として
の検討を行うことを念頭に、実用化戦略調査研究フェーズⅡの成果を速
やかに評価して、その後の研究開発の方針を提示するものとする。」として
おり、２０１５年まで待ってその方針を決めていくものではありません。

E966

9-38

高速増殖炉サイクル技術の研究開発
について、過去の実証炉計画や冷却
材選定についても含め、利権に関与
しない人たちによる総括が必要。

高速増殖炉サイクル技術の研究開発は原子力の研究、開発および利用
の一環として進められているところ、策定会議では、高速増殖炉の導入や
軽水炉との併存期間、開発コスト、核不拡散性等について、核燃料サイク
ル政策、高速増殖炉サイクル技術の研究開発のあり方等の議論の中で取
り上げられ、これを踏まえて原子力政策大綱（案）で、４－１－３に「「実用
化戦略調査研究」の取りまとめを受け、高速増殖炉サイクルの適切な実用
化像と２０５０年頃からの商業ベースでの導入に至るまでの段階的な研究
開発計画について２０１５年頃から国としての検討を行うことを念頭に、実
用化戦略調査研究フェーズⅡの成果を速やかに評価して、その後の研究
開発の方針を提示するものとする。」と記載されたところです。
なお、実証炉計画や冷却材選定に関するご指摘に関しては、2000年度長
期計画策定時に議論されたところです。

E055
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9-39
他国も撤退しており、安全性や核不拡
散、経済性上の問題のある高速増殖
炉から撤退すべき。

策定会議においては、核燃料サイクル政策や高速増殖炉サイクル技術の
研究開発のあり方に関して、委員から海外の開発状況について指摘があ
り、また高速増殖炉サイクル技術にかかる安全性や核不拡散性、投資対
効果等についての疑義にかかる意見のあったところ、海外の状況につい
ては、「近年、（中略）第４世代原子力システムを2030年頃の実用化を目
指して研究開発するための国際協力などが具体化しつつあり、その開発
対象として高速炉が有力な候補として取り上げられている。そして、かつて
研究開発活動をスローダウンしたり、中断したりした国々の中でも、高速炉
サイクルの研究開発に前向きな取り組みが見られ、今日に至るまで長期
間にわたって先導的に開発を進めてきたロシアに加えて、インド、中国に
おいても、将来のエネルギー需要の急速な増加に備えるとして、高速増
殖炉サイクルの実用化に向けた開発が積極的に推進されている。」との整
理がなされ、安全については、「もんじゅ」や「常陽」について耐震設計も
含め安全審査を受け設置（変更）許可が下りており、核不拡散性について
は「将来の高速増殖炉システムについては、広範な利用が可能になるよう
不純物を多く内包する再処理・燃料加工を採用するなど内在的核不拡散
性を増す研究開発が進められている。」との整理がなされ、またこれまでの
核燃料サイクル開発機構の関連研究開発にかかる所要経費及び投資対
効果にかかる見通しにかかる資料が提出され、それらを踏まえて議論の行
なわれたところ、大綱（案）においては高速増殖炉サイクル技術の実用化
に向けての研究開発を着実に推進するべきであるとされたところです。

E330,E745,
E761,E803,
F045,F163,
〒196,〒
211,ご179

9-40

高速増殖炉の実用化を2050年頃から
とし、それにあわせて実用化への時間
的プロセスをつなぎ合わせたに過ぎな
い。2050年実用化は全くその根拠が
示されておらず、妄想に近い展望に
過ぎない。現在取り組まれている｢実
用化戦略調査研究｣の取りまとめを受
け、国として2015年頃から実用化像と
段階的な開発計画を検討するとして
いるが、実用化に向けた次の段階の
実証炉についても、この段階では具
体的計画は決定されていない。

F052,F088,
F108

9-41

実用化戦略調査研究について、推進
の立場の原子力委員会が評価をする
のでは、評価の公正さは期待できな
い。

現行の原子力長期計画及び本大綱（案）において実用化戦略調査研究
を進めることとしたところ、その観点から、これらの計画に責任を持つ原子
力委員会も評価することとしました。

〒047

9-42

「高速増殖炉」「もんじゅ」についての
審議が少なすぎる。
「もんじゅ」の耐震性についても審議
すべき。

高速増殖炉サイクル技術については、策定会議において、核燃料サイク
ル政策、高速増殖炉サイクル技術の研究開発のあり方、エネルギーと原
子力発電、原子力研究開発などの議論の際に、その意義や研究開発の
あり方、商業化ベースでの目標、研究開発全体から見た位置づけ等様々
な切り口で議論されました。なお、「もんじゅ」については、その改造工事
の考え方など安全性にかかる面について議論の参考にされましたが、個
別の炉そのものの安全性については策定会議の議論の対象外としまし
た。

F082

本大綱（案）におきましては、
・核燃料サイクル政策の議論において、六ヶ所再処理工場の寿命を40年
と仮定した場合の運転終了時期である2050年ころを一つの節目とし、この
頃高速増殖炉を導入することを、再処理を行う場合の基本シナリオの一部
としたこと、
・高速増殖炉サイクル技術の研究開発にかかる議論において、実用化に
かかる国の検討は2015年頃から開始することを念頭においてフェーズⅡ
の評価を行うとしたこと、
・エネルギーと原子力発電にかかる議論において、「ＦＢＲについては、経
済性などの諸条件が整うことを前提に、２０５０年頃からの順次導入を見込
む。」との電気事業者の見解が紹介されたことを踏まえ、
「高速増殖炉については、軽水炉核燃料サイクル事業の進捗や「高速増
殖炉サイクルの実用化戦略調査研究」、「もんじゅ」等の成果に基づいた
実用化への取組を踏まえつつ、ウラン需給の動向等を勘案し、経済性等
の諸条件が整うことを前提に、２０５０年頃から商業ベースでの導入を目指
す。」としています。
なおこの時期の見通しは固定的なものではない（従って、研究開発がより
速くなる場合も（遅くなる場合も）ありえる）ことについては、続けて「なお、
導入条件が整う時期が前後することも予想されるが、」との記載から明らか
です。
またその上で、2015年頃からの国の検討においては、高速増殖炉サイク
ルの適切な実用化像と２０５０年頃からの商業ベースでの導入に至るまで
の段階的な研究開発計画について検討することとされました。実証炉にか
かるご指摘につきましては、策定会議においてもより具体的に記載すべき
とのご意見もあったところ、同技術の研究開発のあり方にかかる議論にお
いて、研究開発の成果等を評価した上で具体的計画の決定を行なうこと
が適切、との整理で多数の合意が得られ、また研究開発全体の議論にお
いて研究開発の段階にかかる考え方について整理のなされたところ、高
速増殖炉サイクル技術は現在革新的な技術システムを実用化候補まで発
展させる段階であり、実証炉はその次の段階に相当すると考えられること
を踏まえ、現状の記載に整理されました。
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9-43

「もんじゅ｣の改造工事については、福
井県及び敦賀市の｢事前了解｣を取っ
ているとのことだが、納税者であり、安
全に居住すべき権利をもつ国民・地
域住民の了解をとられているのか。
「もんじゅ」については情報公開が不
十分なのではないか。

「もんじゅ」の改造工事については、福井県及び敦賀市の了解が得られて
いるところ、立地県及び市町村は、地域住民を代表されているものと考え
ております。
もんじゅの停止期間が長いことによる安全性の問題、適切な情報公開が
なされるべきことについては、策定会議においても意見の議論のあったと
ころ、「高速増殖炉サイクル技術の研究開発のあり方について（論点の整
理）」においては、「「もんじゅ」における研究開発を進めるにあたっては、
安全確保に万全を期すことを大前提に、研究開発段階においてはトラブ
ル対応を通じて知見を蓄積していくことも重要であることを踏まえつつ、こ
れらを想定して実施されている安全確保対策やトラブルに関する徹底した
情報公開と相互理解活動を行い、国民及び地域住民の信頼を確保して
いくべきである。」と記載されました。その上で、原子力政策大綱（案）にお
いては、安全確保活動と情報公開等はすべての原子力に関する活動に
おいて重要であるとの認識のもと、原子力に関する活動に共通事項として
記載されました。

F252

9-44

高速増殖炉の研究開発について国の
より積極的な取組を求める。／実証炉
を含めた長期的な具体的計画を求め
る。/遅い理由を評価し改善を求め
る。/もんじゅについて国の積極的な
取組をもとめる。

策定会議の審議を経て、大綱（案）では「４－１－３．革新的な技術システ
ムを実用化候補まで発展させる研究開発」において、「原子力利用や広
範な科学技術分野に革新をもたらす可能性が大きい革新技術システム
を、実用化の候補にまで発展させるための研究開発については、国及び
研究開発機関が、産業界とロードマップ等を共有し、大学や産業界の協
力・協働を得つつ、主体的に取り組むべきである。（中略）
この段階にある取組の最大のものは高速増殖炉サイクル技術の研究開発
である。高速増殖炉サイクル技術は、（中略）その実用化に向けた研究開
発を、日本原子力研究開発機構を中核として着実に推進するべきであ
る。（中略）国は、これらの進捗状況等を適宜評価して、柔軟性のある戦略
的な研究開発の方針を国民に提示していくべきである。特に、「実用化戦
略調査研究」の取りまとめを受け、高速増殖炉サイクルの適切な実用化像
と２０５０年頃からの商業ベースでの導入に至るまでの段階的な研究開発
計画について２０１５年頃から国としての検討を行うことを念頭に、実用化
戦略調査研究フェーズⅡの成果を速やかに評価して、その後の研究開発
の方針を提示するものとする。」と、国の関与のあり方が明示されたところ
です。実証炉については、策定会議における高速増殖炉サイクル技術の
研究開発のあり方にかかる審議においても議論されたところ、その論点の
整理および原子力研究開発の進め方についての審議を踏まえて、高速
増殖炉サイクル技術の研究開発は現在「革新的な技術システムを実用化
候補まで発展させる」段階にあり、実証炉はその次の段階の取組に位置
づけられる、と整理されました。

E204,E246,
E254,E295,
E328,E617,
E711,E745,
E839,F092,
F102,ご069,
ご130,ご
205,ご211,
ご235

9-45
近未来的な技術目標を目指した開発
目標を国際協力なども踏まえて立案
し、炉型選択などに役立てるべき。

実用化戦略調査研究の進め方については４－１－３．で記載しており、
おっしゃるところの国際的な研究開発の成果の取り入れや、協力、評価の
重要性等に関しましても、「（前略）その途中段階での取りまとめである
フェーズⅡの成果は2005年度末に取りまとめられ、国がその成果を評価し
て方針を提示することとしており、その後もその方針に沿って研究開発を
的確に進めるべきである。その際、第四世代原子力システムに関する国
際フォーラムにおけるこの分野の成果も取り入れることも重要である。」とし
ています。

E783a

9-46
高速増殖炉の意義について、国は積
極的に広報を行うべき。

高速増殖炉を含め原子力にかかわる諸活動については、すべからく国民
に学習の機会があり、そのことが周知されるべきところ、その旨は２－４－
３．学習機会の整備・充実に記載されました。

ご181,ご194
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9-47 実用化戦略調査研究の進捗如何。
実用化戦略調査研究という個別の研究テーマの進捗について詳説するこ
とは大綱の主旨ではありませんが、その審議の過程で議論されております
ので、新計画策定会議（第17回）資料第２～４号等をご覧頂ければご参考
になるかと存じます。

ご045

9-48

高速増殖炉について、「数百年間に
わたって原子力エネルギーを利用し
続けることが可能となる」との記載につ
いて、前提条件等を脚注で書くべき

この記載はたとえば天然ウランの累積需要量の推定等から言える高速増
殖炉の潜在的特性であるところ、「数百年」という数字は一般論であること
から、具体的な前提条件の記載は不要と考えます。

E937

9-49
実用化調査研究ではさまざまな炉の
研究を行っているのに、なぜ「もん
じゅ」に固執しているのか。

実用化戦略調査研究においては冷却材も含め複数の選択肢について検
討を進めているところ、その活動ともんじゅの関係については、策定会議
においても紹介され、高速増殖炉サイクル技術の研究開発のあり方につ
いて（論点の整理）において、もんじゅに関して「その所期の目的は、「発
電プラントとしての信頼性の実証」と「運転経験を通じたナトリウム取扱技
術の確立」であり、これらの目的を達成することは「実用化戦略調査研究」
で検討を進めている他の選択肢との比較評価のベースを確立することに
なる。したがって、「もんじゅ」は高速増殖炉サイクル技術の研究開発の場
の中核と位置付けられるので、早期に改造工事を行って運転を再開し、そ
の後10年程度以内を目途に所期の目的を達成することに優先して取り組
むこととする。」と記載され、大綱（案）においてもこれを踏まえた記述がさ
れているところです。

E663,ご154

9-50

・再開の意義ない、・長期に止まって
いるので安全審査は期限切れ、・改造
工事は工事中の事故の可能性をもた
らす、・地震の懸念、・高速増殖炉の
位置づけがあやふや・電力が引き受
ける見通しもない、・税金の無駄、・ア
メリカもフランスも撤退しているなどの
理由から、もんじゅは廃炉にすべき。

もんじゅについては、「高速増殖炉サイクル技術の研究開発のあり方につ
いて（論点の整理）」にかかる審議の中でその現状や位置付け、今後のあ
り方等について議論され、ご指摘のような理由による再開に反対の意見も
あったところ、審議の結果として大綱（案）においては「研究開発の場の中
核となる「もんじゅ」の運転を早期に再開し、10年程度以内を目途に「発電
プラントとしての信頼性の実証」と「運転経験を通じたナトリウム取扱技術
の確立」という所期の目的を達成することに優先して取り組むべき」として
います。

E393,E410,
E663,E874,
F008,F044,
F079,F117,
F163,F165,
F177,F198,
F204,F241,
F242,F243,
F244,F245,
F246,F251,
F278,〒
021,〒063,
〒075,ご
123,ご149,
ご178,ご197
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9-51
高速増殖炉以外の次世代炉について
も検討するべき。

「４－１．原子力研究開発の進め方」において、「（前略）次世代の供給を
担うことのできる競争力のある革新技術の研究開発を実施していく必要が
ある。」と記載されたところ、この活動の中で適宜研究開発が進められるも
のと考えられます。

E617

9-52 「もんじゅ」廃止署名はどう扱われたのか

頂きました署名につきましては、第11回の策定会議の資料第2号にてその
ような署名を頂きましたことを策定会議にご報告するとともに、要望書の内
容を原子力委員会ホームページ上にて掲載しました。さらに、高速増殖炉
サイクル技術の研究開発のあり方の審議を行った第18回においても近藤
議長より紹介があり、そのことを踏まえて審議が行われました。

ご179

9-53
・「もんじゅ」を早期に運転再開し、高速増
殖炉技術の開発に取り組むべき。

もんじゅについては、「高速増殖炉サイクル技術の研究開発のあり方につ
いて（論点の整理）」にかかる審議の中でその現状や位置付け、今後のあ
り方等について議論され、その結果を踏まえて大綱（案）において「研究
開発の場の中核となる「もんじゅ」の運転を早期に再開し、10年程度以内
を目途に「発電プラントとしての信頼性の実証」と「運転経験を通じたナトリ
ウム取扱技術の確立」という所期の目的を達成することに優先して取り組
むべき」と記載したところです。

ご129,ご188

9-54
ナトリウム技術の重要性の認識が欠如
している。

現在、核燃料サイクル開発機構が進めている高速増殖炉サイクルの実用
化戦略調査研究において、ナトリウムは冷却材の候補の１つとして検討さ
れているところであり、本策定会議においても、関連技術にかかる研究開
発の経緯や課題等が資料として提出され、それに基づいた議論が行われ
ました。

E696

9-55
４－１－４項の再処理研究に関する表
現をそのまま残すべき

了承 E918

9-56

４－４で「日本原子力研究開発機構
は、(略）我が国の原子力研究開発活
動に寄与することが求められる。」と、
至極当然の記載がある一方で、４７
ページ１１行目以降「高燃焼度燃料や
軽水炉使用済ＭＯＸ 燃料の実証試
験等については、日本原子力研究開
発機構が、六ヶ所再処理工場及び
六ヶ所再処理工場に続く再処理工場
に係る技術的課題の提示を受けた上
で実施する。」とあるのは、唯一の原
子力研究開発機関としての存在価値
を疑わせる記載としか読めないものと
考える。

ご指摘の「高燃焼度燃料や軽水炉使用済ＭＯＸ 燃料」については、既に
実用化された商業炉において今後使用の蓋然性が高いものであり、その
再処理技術についてはすでに実証試験を行う段階に達していると考えら
れます。したがって、研究開発段階としては４－１－４に位置づけられ、必
要な技術課題は民間事業者やその研究開発機関等において明確化され
るものと認識しています。その実証試験等については、必要な試験機器
等を有する日本原子力研究開発機構が、技術課題の提示を受けて実証
試験等を実施することとし、研究開発段階における官民分担を踏まえた記
載としております。なお、再処理の経済性の飛躍的向上を目指す技術の
研究開発を４－１－１基礎的・基盤的研究開発の主要なものの１つにあげ
ており、この分野は日本原子力研究開発機構がその真価を発揮できる分
野です。

F093
E418

9-57

六ヶ所再処理工場への必要な技術支
援にはイギリスの再処理工場の事故を
回避することができる技術も含まれる
のか。この事故を見て、六ヶ所再処理
工場を進めることを中止するのが望ま
しい。

新法人による六ヶ所再処理工場への技術支援には、必要なものが含まれ
ると期待します。なお、ご指摘のイギリス再処理工場のセル内漏えいにつ
いては、策定会議において、その原因が紹介され、六ヶ所再処理工場に
は同様なつり下げ方式の貯槽が無いため同様の漏えいは発生し得ないこ
とが示されました（新計画策定会議（第２８回）参考資料５）。

F279

４－１－３．
革新的なシ
ステムを実
用候補まで
発展させる
研究開発

４－１－４．
革新技術を
実用化する
ための研究
開発
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No 区分 ご意見の概要 ご意見への対応 意見番号

9-58

４－１－４．
革新技術を
実用化する
ための研究
開発）

軽水炉の全炉心MOX利用技術が、実
用化する新技術システムであるなら、
実用規模で建設することは認められ
ない。

全炉心MOX利用技術は実用炉として用いられる一歩手前であるため、４
－１－４に位置付けられるものです。なお、全炉心MOX利用を行う実用規
模の炉の建設に関しては、その規模も含めて安全審査が行われていると
ころであり、正式な手続によって進められるものです。

F017

9-59

４－１－５．
既に実用化
された技術
を改良・改
善するため
の研究開発

原子力発電所の新規建設が停滞する
のは投資のメリットがないからであり、
そこに税金を投入して維持をはかろう
とすることに無理があるので効果は期
待できない。原因を解析し、停滞傾向
が続くいま原子力からの撤退工程の
検討を始めるべきである。

原子力政策大綱（案）の１－２－７において、「電気事業者が原子力発電
所の建設を決定するに当たっては、経済性、投資リスク、環境適合性、電
源構成のバランス、地元理解や信頼関係、国のエネルギー政策との整合
性等を総合的に勘案している。そのため、原子力発電の競争力を向上す
るためには、発電所の建設に係る資本費の低減や建設期間の短縮、技術
の安定性が重要な課題である。」としています。このうち技術的課題を解
決するために４－１－５で示される国の支援等は、策定会議では妥当であ
るとされました。

〒199

9-60

４－１－５．
既に実用化
された技術
を改良・改
善するため
の研究開発

産業界に築き上げられてきた技術基
盤の維持について、活発な議論を望
むと共に、国が明確な方策、特に支援
のあり方を提示することを期待する。

技術基盤の維持については、特に人材育成・確保の観点から、原子力政
策大綱（案）の「１－２－３．次世代の原子力利用を支える人材の確保」で
「（略）２００７年以降には人口減少や熟練した技術を有する技術者・技能
者が大量に現役を退くことに加えて、原子力発電所の建設機会が減少
し、既設の原子力発電所の運転、保守等が中心業務となりつつあること及
び国と民間の原子力に関する研究開発投資が近年、減少傾向にあること
から、放射線利用分野も含め、次世代において原子力の研究、開発及び
利用を支える人材を維持していくことについて懸念が表明されている。」と
の現状認識を示し、「原子力の研究、開発及び利用に関する基盤的活動
の強化」の１つとして人材の育成・確保に関する取組を２－３に示していま
す。
また、「４－３．知識・情報基盤の整備」においては、「研究開発の成果とし
て得られる技術の実用化や、これまでに得られた知識・経験を次代におい
て積極的に活用するためには、組織内部あるいは組織間で知識・技術を
体系的に管理して、円滑に継承することや、移転することが必要である。し
たがって、研究開発機関や研究者、技術者は、実用化に向けた努力の早
い段階から産学官相互の連携が図られるよう研究開発活動の相互乗り入
れや相互学習のためのネットワークの整備を心がけ、さらにはこれらを通じ
て知的財産管理の取組を推進していくべきである。」との方針を示しており
ます。

E717

9-61
４．原子力
研究開発の
推進

基盤技術の確保を行うというのは重要
であるが、基盤技術の研究の際には、
現行軽水炉、燃料サイクル等の技術
支援が必要ではないか。

E023

9-62

４－１－５．
既に実用化
された技術
を改良・改
善するため
の研究開発

遠心法ウラン濃縮技術の事業者の得
た成果を国の研究開発へフィードバッ
クさせる一連の仕組みを明記するべき
である。

E922

策定会議での審議を経て、原子力政策大綱（案）では、以下のように示し
ています。
まず、現行軽水炉については、4-1-1において「基礎的・基盤的な研究開
発」の主要なものとして「原子力の共通基盤技術の研究」があります。この
研究は、軽水炉技術の基盤の一部を担うものとして、大綱を議論するプロ
セスである策定会議（第２０回）資料第２号で示されました。また、4-1-5の
主要な研究開発として、「既存軽水炉技術の高度化、（略）等」がありま
す。
次に、燃料サイクルに関するものとして、4-1-4で「日本原子力研究開発
機構においては、六ヶ所再処理工場への必要な技術支援を継続する。」
こととしています。また、4-3において「遠心法ウラン濃縮技術、ＭＯＸ燃料
加工技術、再処理技術、放射性廃棄物処理処分技術等、特に民間が技
術移転を求めている国の研究開発や民間が国から技術移転を受けて実
施している研究開発については、産学官の役割分担を踏まえつつ柔軟な
実施体制で推進されることが重要である。知識・技術の移転には人の移転
のみならず、ノウハウの移転のために研究開発施設や設備の民間による
利用も重要であることを踏まえて、知的財産を適切に管理しつつ、効果
的、効率的な技術移転システム等を構築することが必要である。」としてお
ります。
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９．原子力研究開発の推進

No 区分 ご意見の概要 ご意見への対応 意見番号

9-63

｢4-1原子力の研究開発の推進(4-2)
大型研究施設の開発｣の主要な取組
として｢原子力施設の耐震性に関する
研究｣を追加して欲しい。

策定会議の審議を経て、原子力政策大綱（案）では、原子力安全研究に
ついては、4-1-1において、「原子力安全委員会の定める「原子力の重点
安全研究計画」を踏まえて着実に進める必要がある。」との基本方針を示
しています。
この「原子力の重点安全研究計画」は、原子力安全委員会のホームペー
ジなどから入手できますが、そこでは「５．２ 重点安全研究の内容（１）重点
安全研究となる研究分野」において、「Ⅱ．軽水炉分野では、 安全評価技
術、 材料劣化・高経年化対策技術」にならんで「耐震安全技術」が挙げら
れております。

〒017

9-64

これまでのように原子力研究開発に湯
水のように資金が使える時代は終わっ
た。国の政策の根幹が問われる現
在、核燃料サイクル政策・高速増殖炉
への夢を追うエネルギー政策への固
執ではなく、国民が納得できる着実で
堅実は長期エネルギー計画こそが求
められる。

原子力政策大綱（案）の１－２－１０において、現状認識として、「原子力研
究開発、とりわけ国が行うものについては、その総合性のゆえに、民間の
技術水準の維持・向上や、我が国産業の国際競争力にも影響を及ぼし、
その有用性が高い。しかしながら、近年の厳しい財政事情の中、科学技
術関係予算の重点分野への配分、特殊法人等改革等が相まって、国の
原子力研究開発に係る予算額は減少している。そこで、（略）今後の原子
力研究開発の取組に当たっては、継続的取組の重要性は認識しつつも、
エネルギー政策、科学技術政策との整合性、補完性に留意し、有効性・
費用対効果の検証等を行うことにより、効果的、効率的に選択と集中を
図っていくことが重要となっている。」としております。
原子力利用のうちエネルギー利用について、３－１－１において「国は、
（中略）原子力発電を基幹電源に位置付けて、着実に推進していくべき。」
であり、「民間事業者には、（中略）我が国の原子力発電とそれに必要な
核燃料サイクル事業を長期にわたって着実に推進していくことに取り組む
ことを期待する。」との基本的考え方を示しています。さらに核燃料サイク
ルについては４つのシナリオに対する評価を行い、３－１－３で「核燃料資
源を合理的に達成できる限りにおいて有効に利用することを目指して、安
全性、核不拡散性、環境適合性を確保するとともに、経済性にも留意しつ
つ、使用済燃料を再処理し、回収されるプルトニウム、ウラン等を有効利
用することを基本的方針とする。」としました。

〒200

9-65

４－４．日本
原子力研究
開発機構の
発足と原子
力研究開発

基礎・基盤的研究開発に重点がおか
れ実用化を目指した技術開発には一
言も触れられていない。実用化の技
術開発を促進するためには､研究開
発機関の所管官庁を経済産業省に移
すべきである。
特に、高速増殖炉実用化までの技術
開発には、他の基礎研究開発特に核
融合技術開発と資金の分配合戦とな
り、計画通り進めることが出来ない可
能性が高い｡　この点に関する改善案
を示されたい｡

原子力政策大綱（案）の４－１－１から４－１－５は、基礎から実用化までの
研究開発段階における国と民間の役割を示しております。さらに実用化の
手前の研究開発段階である４－１－３においては、「産業界が実用化の対
象として選択できる環境を整えるために、研究開発政策と産業政策を担
当する関係行政機関が政策連携を進めることも重要である。」としておりま
す。
高速増殖炉については、４－１－３にその研究開発の進め方を述べており
ますが、資源の配分の考え方につきましては、４－１において原子力研究
開発について「国の活動は、公益の観点から期待される成果を明確にし、
効果的かつ効率的に進めなければならないから、（略）一定期間のうちに
予想される成果と課題、その実用化時期における環境条件予測を踏まえ
て実施される多面的な評価結果に基づく投資の費用対効果、研究開発の
段階に応じた官民の役割分担と資源配分のあり方、国際協力の効果的活
用の可能性等を総合的に評価・検討して、「選択と集中」の考え方に基づ
いて研究開発資源の効果的かつ効率的な配分を行っていくべき」と示し
ています。

E625

9-66

４－４．日本
原子力研究
開発機構の
発足と原子
力研究開発

次世代再処理技術の研究は、新法人
である日本原子力研究開発機構が、
高速増殖炉燃料再処理の研究の一
環として行うべき、と記載するべき。

原子力政策大綱（案）の３－１－２（５）において、「中間貯蔵された使用済
燃料及びプルサーマルに伴って発生する軽水炉使用済ＭＯＸ燃料の処
理の方策は、六ヶ所再処理工場の運転実績、高速増殖炉及び再処理技
術に関する研究開発の進捗状況、核不拡散を巡る国際的な動向等を踏
まえて２０１０年頃から検討を開始する。」こととしております。これに関わる
研究開発については、まず、４－１－１の基礎的・基盤的な研究開発にお
いて再処理の経済性の飛躍的向上を目指す技術の研究開発を示してお
ります。さらに４－１－４で「六ヶ所再処理工場に続く再処理工場に向けて
の技術開発のあり方については、六ヶ所再処理工場の運転実績、高速増
殖炉及び再処理にかかる研究開発の進捗状況等を踏まえて処理の方策
が明らかにされることを受けつつ、関係者間で検討を進める。これらのう
ち、高燃焼度燃料や軽水炉使用済ＭＯＸ燃料の実証試験等について
は、日本原子力研究開発機構が、六ヶ所再処理工場及び六ヶ所再処理
工場に続く再処理工場に係る技術的課題の提示を受けた上で実施す
る。」とされております。したがって、ご指摘の次世代再処理技術の研究
は、高速増殖炉燃料再処理の研究と関連があることは確かですが、次世
代再処理技術がそのまま高速増殖炉燃料再処理技術であると決定された
わけではありません。また、４－１－１の上記研究開発については、日本原
子力研究開発機構のみばかりでなく、他の研究開発機関、大学も行うべき
ものです。

E550

４－２．大型
研究開発施
設
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９．原子力研究開発の推進

No 区分 ご意見の概要 ご意見への対応 意見番号

9-67

４－４．日本
原子力研究
開発機構の
発足と原子
力研究開発

求められる研究開発活動の内容とし
て｢差し迫る核廃棄物処理、処分の研
究｣を追加

放射性廃棄物の処理処分に関する研究については、原子力政策大綱
（案）の３－３．放射性廃棄物の処理・処分において、「廃棄物の効果的で
効率的な処理・処分を行う技術は循環型社会の実現を目指す我が国社
会にとって必須の技術である。このことを踏まえて、研究開発機関等は、
放射性廃棄物の効果的で効率的な処理・処分を行う技術の研究開発を
先進的に進めるべき」としています。特に、高レベル放射性廃棄物の地層
処分に関しては、原子力政策大綱（案）３－３－２（１）において、「日本原
子力研究開発機構を中心とした研究開発機関は、深地層の研究施設等
を活用して、深地層の科学的研究、地層処分技術の信頼性向上や安全
評価手法の高度化等に向けた基盤的な研究開発、安全規制のための研
究開発を引き続き着実に進めるべきである。」としています。また、原子力
政策大綱（案）の４－１－１では基礎的・基盤的な研究の主要なものの１つ
として、放射性廃棄物処理・処分の負担軽減に貢献する分離変換技術の
研究開発を挙げています。

F061
F106

9-68
安全研究に関して産学官協力して取
り組んでいくべき。

E187

9-69

ロードマップの作成による産官学の協
力・共働については、一例として原子
力学会の発電炉の安全に関するロー
ドマップ作成特別研究専門委員会の
活動を引用していただきたい。

E728

9-70

適切な箇所に「民間の研究開発と国・
研究機関による安全研究を共同で行
えるようなケースを推進することが望ま
しい」といった趣旨の記載を取り込ん
で頂ければと考えます。

E956

４－１．原子
力研究開発
の進め方
４－１－１．
基礎的・基
盤的な研究
開発
４－１－３．
革新的なシ
ステムを実
用候補まで
発展させる
研究開発

原子力安全研究につきましては、「原子力利用の大前提である安全の確
保に直結し、全ての原子力の研究、開発及び利用に関する活動の基盤と
なる」ものと考えられるので、原子力政策大綱（案）では４－１－１のうち最
重要のものとして位置づけております。さらに、この研究については、原子
力安全委員会の定める「原子力の重点安全研究計画」を踏まえて着実に
進める必要がある。」としております。
ご指摘の原子力安全研究の産官学連携の重要性については、「原子力
の重点安全研究計画」に記載されており、原子力政策大綱（案）における
原子力安全研究の基本的方針はこれも含みます。
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９．原子力研究開発の推進

（具体的な修正意見）
No 該当箇所 ご意見の概要 ご意見への対応 意見番号

9-72

１－３－３．
短・中・長期
の各取組の
同時並行的
な推進

１－３－３　の「現在のシステムを抜本
から換える技術の研究開発に創造力
と挑戦心をもって取り組んでいく長期
的取組も必要である。」のうち「挑戦
心」の語は「安全を最大限追求する
志」等の語に替えるべきである。

原子力の研究開発利用に、安全確保の取組が必須であることは、原子力
政策大綱（案）の２－１．安全の確保の２－１－１．安全対策（１）国・事業者
等の責任において、「原子力施設による公衆や作業者への健康リスクが
十分低く抑制されていることが原子力の研究、開発及び利用の前提条件
である。」としております。すなわち、これを満たした上で現在のシステムを
抜本から換える技術の研究開発が進められるべきとしております。

E436

9-73
４－１．原子
力研究開発
の進め方

４－１の「しかし、その場合であって
も・・・・効果的かつ効率的な配分を
行っていくべきである。」について
○評価を評価するのは用語の重複で
はないか。
○一定期間のうちにと言う表現につい
ては、一定期間が何を意味するのか
曖昧であるので削除したほうが良い。
以上から、「ただし、国の活動は、期待
される成果を明確にし、効果的かつ効
率的に進めることが公益性の観点から
要請される。したがって、その活動に
ついては、予想される成果と課題と
を、その実用化時期における予測さ
れる環境条件を踏まえて評価する必
要がある。こうした多面的な評価結果
に基づく投資の費用対効果、研究開
発の段階に応じた官民の役割分担と
資源配分のあり方、国際協力の効果
的活用の可能性等を総合的に検討し
て、｢選択と集中｣の考え方に基づい
て研究開発資源の効果的かつ効率
的な配分を行っていくべきである。」と
したらどうか。

○「評価を評価するのは用語の重複であろう」につきましては、費用対効
果を得るための手段として多面的評価を行う必要があり、この費用対効果
も含めて総合的評価を行うのであって、評価を評価することにはなってお
りません。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○
「一定期間のうちにという用語は削除したほうが良い。」につきましては、研
究開発に対してある程度一定期間を区切ってその間に得られる成果と課
題を示すことは、それを進める研究者・技術者が当然行うべきことであり、
特に独立行政法人の場合中期計画期間がその区切りであり、その意味で
一定期間のうちにという用語は逆に必須です。
○また、いただいた案ですと、「公益性とは効果的かつ効率的に進めるこ
と」と読めますが、原文では「公益性の観点から期待される成果を明確に」
するので、若干意味が変わってしまいます。
○以上から、いただいた案を参考に平易な文章に修正しました。

〒084

9-74

４－１－２．
革新的な技
術概念に基
づく技術シ
ステムの実
現可能性を
探索する研
究開発

高温ガス炉の取り組みについては以
下のように修正すべきと考えます。
「高温の熱源や経済性に優れた発電
手段となりうる高温ガス炉とこれによる
水素製造の研究開発は、実用化への
課題と道筋を明確にして推進していく
ことが重要である。　具体的には、日
本原子力研究開発機構が中心となっ
て、産業界の協力のもとに実用化を視
野に入れた開発ロードマップを早急に
作成し、国、日本原子力研究開発機
構、産業界がロードマップを共有して
高温ガス炉とその利用技術の開発を
進めるべきである。」

E336

9-75

４－１－３．
革新的なシ
ステムを実
用候補まで
発展させる
研究開発

４－１－３「この段階にあり取組むべき
ものは、高温ガス炉に関する技術開
発と高速増殖炉サイクル技術の研究
開発である。高温ガス炉については、
世界の先端を走っている我が国の技
術に基づいて、経済性に優れた発電
技術を開発するとともに、水素製造技
術の研究開発を水素社会システムの
基盤技術の成熟度等を考慮し、常に
世界のトップランナーとして、必要な
取組みを決め、推進していくことが重
要である。高速増殖炉サイクル技術
は、……」と変更すべき。

E477

ご指摘の「高温ガス炉とこれによる水素製造の研究開発」については、高
温ガス炉が工学試験を実施するとともに、水素製造のための革新的な技
術概念のシステムとしての実現可能性を探索している段階であるとの認識
であり、現在の記述になっています。
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９．原子力研究開発の推進

No 該当箇所 ご意見の概要 ご意見への対応 意見番号

9-76
４－２．大型
研究開発施
設

「４－２．大型研究開発施設」のタイト
ルを「４－２．大型研究開発施設等」と
して、下記を追記して頂きたい。

「なお、原子力研究開発が多くの分野
に関わる総合的なものであることに鑑
みれば、多くの分野の研究者が関わ
り、創意・工夫を競う環境を整備するこ
とが必要であり、大型研究開発施設と
ともに、比較的規模の小さな施設・設
備についても、その機能と役割に応じ
て分散して適切に整備を進める必要
がある。その際、これらの中小型施
設・設備については、大学における人
材育成や地域社会における理解を促
進するためにもきわめて有用である場
合が多いことに留意すべきであり、国
は、全日本的な観点からバランスよく
整備を行うべきである。」

ご指摘のように２－３．において、「大学等に対しては、（略）、所有する原
子力研究施設等が一層効果的に活用されるべき」ことが、また、２－４－
３．学習機会の整備・充実において、「実体験を通じた知識の普及の機会
は重要であり、原子力研究施設や科学館、博物館等がこの機会を提供す
る場として活用されることを期待する。」とされており、ご指摘にある留意す
べき点「（原子力研究開発施設が、）大学における人材育成や地域社会
における理解を促進するためにもきわめて有用である場合が多いこと」に
つきましては原子力政策大綱（案）にて記述されていると考えます。また、
研究開発に関する資源の配分は、施設の整備も含まれるものであり、この
うち、特に大きな投資が必要な、大型研究開発施設を整備する際に検討
すべき要件を原子力政策大綱（案）の４－２で記述しております。

E478

9-77
日本原子力
研究開発機
構

日本原子力研究開発機構に係る記述
の時制の統一が必要ではないか。

いただいたご意見を参考にさせていただき、大綱の最終版が完成する際
に適切な記述となるようにします。

F185

9-78
４－１．原子
力研究開発
の進め方

「4-1原子力研究開発の進め方」の3
つ目のパラグラフに研究開発の5つの
段階を並行して進めていくことが適切
ということで、5つの段階の名称が記載
されている。しかしながら「4-1-3～4-
1-4」にかけての見出しと整合が図ら
れていない部分があるため、見出しの
方を修正したほうが良いと考える。

「３）革新的な技術システムを実用化候補にまで発展させる研究開発」に
ついては、文章中での読みやすさから「にまで」となっておりますので見出
しの修正はいたしません。一方、「４－１－４．新技術システムを実用化す
るための研究開発」については、「４－１－４．革新技術システムを実用化
するための研究開発」に修正します。

E363

9-79

４－１－５．
既に実用化
された技術
を改良・改
善するため
の研究開発

23行目は軽水炉技術では大型技術
開発の多くがそうである現状を反映し
て「…ただし、現状の多くの技術開発
がそうであるように、その成果が…」と
してはどうか。
また、30行目の「既存軽水炉技術の」
は以降の技術開発にくらべかなり広範
囲に亘るので「既存軽水炉技術(プラ
ント分野、燃料分野等)の」と対象を複
数列挙にしていただいた方がよいかと
思う。

原子力政策大綱（案）４－１－５は、軽水炉技術に限定して記述しているも
のではありません。また、既存軽水炉技術の高度化については、その研究
開発活動の内容を紹介するのではなく４－１－５に分類することが、重要
です。

E955

9-80

４－１－３．
革新的なシ
ステムを実
用候補まで
発展させる
研究開発

・意見
次のような記述に変更する。
「国は、これらの進捗状況等を適宜評
価して、柔軟性のある戦略的な研究
開発の方針を国民に提示していくべ
きである。特に、「実用化戦略調査研
究」の取りまとめを受け、高速増殖炉
サイクルの適切な実用化像と２０５０年
頃からの商業ベースでの導入に至る
までの段階的な研究開発計画（実証
炉の設計・建設から運転までを含む）
について２０１５年までに国としての検
討を行うことを念頭に、実用化戦略調
査研究フェーズⅡの成果を速やかに
評価して、その後のフェーズⅢの研究
開発の方針を提示するものとする。な
お、フェーズⅢの早い段階で実証炉
の実施主体を決める必要があり、それ
を検討するための関係各省庁、機
関、民間等からなる「高速増殖炉実用
化委員会」（仮称）を原子力委員会の
下に早急に作る必要がある。」

策定会議の審議を経て、大綱（案）では「４－１－３．革新的な技術システ
ムを実用化候補まで発展させる研究開発」において、「原子力利用や広
範な科学技術分野に革新をもたらす可能性が大きい革新技術システム
を、実用化の候補にまで発展させるための研究開発については、国及び
研究開発機関が、産業界とロードマップ等を共有し、大学や産業界の協
力・協働を得つつ、主体的に取り組むべきである。（中略）
この段階にある取組の最大のものは高速増殖炉サイクル技術の研究開発
である。高速増殖炉サイクル技術は、（中略）その実用化に向けた研究開
発を、日本原子力研究開発機構を中核として着実に推進するべきであ
る。（中略）国は、これらの進捗状況等を適宜評価して、柔軟性のある戦略
的な研究開発の方針を国民に提示していくべきである。特に、「実用化戦
略調査研究」の取りまとめを受け、高速増殖炉サイクルの適切な実用化像
と２０５０年頃からの商業ベースでの導入に至るまでの段階的な研究開発
計画について２０１５年頃から国としての検討を行うことを念頭に、実用化
戦略調査研究フェーズⅡの成果を速やかに評価して、その後の研究開発
の方針を提示するものとする。」と、国の関与のあり方が明示されたところ
です。実証炉については、策定会議における高速増殖炉サイクル技術の
研究開発のあり方にかかる審議においても議論されたところ、その論点の
整理および原子力研究開発の進め方についての審議を踏まえて、高速
増殖炉サイクル技術の研究開発は現在「革新的なシステムを実用候補ま
で発展させる」段階にあり、実証炉はその次の段階の取組に位置づけられ
る、と整理されました。

E742
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９．原子力研究開発の推進

No 該当箇所 ご意見の概要 ご意見への対応 意見番号

9-81

・意見：「その際、1960年代から米、
仏、露などの高速増殖炉開発先進国
で開発された技術開発の成果を、国
際協力などによって十分に評価・採用
し、実証炉などの炉型選択などに活
用すべきである」を追加する。
・理由：日本原子力研究開発機構に
引き継がれる「実用化戦略調査研究」
で検討されている実用炉のイメージは
従来の開発路線の延長線上からかな
り外れた「超革新的」な面を多く持って
おり、小規模の研究開発では実証性
を確認することが困難と予想される。
例え2050年の実用炉を目指すにして
も、技術上の飛躍がありすぎるように
思われる。従って、従来の実証済み技
術をベースとした近未来的な技術目
標（マイルストーン）を目指した開発計
画（実証炉、新たな原型炉あるいは大
型実証など）を、国際協力などを活用
して介在させ、中間的には革新性をあ
る程度抑えた炉型選択を行うことを考
慮すべきである。現在の「実用化戦略
調査研究」では、2015年あたりまでの
開発ステップが見えにくく、このままで
はインド、中国、韓国などの開発国に
置いて行かれるのではないかと懸念さ
れる。

実用化戦略調査研究の進め方については４－１－３．で記載しており、
おっしゃるところの国際的な研究開発の成果の取り入れや、協力、評価の
重要性等に関しましても、「（前略）その途中段階での取りまとめである
フェーズⅡの成果は2005年度末に取りまとめられ、国がその成果を評価し
て方針を提示することとしており、その後もその方針に沿って研究開発を
的確に進めるべきである。その際、第四世代原子力システムに関する国
際フォーラムにおけるこの分野の成果も取り入れることも重要である。」と表
現されております。

F075

9-82

４－１－３．
革新的なシ
ステムを実
用候補まで
発展させる
研究開発

意見：（原文）に対し（改訂意見）の下
線部分を追加してはどうか。
（原文）その際,第四世代原子力シス
テムに関する国際フォーラムにおける
この分野の成果を取り入れることも重
要である。
（改定意見）その際、第四世代原子力
システムに関する国際フォーラムにお
けるこの分野の成果を取り入れること
も重要である。さらに、高速増殖炉サ
イクルの実用化にあたっては、軽水炉
使用済燃料及び軽水炉使用済ＭＯＸ
燃料も含めて、プルトニウム利用に加
え、マイナー・アクチニドを分離抽出し
て利用・消滅する技術開発が遅滞なく
行われることが肝要である。
理由：高速増殖炉サイクル導入の本
来的意義は「ウラン資源を最大限有効
に利用する」ことにある。軽水炉の使
用済燃料及び軽水炉の使用済MOX
燃料からマイナー・アクチニドを分離
抽出して、高速炉用燃料として利用す
る技術を確立することにより、高速炉
導入、以前に中間貯蔵されている軽
水炉使用済燃料及び軽水炉使用済
みＭＯＸ燃料について、未利用ウラン
資源の有効利用と環境負荷の低減が
可能となる。

「高速増殖炉サイクル技術の研究開発のあり方について（論点の整理）」
において、「実用化戦略調査研究」フェーズⅡのとりまとめにあたって考慮
すべき事項として「高速増殖炉サイクルの実用化時期（軽水炉サイクルと
の共存期間）、プルトニウム需給、再処理など軽水炉サイクル技術との連
携などを考慮した軽水炉サイクルから高速増殖炉サイクルへの合理的な
移行のあり方」と記載されたところ、ご指摘の観点についてはこの中で考
慮すべきであり、国はそれを評価しその後の方針を提示するものと整理さ
れます。

〒92

（その他ご質問等）
No 該当箇所 ご意見の概要 ご意見への対応 意見番号

9-83
４－１．原子
力研究開発
の進め方

「革新的」とはどういう意味なのか。

原子力政策大綱（案）の１－２－１０に示したように、「既存システムを置き
換え、あるいは新しい市場を開発できる技術」を革新技術システムとして
います。具体的な例として、「高速増殖炉サイクル技術などの次世代原子
力発電技術や、原子力による水素製造技術」などを挙げています。

E798
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１０．国際的取組の推進

（いただいたご意見）
No 区分 ご意見の概要 ご意見への対応 意見番号

10-1

1-2-2,2-2
及び5-1
核廃絶・核
軍縮

核の廃絶をめざすべき。

策定会議は、ご意見と同趣旨のご発言を含む議論を経て、ご指摘の点について、
原子力政策大綱(案)では、1-2-2に「核兵器の全面的な廃絶」を目標に掲げるとと
もに、原子力の研究、開発及び利用においては、「厳に平和の目的に限って推進
する」としています。さらに、1-2-11に「我が国は、従来より、核兵器のない平和で
安全な世界の実現のために、国際的な核不拡散体制の強化及び核軍縮の推進
に取り組んでいる。」との現状認識を示した上で、その基本的方向性を5-1に「我
が国は、核兵器のない平和で安全な世界の実現のために、核軍縮外交を進める
とともに、国際的な核不拡散体制の一層の強化に取り組んでいく。核軍縮に関し
ては、特に、包括的核実験禁止条約（ＣＴＢＴ）の早期発効に向けた積極的な働き
かけを継続するとともに、兵器用核分裂性物質生産禁止条約（ＦＭＣＴ）の早期交
渉開始に向けた努力を行う。」としており、核不拡散だけでなく、核兵器の全面的
な廃絶をめざすための核軍縮に関する今後の取組の基本的な考え方についても
記載しています。

E382
〒202

10-2
我が国の原子力平和利用という国是
を達成するために、国際動向の様々
な変化を注視しながら、核不拡散体
制の維持強化に取り組むべき。

策定会議は、ご意見と同趣旨のご発言を含む議論を経て、ご指摘の点について、
原子力政策大綱(案)では、「我が国における原子力の研究、開発及び利用は、厳
に平和の目的に限る」ことを前提条件として、1-1に基本的目標を記載し、1-2-11
に近年の核不拡散を巡る課題・問題点に関する現状認識を示しています。これら
を踏まえて、その基本的方向性を5-1に「我が国は、核兵器のない平和で安全な
世界の実現のために、核軍縮外交を進めるとともに、国際的な核不拡散体制の
一層の強化に取り組んでいく」とした上で、核不拡散体制の維持・強化に関する
今後の取組の基本的考え方を記載しています。

E213
E785
F096

10-3
国際的な核不拡散体制を維持・強化
するための新しい構想作りに対し、積
極的なイニシアティブを発揮すべき。

また、核不拡散体制の維持・強化のための新たな構想に対しては、策定会議は、
ご意見と同趣旨のご発言を含む議論を経て、その基本的方向性を5-1に「核燃料
サイクルへのマルチラテラル・アプローチ（ＭＮＡ）を含む核不拡散体制の維持・
強化のための新たな提案については、それが国際的な核不拡散体制の強化と原
子力の平和利用の推進に如何に資するかを見極めつつ、その議論に積極的に
参画していくべきである。」とするとともに、「核不拡散への取組基盤の強化のた
め、‥‥、取組に従事する能力を有する人材を育成することを期待する」としてい
ます。さらに、「我が国は、これら一連の活動を通じて、核不拡散と原子力の平和
利用の両立を目指す観点から制定された国際約束・規範を遵守することが原子
力の平和利用による利益を享受するための大前提であるとする国際的な共通認
識の醸成に国際社会と協力して取組んでいく」と基本的方向性を示しています。

E590
〒93

10-4
第5章に、プルサーマル,FBRの推進
が必要であることを核不拡散の観点
から記載すべき。

なお、我が国の再処理施設では、プルトニウム単独ではなくMOXとして取り出すこ
とで高い核拡散抵抗性を有することが、策定会議で紹介されており、それを踏ま
えて、原子力政策大綱(案)では、核不拡散に寄与する技術の開発に関して、その
基本的方向性を5-1に「軍事転用を探知するための高度な計量管理技術や転用
を困難にする核拡散抵抗性技術の開発等を推進する。」と整理しています。

E024

5-1
核不拡散
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１０．国際的取組の推進

No 区分 ご意見の概要 ご意見への対応 意見番号

10-5
海外からの疑惑払拭のため、プルト
ニウムを取り出す核燃料サイクル政
策は採用すべきでない。

E691, E757
E766, E782

10-6
核拡散と不可分の「原子力の平和利
用」は推進すべきでない。

E755
E780
F214

10-8

国際協力においては、『我が国の安
全保障の観点』からも、効果的な交
流と協力関係のあり方を検討すべ
き。

E650

10-9
原子力利用分野の中国,インド,パキ
スタンを含むアジアに対する支援を
強化すべき。

E723

10-10
核の負の遺産を減らして将来世代の
負担を軽減する技術開発の国際協
力を進めるべき。

また、将来世代の負担を軽減する技術開発に関連して、5-2-3に第四世代原子
力システムに関する国際フォーラムを、また、4-1-1の基礎・基盤的な研究開発に
おいては、「この段階の研究開発は、国や研究開発機関、大学によって、国際協
力を効果的に活用しつつ、主体的に推進されるべき」と示しつつ、放射性廃棄
物・処分の負担軽減に貢献する分離変換技術の開発を例に挙げています。

〒203

10-11
我が国の平和利用の堅持のための
取組や事故等関する情報を世界に
発信することは評価できる。

F167

10-12
原子力ではなく、再生可能エネル
ギー,省エネルギーの国際協力,国際
展開を図るべき。

F280
〒204

10-13
原子力産業の国際展開に、国も積極
的に協力していくべき。

E470, E479
E496, E651
E690, E806
E807, F030
F104

10-14
原子力発電は国際的に展開するべ
きでない。

E394, E435
E590, E783
F281

10-15
いかなる国においても原子力をこれ
以上推進すべきでない。

E765
E780

10-7

核不拡散を最優先して、核燃料サイ
クルの推進の中止, 六ヶ所再処理工
場の稼動を中断すべき。
核不拡散体制を維持・強化するた
め、我が国自身が再処理をやめるべ
き。

　策定会議は、ご意見と同趣旨のご発言を含む議論を経て、ご指摘の点につい
て、1-2-5に「我が国としては、省エネルギー努力に最大限に取り組む一方、温室
効果ガスである二酸化炭素の排出量の少ないエネルギー源を最大限に活用して
いくことが必要である。」との現状認識を示しております。本原子力政策大綱(案)
は、原子力の研究、開発及び利用に関する活動分野を対象としていることから、
5-3に「各国が原子力発電を導入・拡大することは、化石燃料資源を巡る国際競
争の緩和や地球温暖化対策につながるため、我が国の原子力産業において培
われた原子力発電技術を国際的に展開することは意義を有する」とした上で、相
手国における原子力発電利用の成熟度に応じた取組を記載しています。
このうち、国の関与について、原子力発電導入の拡大期にある国に対しては、
「安全面・人材面での協力や、我が国原子力産業を最大限支持する姿勢を政府
が表明するといった取組について引き続き積極的に行っていくべき」とし、また、
今後原子力発電を導入しようとしている国に対しては、「相手国の体制整備状況
に応じ、核不拡散体制、安全規制体系、原子力損害賠償制度等の整備といった
点について有する知見・ノウハウ等を提供していくなどの側面支援を行うことは、
地域発展を支援する観点から適切である。加えて、国は、上記の前提及び当該
国の具体的ニーズを踏まえつつ、二国間協力協定等による資機材移転のための
枠組み作り等を含め、その協力に適する方策を講ずるべきである。」と記載してい
ます。

5-3
国際展開

もちろん、我が国の原子力産業が国際展開を行う際には、共通理念として掲げて
いる「安全の確保」は大前提であり、さらに相手国に対しても「安全の確保並びに
核拡散防止及び核セキュリティ確保のための体制の整備状況、さらに相手国の政
治的安定性等を確認するとともに、国内外の理解を得ることが前提となる」と示し
た上で、相手国における原子力発電利用の成熟度に応じた取組を5-3に記載し
ています。また、核拡散防止の観点からは慎重に対応する必要があるとしたご意
見については、策定会議は、ご意見と同趣旨のご発言を含む議論を経て、「我が
国が原子力資機材・技術の移転を行うに当たっては、国際的な核不拡散体制の
枠組みに沿って、各種手続や輸出管理を引き続き厳格かつ適切に講じるべきで
あり、かつ、迂回輸出防止のために諸外国・地域との協力を一層強化していく必
要がある。加えて、相手国における安全の確保並びに核拡散防止及び核セキュリ
ティ確保のための体制の整備状況、さらに相手国の政治的安定性等を確認する
とともに、国内外の理解を得ることが前提となる。」としています。

E779, E960
E963, F263
F288
〒120

5-2
国際協力

安全保障の観点については、策定会議の場においても、議論されております。ま
た、国際協力の対象国についても議論されており、それらの議論を経て、原子力
政策大綱(案)では、5-2-1の途上国との協力に関する今後の取組の基本的考え
方において、「我が国が主体的・能動的に協力を行う国・地域は、地政学的にも
経済的にも緊密な関係を有するアジアを中心とする。協力を実施するに際して
は、相手国の原子力の平和利用と核不拡散を確保するため、相手国の政治的安
定性、原子力利用の状況、関連条約・枠組みへの加入・遵守状況等に留意する
必要がある。しかし、相手国にこれらに欠けるところがある場合は、例えば国際機
関における活動や安全の確保といった普遍性の高い分野において限定的に交
流を行うなど、国際平和と互恵を目指す未来志向の考え方に立った交流のあり方
を検討するべきである。」と記載しています。

1-2-2,1-
2-6及び5-
1
核燃料サ
イクル・再
処理

我が国における核燃料サイクルにかかる核拡散についての懸念に関しては、策
定会議は、ご意見と同趣旨のご発言を含む議論を経て、2-2に「我が国は、今後
も、原子力利用を厳に平和の目的に限って推進し、国際的な核不拡散制度に積
極的に参加し、ＩＡＥＡ保障措置及び国内保障措置の厳格な適用を確保していく
べきである。」と、原子力の平和利用を推進することを記載するとともに、3-1-3に
は「我が国においては、核燃料資源を合理的に達成できる限りにおいて有効に利
用することを目指して、安全性、核不拡散性、環境適合性を確保するとともに、経
済性にも留意しつつ、使用済燃料を再処理し、回収されるプルトニウム、ウラン等
を有効利用することを基本的方針とする。」と再処理を行う核燃料サイクルを推進
する際の要件のひとつとして核不拡散を掲げています。
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１０．国際的取組の推進

（具体的な修正意見）
No 該当箇所 ご意見の概要 ご意見への対応 意見番号

10-16
12ページ
1-2-5

「１－２－５」の第２段落の最後に
「また、発展途上国のエネルギー需
要の増大に対して、化石燃料の消費
による地球温暖化の加速を防ぐた
め、単なる資金提供にとどまらず、技
術供与（例えば、交通手段について
は、電気自動車の現地生産、水素ス
タンドによるインフラ整備等）といった
貢献も重要である。」を追加する。

原子力政策大綱(案)は、原子力の研究、開発及び利用に関する活動分野を対象
としております。策定会議は、ご意見と同趣旨のご発言を含む議論を経て、ご指
摘の発展途上国への協力に関しては、1-2-11に二国間協力、多国間協力及び
国際機関を通じた国際協力に関する現状認識を示しています。それらを踏まえ
て、5-2に「平和利用、核不拡散の担保、安全の確保、核セキュリティの担保を求
めることを大前提としつつ、二国間や多国間、国際機関を通じての情報や経験の
交換等の国際協力を推進する」と示した上で、国際協力に関する今後の基本的
考え方を記載しています。

E175

10-17
49ページ
～
第5章

第2章から第4章は、原子力委員会が
誰に対して何を期待しているかが明
確に記されている。しかし第5章はそ
のような記載の仕方になっていない
のえ、全て原子力委員会が自ら実施
するように読めてしまうので記載の仕
方を見直すべきである。

第5章の文章のうち、我が国が国際社会に対して約束・宣言する内容の文章につ
いては断定的な末尾表現にしている箇所がありますが、実施主体が限定される文
章については、その他の章と同様に、「…べきである。」、「重要である。」や「期待
する。」等の表現を適宜使用しています。

F191

10-18
20ページ
1-3-4

項目名の修正
1-3-4「国際協調と協力の重視」では
なく「国際協力の重視」とすべき。

前後の文脈から判断して、我が国の原子力の研究、開発及び利用に関する取組
や施策の企画・推進において、国際協調の意味が含まれることは明らかと考えて
いますので、現状のままの表現とします。

E945
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１１．原子力の研究、開発及び利用に関する活動の評価の充実

（いただいたご意見）
No 区分 ご意見の概要 ご意見への対応 意見番号

11-4
「原子力に関する施策を継続的に評
価」すべき。

E784

11-5

原子力政策大綱に基づく原子力政
策が行われるように、原子力委員会
が精力的に各省庁の企画・推進活
動をチェックすべき。

E060
E067
E207
E489
E631
E752

11-6
原子力委員会が各省の政策評価す
ることが重要である。

E919

11-7

　規制当局自身が、自らの「安全文
化」の確立・定着のためにどのような
努力をしているのか国民に説明する
よう貴委員会として提言すべき

E749

11-8
「評価の充実」を、本「大綱(案)｣に直
ちに適用されたい

F215

11-9
「政策評価」についての言及には大
いに賛成するので貴委員会として強
力に推進していただきたい。

E750

（具体的な修正意見）
No 該当箇所 ご意見の概要 ご意見への対応 意見番号

11-10 P52,52
これまでの「長期計画」に関する「定
量的評価」を大綱案に入れるべき

今回行われている策定会議において、現行長期計画の内容を評価及び
議論しています。その後の環境変化等の状況等を踏まえて、「原子力政
策大綱（案）」をまとめています。

E708
ご153

11-11

53ページ下
から8行目
以下につい
て

｢期待する」で終わる文章が２つある
が主語がない。主語を明記すべきで
ある。

当該箇所においては、「原子力委員会」が「民間」に期待するということで
す。

F153

11-1

E080
E249,E606
E743,E744
E837
F031,039
ご077

11-3

第６章
原子力の研
究、開発及
び利用に関
する活動の
評価の充実

F101

策定会議は、ご意見と同趣旨のご発言を含む議論を経て、このことに関す
る基本的方向性を「原子力委員会は、関係行政機関の原子力に関する施
策の実施状況を適時適切に把握し、関係行政機関の政策評価の結果と
それに対する国民意見も踏まえつつ、自ら定めた今後１０年程度の期間を
一つの目安とする原子力の研究、開発及び利用に関する政策の妥当性
を定期的に評価し、その結果を国民に説明していくこととする。」と整理し
ています。

策定会議は、ご意見と同趣旨のご発言を含む議論を経て、「国は、法律で
定められている政策評価を政策に関する立案、実施、評価及び改善活動
（ＰＤＣＡ活動）の一環に位置付けて、原子力に関する施策を継続的に評
価し、改善に努め、国民に説明していくことが大切である。その際には、原
子力に関する施策は、総合的推進を要し、長期にわたるもので、不確実
性を積極的に管理しつつ安全の確保を大前提として推進されなければな
らないことから、多面的かつ定量的な評価を行うことが重要である。」として
います。
また、「原子力の研究、開発及び利用の基本的目標を達成するために国
が行う施策は、公共の福祉の増進の観点から最も効果的で効率的でなけ
ればならない。」としています。

計画がうまくいかなかった原因と対策
をその都度きちんとたてて前進して
いく、ＰＣＤＡサイクルを徹底し、その
形が国民の目に見える形にすべき

現在の原子力関係者に、自らの行動
が将来の自分及び関係者の状況を
左右することを認識して行動すること
を呼びかけ、あるいはこのことの啓蒙
活動を行うことが必要である。
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１２．その他

（いただいたご意見）
Ｎｏ 区分 ご意見の概要 ご意見への対応 意見番号

12-1
概要版の作
成

・原子力政策大綱について、広く国
民に理解して頂くためには、内容を
簡潔に整理した概要を作成するなど
すべきでないか。また、文章が難しく
非常にわかりにくい、図などを用いて
分かりやすく全体像を示すべきでな
いか。
・原子力大綱（案）は文字ばかりであ
るため一般向けでない。ご意見を聴
く会のＯＨＰも文字ばかりで一般向け
でなかった。公衆向けのパンフレット
や説明用ＶＴＲを作成してみてはどう
か。
・原子力政策大綱の存在について、
テレビ、新聞、雑誌等の媒体等を活
用して周知すべきでないか。

策定会議は、国民参加、広聴・広報活動について、「国や事業者には、国
民参加のあり方の一層の工夫や、広聴・広報活動をより一層効果のあるも
のにする真摯な取組が求められている」と整理しています。国の一機関で
ある原子力委員会としても、この趣旨を踏まえ、原子力政策をより広く一般
の方に理解して頂くための努力を今後も行っていくこととしています。その
ために必要であれば原子力政策大綱の概要版の作成など鋭意努力して
いきます。
なお、「原子力政策大綱（案）に対するご意見を聴く会」を行なった際に
は、大綱の内容を説明するために、図表を採り入れた分かり易い資料を
準備し説明しました。その資料はホームページにも掲載しました。
また、用語解説、関連資料、これまでの論点整理等をつけることにより、内
容が分かりやすくなるよう努めました。

E010,E012,E
026,E031,E0
35,E038,E05
8,E059,E065
,E080,E083,
E086,E087,E
092,E097,E1
02,E111,E12
7,E129,E135
,E140,E143,
E148,E167,E
185,E188,E2
01,E226,E23
1,E241,E248
,E255,E279,
E289,E305,E
321a,E341,E
358,E362,E4
16,E439,E45
4,E464,E467
,E480,E509,
E528,E563,E
598,E600,E6
41,E713,E71
9,E733,E809
,E882,E898,
F046,F064,
〒15, 〒66,
〒70,〒74,ご
10,ご79,ご
145,ご203,ご
219,ご228

12-2
少数意見の
掲載

将来を意識した「原子力政策大綱」
であれば、多数の意見を取りまとめる
だけでなく、少数意見の掲載もすべ
きでないか。

原子力政策大綱は政府における今後の原子力政策の基本方針を記載す
るものであるため、複数の考え方を記載することは適切ではありません。一
方、策定会議では、議論を進める上で、同一事項について様々な見解が
存在する場合にはそれらを踏まえつつ審議を行い、その結果を「論点の
整理」や「中間とりまとめ」に反映することに努めました。また、策定会議の
審議において、各委員が提出した資料も会議資料として議事録とともに全
て公開されています。
いかなる少数意見を原子力政策大綱（案）に付するかについては今後の
審議事項となります。

E007,F199,
F217,ご096

12-3 募集期間
意見募集の期間が短いのでないか。
もっと募集期間を延ばすべき。

今回の意見募集の手続きは、「規制の設定又は改廃に係る意見提出手
続」（平成１１年３月２３日閣議決定）などに基づいて実施されております
が、その中で「意見・情報の募集期間については、意見・情報の提出に必
要と判断される時間等を勘案し、１ヶ月程度を一つの目安として、案等の
公表時に明示する。」と記載されており、今回の意見募集が約１ヶ月実施
されていることから、適切に実施されたものと認識しています。

F081
〒019
ご028
ご037

12-4
原子力政策
大綱の内容
の具体化

各項目において、もっと具体的な内
容についても記載すべき。

策定会議は、原子力政策大綱（案）について、「原子力に関する施策の基
本的考え方を明らかにし、各省庁における施策の企画・推進のための指
針を示すとともに、原子力行政に関わりの深い地方公共団体や事業者、
さらには原子力政策を進める上で相互理解が必要な国民各層に対する
期待を示す」ものと整理しています。また、必要な施策については、「関係
行政機関がそれぞれの所掌する分野において企画・実施・評価して推進
される」と整理しています。

E125,E242,
E484,E549,
E601,E947,
ご091,ご
155,ご165,
ご182

12-5
個人の立場
の明確化

「国民（一般）」としての立場と、「原子
力専門家」としての立場とに分けて、
各個人の位置づけを明確に示すべ
き。

策定会議は、原子力政策大綱（案）について、「原子力に関する施策の基
本的考え方を明らかにし、各省庁における施策の企画・推進のための指
針を示すとともに、原子力行政に関わりの深い地方公共団体や事業者、
さらには原子力政策を進める上で相互理解が必要な国民各層に対する
期待を示す」ものと整理し、各界の有識者による審議を経て、原子力の研
究、開発及び利用のそれぞれの項目について、必要に応じ、国、地方公
共団体、事業者、国民など個別に役割に期待を示すものとしています。そ
の中で、専門的能力を有する人材という観点では、原子力に関する知識
やリスクコミュニケーション能力を有する人材を、専門家と国民、とりわけ立
地地域の住民との間の相互理解活動の担い手とし、国や事業者及び研
究開発機関はその育成を計画的に行うべきであると整理しています。

E275
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１２．その他

Ｎｏ 区分 ご意見の概要 ご意見への対応 意見番号

12-6
本文内容の
明確化

・原子力政策大綱案の文章は、主語
が明確でないところがあり分かりにく
い。
・「期待する」、「望ましい」が多いの
は、一般の理解が得にくいのではな
いか。
・誰が何時までにどのように行うのか
明確にすべき。

策定会議は、原子力政策大綱（案）について、「原子力に関する施策の基
本的考え方を明らかにし、各省庁における施策の企画・推進のための指
針を示すとともに、原子力行政に関わりの深い地方公共団体や事業者、
さらには原子力政策を進める上で相互理解が必要な国民各層に対する
期待を示す」ものと整理しています。
その上で、それぞれの政策について、それぞれの原子力関係者が行うべ
き取組について明確に整理しています。

E316,E317,
E327,E426,
E454,E526,
E558,E952,
E454,E926,
E929,E935,
F067,F068,
F070,F071,
ご117

12-7
本文と添付
資料とのつ
ながり

原子力政策大綱（案）の本文と添付
資料のつながりがわかりにくい。本文
文書中に参考となる添付資料番号、
注釈などを記載すべき。

文章のみで理解できるよう、本文は分かり易く記述しました。本文中に添
付資料番号、注釈などを書き加えると、かえって煩雑になると考えました。
添付資料はあくまで参考としてご覧下さい。

E105,E149

12-8

エネルギー
国家戦略会
議（仮称）の
創設

「エネルギー国家戦略会議（仮称）」
とその常設支援組織の編成を、原子
力委員会は可及的速やかに、内閣
総理大臣に提言するべきである。

原子力政策大綱（案）は、我が国における原子力の研究、開発及び利用
について、原子力基本法に基づき、人類社会の福祉と国民生活の水準向
上とに寄与することを目的として原子力委員会によって取りまとめられるも
のです。エネルギー全般にわたる施策については対象としておりません。

E811

12-9 マスメディア

国民の理解を進めるための手段とし
て、マスコミ報道が非常に大きいと考
えられるため、マスコミ向けの丁寧な
説明会をしてはどうか。

策定会議は、国民参加、広聴・広報活動について、「国や事業者には、国
民参加のあり方の一層の工夫や、広聴・広報活動をより一層効果のあるも
のにする真摯な取組が求められている」と整理しています。国の一機関で
ある原子力委員会としても、この趣旨を踏まえ、原子力政策をより広く一般
の方に理解して頂くための努力を今後も行っていきます。マスメディアに
対しても様々な機会を捉えて説明していきます。

E039

12-10
次回原子力
政策大綱へ
の注文

次回の大綱においては、今回策定さ
れた1-3章から第6章までの基本的な
方針や具体的な取り組みが５年間の
間にどのように実現されたか判り易い
構成にするべき。

今後の参考とさせていただきます。 〒12

（具体的な修正意見）
Ｎｏ 該当箇所 ご意見の概要 ご意見への対応 意見番号

12-11 用語解説
「日本原子力技術協会」を用語解説
に追加すべき。

追加しました。 E404

12-12 年譜の添付
原子力政策大綱に年譜をつけるべ
き。

原子力委員会としての年譜は原子力白書に付いています。原子力白書
は原子力委員会の活動状況等を記載したものです。

F065

（その他ご質問等）
Ｎｏ 区分 ご意見の概要 ご意見への対応 意見番号

12-13 対象外
損害賠償、電磁波、被曝者支援、白
血病などに関する意見。

原子力政策大綱案への意見でないと考えます。

E664,E665,E
668,F128,F2
87,〒022,〒
060,〒108,
〒113, 〒
114,〒132,
〒138,〒
141, 〒142,
〒213
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